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i

は
じ
め
に

四
條　

知
恵

　

広
島
平
和
研
究
所
は
、
研
究
成
果
を
広
く
市
民
の
み
な
さ
ま
に
伝
え
る
た
め
、
戦
争
や
平
和
に
か
か
わ

る
諸
問
題
を
テ
ー
マ
に
、
連
続
市
民
講
座
や
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
を
継
続
し
て

開
催
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
度
よ
り
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
、
現
代
世

界
に
お
け
る
平
和
構
築
へ
の
問
題
提
起
と
す
る
た
め
、
こ
の
小
冊
子
シ
リ
ー
ズ
「
広
島
平
和
研
究
所
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
」
を
刊
行
し
て
お
り
ま
す
。

　

第
一
〇
巻
で
あ
る
本
書
『
核
戦
争
の
危
機
と
被
爆
地
』
は
、
二
〇
二
三
年
度
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ

た
同
タ
イ
ト
ル
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
核
戦
争
の
危
機
と
被
爆
地
―
―
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
を
踏
ま
え
て
」

（
二
〇
二
三
年
一
二
月
一
〇
日
開
催
）、
連
続
市
民
講
座
「
広
島
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
考
え
る
」（
二
〇
二
三



ii

年
一
〇
月
二
〇
日
か
ら
一
一
月
二
三
日
ま
で
配
信
）
を
中
心
に
、
一
部
二
〇
二
二
年
度
に
行
わ
れ
た
連
続
市
民
講

座
「
平
和
文
化
を
育
む
た
め
に
」（
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
八
日
か
ら
一
二
月
二
〇
日
ま
で
配
信
）
の
報
告
・
講
演

も
含
め
、
報
告
者
・
講
演
者
に
改
め
て
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
八
つ
の
原
稿
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

　

第
Ⅰ
部
は
、「
核
戦
争
の
危
機
と
被
爆
地
―
―
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
を
踏
ま
え
て
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、

「「
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
安
全
が
損
な
わ
れ
な
い
」
と
の
原
則
―
―
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
三
再
考
」

（
第
１
章　

石
田
淳
）、「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
国
際
平
和
秩
序
の
行
方
」（
第
２
章　

吉
川
元
）、「「
被
爆
国
」
と

「
被
爆
地
」―
―
サ
ミ
ッ
ト
報
道
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
」（
第
３
章　

田
中
美
千
子
）
の
三
編
を
収
録
し
、
刻
々

と
変
化
す
る
国
際
情
勢
や
サ
ミ
ッ
ト
前
後
の
議
論
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
広
島
と
長
崎
、
そ
し
て
日
本
と
世

界
が
、
こ
う
し
た
国
際
政
治
の
変
化
や
核
戦
争
の
危
機
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
べ
き
か
を
改
め
て
考
え

て
い
ま
す
。

　

第
Ⅱ
部
に
は
、「
広
島
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、「
核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴

史
の
概
観
―
―
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
ま
で
」（
第
４
章　

山
田
康
博
）、「
ロ
シ
ア
・

プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
論
理
（
第
５
章　

吉
川
元
）、「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
戦
争
と
原

子
力
施
設
へ
の
攻
撃
―
―
冷
戦
の
延
長
戦
、
あ
る
い
は
リ
タ
ー
ン
マ
ッ
チ
か
？
（
第
６
章　

友
次
晋
介
）、「
ロ

シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
第
７
章　

沖
村
理
史
）
の
四
編
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
長
引
く
ウ



iii

ク
ラ
イ
ナ
戦
争
は
、
国
際
社
会
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
各
分
野
の
専
門
家

が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
核
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
分
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
第
Ⅲ
部
に
は
、
昨
年
度
に
続
き
、「
平
和
文
化
を
育
む
た
め
に
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、「
知
ら
れ

ざ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
残
留
日
本
兵
―
―
一
九
五
五
年
一
一
月
・
ル
ソ
ン
島
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の
悲
劇
」（
第
８
章　

永

井
均
）
を
収
録
し
ま
し
た
。

　

本
書
が
、
本
書
を
手
に
取
っ
て
い
た
だ
い
み
な
さ
ま
に
核
戦
争
の
危
機
と
被
爆
地
、
そ
し
て
平
和
に
か

か
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
よ
り
深
く
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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3

第
１
章　
「
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
安
全
が
損
な
わ
れ
な
い
」
と
の
原
則 

　
　
　
　
　

―
―
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
三
再
考

石
田　
　

淳

１　

核
兵
器
不
使
用
の
歴
史

　

ヒ
ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
以
降
の
「
核
兵
器
の
不
使
用
」
の
歴
史
を
振
り
か
え
り
、
さ
ら
に
そ
の
未
来
を

展
望
し
た
い
。
二
〇
二
三
年
五
月
一
九
日
か
ら
二
一
日
ま
で
Ｇ
７
（
先
進
七
カ
国
首
脳
会
議
）
が
広
島
市
で
開

催
さ
れ
た
。
初
日
に
首
脳
た
ち
は
平
和
公
園
を
訪
れ
、
慰
霊
碑
に
献
花
を
し
た
あ
と
、
広
島
平
和
記
念
資

料
館
を
見
学
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
四
〇
分
間
だ
っ
た
こ
と
も
含
め
て
広
く
報
道
さ
れ
た
。
会
合
の
初
日

に
発
表
さ
れ
た
Ｇ
７
首
脳
に
よ
る
核
軍
縮
に
関
す
る
声
明
が
、
い
わ
ゆ
る
「
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
こ
の
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
を
手
が
か
り
に
、

そ
の
文
書
が
強
調
し
た
軍
備
管
理
の
考
え
方
と
は

何
か
、
そ
し
て
あ
ら
た
め
て
国
際
的
な
軍
備
管
理

や
個
別
国
家
の
安
全
保
障
政
策
を
通
じ
て
確
保
さ

れ
る
の
は
誰
の
安
全
な
の
か
、
と
い
う
基
本
的
な

問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

図
１
は
、
冷
戦
終
結
後
の
世
界
の
軍
事
支
出
の

推
移
を
あ
ら
わ
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
縦
軸
は
二

〇
二
一
年
の
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
の
価
値
で
換
算
し

た
軍
事
支
出
額
（
単
位
は
一
〇
億
米
ド
ル
）
で
、
二
〇

二
二
年
は
二
兆
米
ド
ル
を
超
え
た
。
三
〇
〇
兆
円

と
い
う
規
模
で
あ
る
。
な
お
、
関
連
情
報
と
し
て
、

二
〇
二
二
年
に
お
け
る
世
界
の
軍
事
費
の
内
訳
に

つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
占
め
る
割
合
（
シ
ェ
ア
）

は
四
〇
％
、
中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）
は
一

図 １　世界軍事支出（実質１0億 US＄、202１年基準）

（SIPRI Military Expenditure Data Base, April 2023 から筆者作成）

（注） ソ連邦が解体した1991年については、ソ連邦の、そし
てソ連を構成していた共和国（ロシアなど）の軍事費
を特定できないため、それらを一部に含む世界軍事支
出のデータも欠落している。
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三
％
、
日
本
は
二
％
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
近
年
の
時
系
列
的
変
化
に
つ
い
て
も
補
足
す
る
と
、
成
長
著

し
い
経
済
力
を
背
景
と
し
た
中
国
の
軍
事
費
の
増
加
が
目
立
つ
。
世
界
の
軍
事
費
に
お
け
る
シ
ェ
ア
は
、

一
九
九
〇
年
に
は
一
％
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
三
％
、
二
〇
一
〇
年
に
六
％
、
そ
し
て
二
〇
二
〇
年
に
は
一

三
％
と
い
う
勢
い
で
急
速
に
存
在
感
を
増
し
た
。

　

世
界
に
お
け
る
核
弾
頭
の
数
に
つ
い
て
は
、
冷
戦
期
は
冷
戦
終
結
ま
で
増
加
し
続
け
、
そ
の
後
減
少
に

転
じ
た
。

　

他
方
で
核
兵
器
は
一
九
四
五
年
の
八
月
六
日
に
広
島
で
、
九
日
に
長
崎
で
使
用
さ
れ
た
あ
と
は
、
使
用

が
懸
念
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
核
兵
器
不
使
用

の
歴
史
が
続
い
て
い
る
の
は
事
実
だ
。

　

で
は
、
核
兵
器
保
有
国
は
使
用
す
る
意
図
の
な
い
兵
器
を
開
発
し
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
ら

か
に
違
う
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
九
年
に
多
国
間
同
盟
と
し
て
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
が
創
設

さ
れ
た
が
、
そ
の
常
設
機
関
で
あ
る
軍
事
委
員
会
（M

ilitary Com
m

ittee

）
は
、
一
九
五
四
年
に
Ｍ
Ｃ
48
と

い
う
決
定
を
行
っ
た
。
核
兵
器
の
よ
う
な
大
量
破
壊
兵
器
に
あ
た
ら
な
い
兵
器
を
通
常
兵
器
と
言
う
が
、

冷
戦
期
の
西
側
陣
営
は
東
側
陣
営
の
攻
撃
を
排
除
で
き
る
ほ
ど
の
通
常
兵
力
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
東
側
か
ら
の
攻
撃
に
は
核
兵
器
の
「
即
時
使
用
（im

m
ediate use

）」
を
も
っ
て
応
じ
る
戦
略
を
立
て
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た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
戦
争
が
勃
発
す
れ
ば
、
躊た

め
ら躇

う
こ
と
な
く
相
手
国
に
先
ん
じ
て
核
兵
器
を
使
用
（「
先

行
使
用
（first use

）」）
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
「
先
行
使
用
」
に
近
い
概
念
に
「
先
制
使
用

（preem
ptive use

）」
と
い
う
概
念
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
核
兵
器
を
使
用
す
る
形
で
戦
争
を
仕
掛
け
る
こ
と

で
あ
っ
て
意
味
は
異
な
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

　

実
際
に
、
ア
メ
リ
カ
が
一
九
五
〇
年
代
に
は
朝
鮮
半
島
、
台
湾
海
峡
、
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
い
て
核
兵
器

の
使
用
を
真
剣
に
検
討
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（Gaddis 1987: 124-140

）。
そ
の
際
に
想
定
さ
れ

た
対
抗
国
は
い
ず
れ
も
中
国
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
核
攻
撃
を
自
制
し
た
が
、
中
国
の
核
保
有
は
一
九
六

四
年
の
こ
と
で
、
当
時
の
中
国
は
ま
だ
非
核
兵
器
国
だ
っ
た
た
め
、
中
国
に
よ
る
核
反
撃
の
威
嚇
に
よ
っ

て
攻
撃
の
自
制
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
つ
ま
り
核
抑
止
が
機
能
し
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

　

一
九
五
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
は
、
通
常
兵
器
の
防
衛
力
で
は
な
く
核
兵
器
の

抑
止
力
を
強
調
し
た
。
防
衛
と
は
、
反
撃
を
実
際
に
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
攻
撃
を
排
除
す
る
政
策
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
抑
止
と
は
、
反
撃
を
威
嚇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
攻
撃
を
自
制
さ
せ
る
政
策
だ
。
そ
の

た
め
、
必
要
が
あ
れ
ば
核
兵
器
の
使
用
を
辞
さ
な
い
と
の
意
図
が
言
明
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
保
有
さ
れ
て
い
た
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
事
実
と
は
言
え
、
使
用
の
意
図

が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
繰
り
返
し
そ
の
意
図
が
言
明
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
の
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
事
行
動
に
先
立
っ
て

国
民
向
け
に
テ
レ
ビ
演
説
を
行
い
、
そ
の
中
で
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
が
介
入
す
れ
ば
、

ロ
シ
ア
は
「
歴
史
上
類
例
を
み
な
い
」
結
末
を
も
た
ら
す
よ
う
な
対
応
も
躊
躇
し
な
い
と
威
嚇
し
た
。
そ

し
て
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
そ
の
三
日
後
に
は
、
ロ
シ
ア
の
核
戦
力
部
隊
を
戦
闘
警
戒
態
勢
に
置
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
侵
攻
の
直
後
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は

飛
行
禁
止
区
域
（no-fly-zone

）
の
設
定
を
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
求
め
て
い
た
も
の
の
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
こ
の
要
請
に

応
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
ス
ト
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
事
務
総
長
は
、
三
月
四
日
の
記
者
会
見
に

お
い
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
域
外
へ
と
戦
争
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
を
防
ぐ
責
任
が
あ

る
」
と
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
土
の
み
な
ら
ず
領
空
に
も
戦
力
を
送
ら
な
い
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
展
開
か
ら
、
ロ
シ
ア
が
核
兵
器
の
使
用
を
威
嚇
し
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
介
入
を
抑
止
し
な
が
ら
、
通
常

兵
器
を
使
用
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
た
と
い
う
構
図
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
介
入
が
抑
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
戦
争
は
戦
域
や
交
戦
国
の
範
囲
の
限
ら
れ

た
「
限
定
戦
争
」
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
テ
ロ
以
降
、
大
国
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
上
の
関
心
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
米
ロ
間
の
核
兵
器
を
め
ぐ
る
軍
備
管
理
体
制
が
揺
ら
い
で
い
る
。
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二
〇
〇
二
年
に
は
弾
道
弾
迎
撃
ミ
サ
イ
ル
制
限
条
約
（A
nti-Ballistic M

issile T
reaty: 

Ａ
Ｂ
Ｍ
条
約
）
が
、
二

〇
一
九
年
に
は
中
距
離
核
戦
力
全
廃
条
約
（Interm
ediate-Range N

uclear Force T
reaty: 

Ｉ
Ｎ
Ｆ
条
約
）
が

失
効
し
て
い
る
。

２　

広
島
ビ
ジ
ョ
ン
の
安
全
保
障
構
想

　

広
島
ビ
ジ
ョ
ン
の
表
題
は
、
原
文
に
よ
れ
ばG7 Leaders H

iroshim
a V

ision on N
uclear D

isar-
m

am
ent 

で
、
こ
れ
を
字
義
通
り
解
釈
す
る
と
「
Ｇ
７
首
脳
に
よ
る
核
軍
縮
構
想
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、

表
題
は
軍
縮
す
な
わ
ち
軍
備
の
量
的
な
削
減
を
掲
げ
た
。
し
か
し
そ
の
内
容
に
お
い
て
ビ
ジ
ョ
ン
が
強
調

し
た
の
は
、
む
し
ろ
核
不
拡
散
条
約
（N

on-Proliferation T
reaty: 

Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
約
は
、
締

約
国
の
核
軍
縮
交
渉
義
務
（
第
六
条
）
に
言
及
す
る
も
の
の
、
核
軍
縮
条
約
で
は
な
く
、
代
表
的
な
核
軍
備

管
理
条
約
で
あ
る
と
み
な
す
の
が
通
例
だ
。

　

軍
備
管
理
は
軍
備
縮
小
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
。
抽
象
的
に
い
え
ば
「
軍
備
が
使
用
さ
れ
に
く
い
状

況
を
つ
く
り
だ
す
た
め
の
軍
備
に
関
す
る
規
制
」
と
言
え
る
。

　

で
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
の
文
脈
で
考
え
て
み
よ
う
。
一
九
六
八
年

か
ら
各
国
が
署
名
を
始
め
た
多
国
間
条
約
で
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｔ
は
、
そ
の
禁
止
の
対
象
で
あ
る
核
拡
散
を
定
義
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す
る
に
あ
た
り
、
条
約
上
の
「
核
兵
器
国
」
を
定
義
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
条
約
締
結
時
点
の
核
兵
器
国

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
米
、
ソ
、
英
、
仏
、
中
、
ま
さ
に
国
連
の
安
全
保
障
理
事
会
の
常

任
理
事
国
だ
っ
た
（
厳
密
に
は
、
国
連
総
会
が
中
国
を
安
保
理
の
常
任
理
事
国
と
し
て
承
認
し
た
の
は
一
九
七
一
年
で

あ
っ
た
）。
そ
れ
以
外
の
締
約
国
は
、
す
べ
て
条
約
上
の
非
核
兵
器
国
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、

「
条
約
上
の
非
核
兵
器
国
」
が
、「
事
実
上
の
核
兵
器
国
」
と
な
る
こ
と
こ
そ
を
核
拡
散
と
と
ら
え
、
こ
れ

を
禁
止
し
た
。
ま
ず
、
締
約
国
に
は
そ
の
拡
散
を
阻
止
す
る
義
務
（
不
拡
散
義
務
）
が
あ
る
の
で
、
こ
の
条

約
は
条
約
締
結
時
点
に
お
け
る
核
兵
器
開
発
の
現
状
を
固
定

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
効
果
を
も
っ
た
。
核
兵
器
国
と
非
核
兵

器
国
と
で
は
不
拡
散
義
務
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
の
１
条
と
２
条
）
が
異
な
り
、
条
約
締
約
国
の
間
に
同
一
の
義
務
が
設
定

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
不
平
等
条
約
と
さ
れ
る
。

　
「
現
状
の
固
定
」
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
核
兵
器
開
発
の
現
状
が
固
定
さ
れ
た
だ
け
で

は
な
い
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
核
兵
器
配
備
の
現
状
も
維
持

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
た
。

　

冷
戦
期
の
ア
メ
リ
カ
は
同
盟
国
に
基
地
を
持
ち
、
そ
こ
に
一
定
の
戦
力
を
配
備
し
た
。
一
九
五
〇
年
に

ア
ジ
ア
で
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
を
機
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
核
戦
力
の
配
備
が
始
ま
っ
た
。
た
と
え
ば
西
ド

イ
ツ
に
も
一
九
五
五
年
以
降
、
核
兵
器
が
配
備
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
西
ド
イ
ツ
は
核
不
拡
散
条
約
に

「
非
核
兵
器
国
」
と
し
て
加
盟
し
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｔ
は
締
約
国
に
核
不
拡
散
義
務
を
課
し
た
の
で
、
た
し
か
に
、
そ
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れ
に
よ
っ
て
締
約
国
に
は
非
締
約
国
に
対
し
て
核
兵
器
を
「
移
譲
」
し
な
い
義
務
が
生
じ
た
が
、
米
軍
の
管

理
下
に
あ
る
核
兵
器
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
禁
止
す
る
非
核
兵
器
国
へ
の
移
譲
に
は
該
当
し
な
い
と
条
文
が

解
釈
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
核
不
拡
散
条
約
の
下
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
の
間
で
核
兵
器
を
使
用
す
る
任

務
を
同
盟
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
「
核
共
有
（nuclear sharing

）」

と
言
う
。３　

「
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
安
全
が
損
な
わ
れ
な
い
」
と
の
原
則

　
「
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
、
Ｇ
７
首
脳
は
、

「
全
て
の
者
に
と
っ
て
の
安
全
が
損
な
わ
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

形
で
の
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
実
現
に
向
け
た
我
々
の
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
す
る
」（
外
務
省
仮
訳
、
引
用
内
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
と
し
た
。
着
目
す
べ
き
は
、

こ
の
「
全
て
の
者
に
と
っ
て
の
安
全
が
損
な
わ
れ
な
い
（undim

inished security for all

）」
と
い
う
語
句

だ
。「
全
て
の
者
」
と
い
う
日
本
語
表
現
は
、
人
間
一
人
一
人
と
い
う
意
味
で
解
釈
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う

が
、
は
た
し
て
そ
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
語
句
は
、
少
な
く
と
も
半
世
紀
近
い

歴
史
を
持
つ
概
念
で
、
た
と
え
ば
一
九
七
八
年
の
国
連
（U

N
 General A

ssem
bly 1978

）
の
軍
縮
特
別
総
会

の
最
終
文
書
（
国
連
文
書　

A
/RES/S-10/2, June 30, 1978

）
に
お
い
て
明
確
に
確
認
で
き
る
（『
中
国
新
聞
』 
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（
二
〇
二
三
年
八
月
七
日
）
も
こ
の
点
を
指
摘
す
る
）。
そ
の
第
二
二
段
落
で
は
、「
安
全
が
損
な
わ
れ
な
い
と
い
う

原
則
（the principle of undim

inished security

）」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
原
則
は
、「
全
て
の
国

家
の
安
全
を
保
護
す
る
必
要
」
を
考
慮
す
る
と
い
う
文
脈
の
中
で
謳
わ
れ
て
お
り
、「
全
て
」
と
は
「
全
て

の
人
間
」
で
は
な
く
、
軍
備
を
保
有
す
る
と
と
も
に
、
軍
備
を
縮
小
し
た
り
規
制
し
た
り
す
る
条
約
を
締

結
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
全
て
の
国
家
」
で
あ
る
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
国
家
の

安
全
も
損
な
わ
れ
な
い
と
言
う
意
味
で
の
国
家
安
全
保
障
論
の
発
想
で
あ
る
。

　

実
際
に
、「
二
〇
〇
〇
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
会
議
の
最
終
文
書
」
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
解
説
は
「
す
べ

て
の
国
の
安
全
が
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
」
と
正
確
に
翻
訳
し
て
い
た
。

　

た
し
か
に
、
核
兵
器
に
つ
い
て
、
そ
の
開
発
、
実
験
、
製
造
、
取
得
、
保
有
、
貯
蔵
、
移
譲
、
使
用
、

そ
し
て
使
用
の
威
嚇
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
国
家
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
国
家
の
安
全
に

配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
国
民
の
安
全
は
ど
う
な
る
の
だ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
国
家
安
全
保
障
概
念
も
、
民
主
主
義
国
に
お
い
て
は
、
国
家
が
国
策
を
通
じ
て
国

民
に
と
っ
て
の
価
値
（
典
型
的
に
は
そ
の
生
命
・
身
体
・
財
産
）
に
対
す
る
脅
威
を
取
り
除
く
と
い
う
も
の
で
あ

る
か
ら
、
国
民
の
安
全
は
い
っ
さ
い
看
過
さ
れ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
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４　
「
国
家
の
安
全
」
と
「
国
民
の
安
全
」

　

国
家
の
安
全
と
国
民
の
安
全
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
二
〇
二
二
年
一
二
月
に
岸
田
文
雄

内
閣
は
、「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」
を
閣
議
決
定
し
た
。
こ
こ
で
、
国
家
安
全
保
障
戦
略
を
通
じ
て
、
国
家

が
確
保
す
る
べ
き
国
益
を
列
挙
し
て
い
る
。
ま
ず
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
政
治
的
独
立
の
維
持
、
領
土

の
保
全
、
そ
し
て
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
全

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
安
全
保
障
戦
略
を
策
定
す
る
と
い
う
定
式
化
そ
れ
自
体
は
、
決
し
て
二
〇
二
二
年
の
国
家

安
全
保
障
戦
略
の
独
自
の
着
想
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
二
〇
一
三
年
の
国
家
安
全
保
障
戦
略
の
定
式
化
を
踏

襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
二
〇
〇
四
年
の
国
民
保
護
法
で
も
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て

い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
国
家
は
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
全
を
保
護
す
る
と
謳
い
続
け
て
い
る
。

　

生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
全
を
保
護
さ
れ
る
国
民
と
は
、
ど
の
範
囲
の
国
民
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と

も
問
題
に
な
り
う
る
が
、
そ
れ
は
国
民
保
護
措
置
の
適
用
範
囲
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
む
し
ろ
、「
日
本
国
民
は
…
…
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
」
決
意
す
る
と
い
う
日
本
国
憲
法
の
前
文
が
示
し
た
認
識
を
想
起
し
た
い
。
自
衛
権
の
発
動
な
ど

政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
、
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
全
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
リ
ス
ク
は
な
い
の
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だ
ろ
う
か
。

　

ち
な
み
に
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
（international hum

anitarian law

）
は
、
敵

対
行
為
と
は
無
関
係
の
も
の
（
特
に
非
戦
闘
員
）
を
武
力
紛
争
か
ら
守
る
こ
と
を
一
つ
の
基
本
原
則
と
し
て

い
る
。
こ
れ
を
「
区
別
原
則
（principle of distinction

）」
と
言
い
、
軍
事
行
動
の
対
象
を
非
軍
事
目
標
と

区
別
さ
れ
る
軍
事
目
標
（
人
的
軍
事
目
標
と
物
的
軍
事
目
標
）
に
限
定
し
て
い
る
。
二
〇
二
二
年
以
降
の
ロ
シ

ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
、
二
〇
二
三
年
以
降
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
ガ
ザ
侵
攻
に
お
い
て
も
ま
さ
に

こ
の
「
目
標
の
区
別
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
戦
争
の
損
害
に
つ
い
て
の
補
償
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
非
戦
闘
員
も
そ
の
損
害
を
補
償
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

戦
争
に
よ
る
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
戦
後
日
本
の
裁
判
所
が
示
し
て
き
た

判
断
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
判
例
を
通
じ
て
蓄
積
さ
れ
た
き
た
法
的
な
考
え
方
を
判
例
法
理
と
言
う
が
、

戦
争
損
害
の
補
償
に
つ
い
て
の
判
例
法
理
と
し
て
戦
争
被
害
の
「
受
忍
論
」
が
あ
る
と
こ
れ
ま
で
指
摘
さ

れ
て
き
た
。

　

そ
の
典
型
は
、
在
外
資
産
喪
失
に
関
す
る
補
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
（
最
高
裁
大
法

廷
判
決
、
一
九
六
八
年
一
一
月
二
七
日
、
民
集
第
二
二
巻
第
一
二
号
二
八
〇
八
頁
）
で
あ
る
。
同
判
決
は
、「
国
の
存

亡
に
か
か
わ
る
非
常
事
態
に
あ
っ
て
は
、
国
民
の
す
べ
て
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
の
生
命
・
身
体
・
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財
産
の
犠
牲
を
堪
え
忍
ぶ
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
犠
牲
は
、
い
ず
れ
も
、

戦
争
犠
牲
ま
た
は
戦
争
損
害
と
し
て
、
国
民
の
等
し
く
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
」
で
あ

り
、「
こ
れ
に
対
す
る
補
償
は
憲
法
の
全
く
予
想
し
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
べ
き
」
と
し
た
。

　

こ
の
受
忍
論
は
、
そ
の
後
、
一
九
七
九
年
に
提
訴
さ
れ
た
東
京
大
空
襲
訴
訟
の
東
京
地
裁
判
決
（
一
九
八
〇

年
一
月
二
八
日
）
な
ど
で
も
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
戦
争
災
害
は
、
戦
争
遂
行
過
程
に
お
け
る
「
国

家
の
存
立
へ
の
国
民
の
平
等
な
寄
与
」
と
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
国
に
損
害
賠
償
責
任
は
な
く
、
補
償
は
国

会
の
立
法
政
策
の
問
題
と
位
置
付
け
ら
れ
る
な
ど
し
た
。

　

立
法
府
も
裁
量
的
な
判
断
に
は
概
し
て
消
極
的
だ
っ
た
が
、
被
爆
者
に
つ
い
て
は
原
爆
二
法
、
す
な
わ

ち
原
爆
医
療
法
（
一
九
五
七
年
）、
原
爆
特
別
措
置
法
（
一
九
六
八
年
）
に
お
い
て
国
籍
要
件
を
外
し
て
補
償
措

置
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
社
会
保
障
的
給
付
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
二
法
は
一
九
九
四
年
に
は
新

援
護
法
と
い
う
形
で
統
合
さ
れ
て
い
る
。

　

国
民
の
戦
争
犠
牲
あ
る
い
は
戦
争
損
害
に
つ
い
て
受
忍
論
と
は
対
照
的
な
評
価
を
し
た
の
が
核
兵
器
禁
止

条
約
（T

reaty on Prohibition of N
uclear W

eapons: 

Ｔ
Ｐ
Ｎ
Ｗ 

二
〇
一
七
年
採
択
、
二
〇
二
一
年
発
効
）
で
あ
る
。

同
条
約
は
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
被
爆
者
の
損
害
に
つ
き
そ
れ
は
「
容
認
し
が
た
い
苦
し
み
（unacceptable 

suffering

）」
と
形
容
し
た
。
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検
討
を
要
す
る
の
は
、
国
内
に
お
け
る
補
償
が
、
は
た
し
て
国
家
間
の
緊
張
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
哲
学
者
の
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
古
典
的
な
指
摘
、
つ
ま
り
一
八
世
紀
末
の

時
点
に
お
い
て
既
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
政
治
体
制
の
論
点
を
思
い
起
こ
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

カ
ン
ト
の
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
（Zum

 ew
igen Frieden

）』（
一
七
九
五
）
の
以
下
の
一
節
に
明
確
で
あ
る
。

共
和
的
な
体
制
は
…
…
永
遠
平
和
と
い
う
望
ま
し
い
成
果
を
実
現
す
る
可
能
性
を
そ
な
え
た
体
制
で

も
あ
る
。
こ
の
体
制
で
は
…
…「
戦
争
す
る
か
ど
う
か
」
に
つ
い
て
、
国
民
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ

る
。
そ
し
て
国
民
は
戦
争
を
始
め
た
場
合
に
み
ず
か
ら
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
恐
れ
の
あ
る
す
べ
て

の
事
柄
に
つ
い
て
、
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
…
…
だ
か
ら
国
民
は
、
こ
の
よ
う
な
割
に

合
わ
な
い
〈
ば
く
ち
〉
を
始
め
る
こ
と
に
慎
重
に
な
る
の
は
、
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
る
（
カ
ン
ト 

2006: 168-169

）。

　

な
お
、
カ
ン
ト
の
言
う
「
共
和
的
な
体
制
」
と
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
国
民
の
同
意
な
し
に
開

戦
の
決
定
の
で
き
な
い
体
制
と
理
解
で
き
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
今
日
の
民
主
的
な
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憲
法
の
下
で
は
、
国
民
の
権
利
は
広
く
保
障
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
の
戦
争
損
害
が
十
分

に
補
償
さ
れ
な
い
状
態
は
、
戦
争
に
対
す
る
抑
制
が
効
か
な
い
状
態
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
国
家

間
の
緊
張
を
緩
和
す
る
に
は
、
武
力
行
使
を
選
択
す
る
に
あ
た
っ
て
国
民
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
き
わ

め
て
慎
重
な
判
断
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
政
治
体
制
を
維
持
す
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

５　
　

核
兵
器
不
使
用
の
未
来

　

最
後
に
、
一
九
四
五
年
八
月
九
日
か
ら
今
日
ま
で
続
い
て
き
た
核
不
使
用
の
時
代
の
将
来
に
つ
い
て
考

え
た
い
。

　

ア
メ
リ
カ
の
原
子
力
科
学
者
の
定
期
刊
行
物
で
あ
るBulletin of the A

tom
ic Scientists 

は
核
戦
争

や
気
候
変
動
な
ど
、
人
類
が
自
ら
創
造
し
た
も
の
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
ま
で
に
残
さ
れ
た
時
間
を
「
終
末

時
計
（D

oom
sday Clock

）」
上
の
時
刻
と
し
て
発
表
し
て
い
る
。
滅
亡
ま
で
の
時
間
は
冷
戦
終
結
後
の
一

九
九
一
年
に
は
一
七
分
だ
っ
た
が
、
二
〇
二
三
年
に
は
九
〇
秒
に
ま
で
縮
ま
っ
た
。
世
界
の
軍
事
費
の
み

な
ら
ず
、
人
類
滅
亡
の
切
迫
度
も
記
録
を
更
新
し
て
い
る
。

　

二
〇
二
三
年
度
の
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
が
公
表
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
あ
る
。
た
だ
残
念

な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
斬
新
だ
っ
た
と
は
評
価
し
が
た
い
。
と
い
う
の
も
、
既
に
言
及
し
た
二
〇
〇
〇
年
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Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
会
議
の
最
終
文
書
に
は
、
今
回
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
キ
ー
ワ
ー
ド
た
る
包
括
的
核
実
験
禁
止

条
約
（Com

prehensive T
est Ban T

reaty: 

Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
）、
や
核
兵
器
用
核
分
裂
性
物
質
生
産
禁
止
条
約

（Fissile M
aterial Cutoff T

reaty: 

Ｆ
Ｍ
Ｃ
Ｔ
）、
核
兵
器
に
関
す
る
情
報
公
開
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
既
に
並

ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
核
不
使
用
の
歴
史
を
未
来
に
む
け
て
継
続
す
る
た
め
に
、
こ
の
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
に
は
挙
げ
ら

れ
て
い
な
い
道
筋
に
触
れ
て
本
稿
を
結
び
た
い
。
そ
れ
は
、
核
の
タ
ブ
ー
化
で
あ
る
。「
核
の
タ
ブ
ー
」

（T
annenw

ald 2007
）
と
は
、
核
の
使
用
は
、
現
時
点
に
お
い
て
明
確
に
違
法
で
は
な
く
て
も
、
も
は
や
タ

ブ
ー
で
あ
る
と
み
な
す
人
道
認
識
の
こ
と
を
指
す
。
た
し
か
に
、
核
の
使
用
が
違
法
で
あ
る
と
の
認
識
は
、

核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
署
名
に
消
極
的
な
核
兵
器
国
や
そ
の
同
盟
国
の
間
で
は
成
立
し
て
い
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
破
壊
力
の
限
ら
れ
た
核
兵
器
で
あ
れ
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
使
用
さ
れ
れ
ば
、
戦
争
に
お
い
て

使
用
で
き
る
兵
器
の
範
囲
に
関
す
る
国
際
社
会
の
共
通
認
識
は
消
え
去
り
、
戦
争
の
際
限
な
き
エ
ス
カ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
（Schelling 2006

）。

　

こ
の
タ
ブ
ー
の
強
化
を
阻
ん
で
い
る
要
因
に
、
核
兵
器
の
「
先
行
不
使
用
（no first sue

）」
宣
言
に
対

す
る
消
極
性
が
あ
る
。
私
に
は
、
人
間
の
尊
厳
を
許
さ
な
い
兵
器
で
あ
る
核
兵
器
の
使
用
を
威
嚇
す
る
こ

と
で
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
核
兵
器
が
人
間
に
と
っ
て
持
つ
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意
味
を
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
再
確
認
し
、
そ
れ
を
わ
ず
か
な
が
ら
も
広
い
範
囲
で
共
有
す
る
こ
と
は
、

核
の
タ
ブ
ー
を
強
固
な
も
の
と
し
て
核
兵
器
不
使
用
の
未
来
を
維
持
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
。

　
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
核
戦
争
の
危
機
と
被
爆
地
―
―
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
を
踏
ま
え

て
」（
二
〇
二
三
年
一
二
月
一
〇
日
、
於
広
島
国
際
会
議
場
）
に
お
け
る
基
調
講
演
「
Ｇ
７
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
と
国

民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
全
」
を
基
に
し
つ
つ
、
そ
の
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
最
低
限
の
加
筆
修

正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

《
参
考
文
献
》

外
務
省
（
二
〇
〇
〇
）「
二
〇
〇
〇
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
会
議
最
終
文
書
の
概
要
」https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/
kaku/npt/saisyu.htm

l 

（last visited, M
arch 16, 2024

）

カ
ン
ト
（
二
〇
〇
六
）（
中
山
元
訳
）『
永
遠
平
和
の
た
め
に
／
啓
蒙
と
は
何
か
他
３
編
』
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
（Im

m
anuel 

K
ant 

（1795

）, Zum
 ew

igen Frieden

）

Gaddis, John Lew
is 

（1987

）, T
he O

rigins of Self-D
eterrence: T

he U
nited States and the N

on-U
se of N

uclear 
W

eapons, 1945-1958. John Lew
is Gaddis, T

he L
ong P

eace: Inquiries into the H
istory of the C

old W
ar, 

O
xford: O

xford U
niversity Press.



第１章　「すべてのものにとって安全が損なわれない」との原則　　　　　

19

Schelling, T
hom

as C. 

（2006

）, A
n A

stonishing Sixty Y
ears: T

he Legacy of H
iroshim

a, A
m

erican E
conom

ic 
R

eview
. vol. 96, no. 4, pp. 929-937.

Stockholm
 International Peace Research Institute 

（2023

）, SIPRI M
ilitary Expenditure D

ata Base. https://
w

w
w

.sipri.org/databases/m
ilex 

（last visited, O
ctober 24, 2023

）.
T

annenw
ald, N

ina 

（2007

）, T
he N

uclear T
aboo: T

he U
nited States and the N

on-U
se of N

uclear W
eapons since 

1945, Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press.

U
nited N

ations General A
ssem

bly 
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）, Final docum
ent of the T

enth Special Session of the General 
A

ssem
bly.

《
よ
り
深
く
知
る
た
め
に
》

浅
田
正
彦
（
二
〇
二
三
）『
核
不
拡
散
と
核
軍
縮
の
国
際
法
』
有
斐
閣

石
田
淳
（
二
〇
二
四
）「
国
家
の
安
全
と
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
全
」『
平
和
研
究
』
第
六
二
号

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
、
マ
イ
ケ
ル
（
二
〇
〇
八
）（
萩
原
能
久
監
訳
）『
正
し
い
戦
争
と
不
正
な
戦
争
』
風
行
社

直
野
章
子
（
二
〇
一
一
）『
被
ば
く
と
補
償
―
―
広
島
、
長
崎
、
そ
し
て
福
島
』
平
凡
社
新
書

長
谷
部
恭
男
（
二
〇
二
〇
）『
戦
争
と
法
』
文
藝
春
秋

波
多
野
澄
雄
（
二
〇
一
一
）『
国
家
と
歴
史
―
―
戦
後
日
本
の
歴
史
問
題
』
中
公
新
書
（
二
〇
二
二
年
に
『
日
本
の
歴
史
問
題
』
と

し
て
改
題
新
版
を
刊
行
）
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第
２
章　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
国
際
平
和
秩
序
の
行
方

吉
川　
　

元

１　

今
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か

　

二
〇
二
二
年
二
月
、
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
を
開
始
し
た
。
欧
米
の
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
事
支

援
を
牽
制
す
る
た
め
に
核
兵
器
で
威
嚇
し
つ
つ
、
核
大
国
の
侵
略
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
ロ
シ
ア
は
、
こ
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
社
会
が
鋭
意
築
き
上
げ
て
き
た
主
権
尊
重
、
武
力
行
使

の
禁
止
、
領
土
保
全
、
国
境
不
可
侵
と
い
っ
た
国
際
平
和
の
維
持
に
重
要
な
国
際
規
範
を
こ
と
ご
と
く
踏

み
に
じ
り
、
戦
争
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

戦
争
の
開
始
か
ら
二
年
六
カ
月
が
経
過
し
た
（
本
稿
執
筆
時
点
）。
そ
の
間
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民
（
国
内
避
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難
民
を
含
む
）
の
数
は
一
千
万
人
を
超
え
、
物
価
は
上
昇
し
、
特
に
途
上
国
の
食
糧
安
全
保
障
は
脅
か
さ
れ
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
影
響
が
目
に
見
え
て
出
て
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
は
、
今
後
、
国
際
平
和
秩
序
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
今
後
の
影
響
に
つ
い
て
、

①
民
族
独
立
の
試
み
と
そ
れ
に
と
も
な
う
民
族
紛
争
の
頻
発
、
②
権
威
主
義
・
独
裁
体
制
の
増
殖
、
③
世

界
の
軍
拡
競
争
の
激
化
、
の
三
つ
の
視
座
か
ら
考
察
す
る
。

２　

国
際
紛
争
の
行
方
―
―
民
族
独
立
の
試
み
と
民
族
紛
争
の
頻
発

分
離
独
立
と
人
民
の
自
決
権

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
特
徴
は
、
領
土
拡
張
の
進
め
方
に
あ
る
。
侵
略
の
開
始
直
前
に
、
あ
る
い
は
侵
略

の
さ
な
か
に
、
ロ
シ
ア
は
「
人
民
の
自
決
権
」
を
根
拠
と
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
・
南
部
の
四
州
の
独
立
と

併
合
の
手
続
き
を
踏
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
前
夜
の
二
〇
二
二
年
二
月
二
一
日
、
ロ
シ

ア
は
ド
ネ
ツ
ク
人
民
共
和
国
と
ル
ガ
ン
ス
ク
人
民
共
和
国
を
承
認
し
、
侵
攻
か
ら
半
年
後
の
二
〇
二
二
年

九
月
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
・
南
部
の
四
州
（
ド
ネ
ツ
ク
州
、
ル
ガ
ン
ス
ク
州
に
加
え
、
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
州
、
へ
ル

ソ
ン
州
）
で
、
ロ
シ
ア
へ
の
併
合
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
し
、
ロ
シ
ア
は
た
だ
ち
に
こ
れ
ら
四
州

の
併
合
を
宣
言
し
た
。
ロ
シ
ア
に
併
合
さ
れ
た
人
々
は
、
住
民
投
票
を
実
施
し
、
人
民
の
自
決
権
に
基
づ
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き
独
立
を
宣
言
し
、
独
立
宣
言
後
に
直
ち
に
ロ
シ
ア
へ
併
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦

争
で
ロ
シ
ア
が
見
せ
た
領
土
拡
張
の
方
式
で
あ
る
。

　

国
際
政
治
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
国
家
の
誕
生
に
は
三
つ
の
大
き
な
波
が
あ
っ
た
。
第
一
の
波
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
欧
州
を
中
心
と
し
た
民
族
自
決
の
政
治
原
則
に
基
づ
く
民
族
国
家
の
誕
生
で
あ

る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
、
ロ
シ
ア
帝
国
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
、

ド
イ
ツ
帝
国
が
崩
壊
し
、
そ
の
跡
地
か
ら
民
族
自
決
の
原
則
に
基
づ
い
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
な
ど
民
族
の
独
立
が
続
い
た
。
第
二
の
波
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
を
中
心
に
起
き
た
脱
植
民
化
に
よ
る

国
家
誕
生
の
波
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
波
は
、
冷
戦
の
終
結
後
、
社
会
主
義
連
邦
制
国
家
の
ソ
連
と
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
分
離
独
立
の
際
に
生
じ
た
「
人
民
の
自
決
」
の
原
則
に
基
づ
く
国
家
の
誕
生
の
波
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
人
民
の
自
決
」
の
原
則
は
、
民
族
自
決
の
原
則
と
は
異
な
る
。
人
民
の
自
決
の
定
義
は
、

一
九
六
〇
年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
植
民
地
下
住
民
の
無
条
件
の
独
立
と
解
放
を
求
め
た
「
植
民
地

独
立
付
与
宣
言
」
に
遡
る
。
同
宣
言
に
規
定
さ
れ
た
人
民
の
自
決
と
は
、
植
民
地
下
の
住
民
が
自
由
に
政

治
的
立
場
を
選
択
し
、
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
発
展
を
追
求
す
る
権
利
を
意
味
し
た
が
、

そ
れ
が
い
つ
し
か
人
民
の
分
離
独
立
の
権
利
へ
と
伸
張
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
ソ
連
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と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
分
離
独
立
に
あ
っ
た
。

　

ソ
連
で
は
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
政
権
の
末
期
、
自
治
共
和
国
を
含
め
分
離
独
立
を
希
望
す
る
共
和
国
に
、

分
離
独
立
の
民
意
を
問
う
た
め
の
住
民
投
票
の
実
施
を
求
め
る
住
民
投
票
法
を
制
定
し
た
。
一
九
九
一
年

の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
住
民
投
票
を
皮
切
り
に
、
ソ
連
各
地
の
共
和
国
や
民
族
自
治
体
は
連
邦
か
ら
の
離
脱
の

賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
し
、
そ
の
後
、
直
ち
に
独
立
を
宣
言
し
た
。
そ
の
際
、
ナ
ゴ
ル
ノ
カ
ラ
バ

フ
自
治
州
や
チ
ェ
チ
ェ
ン
・
イ
ン
グ
ー
シ
自
治
共
和
国
と
い
っ
た
共
和
国
内
の
自
治
州
や
自
治
共
和
国
で

も
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、
独
立
が
宣
言
さ
れ
た
。

　

一
方
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
憲
法
上
、
離
脱
権
の
規
定
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
分
離
独
立
を
目
指

す
自
治
体
は
「
人
民
の
自
決
権
」
を
「
政
治
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に
用
い
て
、
人
民
の
意
思
を
確
認
す
る
手

続
き
と
し
て
住
民
投
票
を
実
施
し
、
独
立
を
宣
言
し
て
い
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
ク
ロ
ア
チ
ア
共

和
国
内
の
ク
ラ
イ
ナ
・
セ
ル
ビ
ア
人
共
和
国
、
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
内
の
コ
ソ
ボ
自
治
州
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ

ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
内
の
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
・
セ
ル
ビ
ア
人
共
和
国
で
も
住
民
投
票
が
実

施
さ
れ
、
独
立
宣
言
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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独
立
承
認
と
「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」

　

国
際
社
会
は
独
立
を
宣
言
し
た
自
治
体
を
無
条
件
に
承
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
独
立
承
認
を
め
ぐ
っ

て
、
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
は
承
認
原
則
と
し
て
連
邦
構
成
共
和
国
の
み
承
認
し
、
し
か
も
付
帯
条
件
に
住

民
投
票
の
実
施
を
求
め
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
独
立
の
承
認
と
の
関
連
で
二
つ
の
不
承
認
原
則
、
す
な
わ

ち
、
第
一
に
、
連
邦
構
成
共
和
国
内
の
自
治
共
和
国
や
自
治
州
の
民
族
自
治
体
の
独
立
は
承
認
し
な
い
、

第
二
に
、
武
力
行
使
の
結
果
誕
生
し
た
国
家
は
承
認
し
な
い
と
い
う
二
点
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

分
離
主
義
の
動
き
に
拍
車
が
か
か
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
武
力
行
使
に
よ
る
分
離
独
立
の

動
き
を
牽
制
す
る
た
め
だ
っ
た
。

　

独
立
を
宣
言
し
た
も
の
の
国
際
承
認
が
叶
わ
な
か
っ
た
民
族
自
治
体
は
、
モ
ル
ド
バ
の
沿
ド
ニ
エ
ス
ト

ル
共
和
国
な
ど
「
非
承
認
国
家
」
と
し
て
存
続
し
た
事
例
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
、
コ
ソ
ボ
自
治
州
の
よ
う
に
独
立
し
た
国
も
あ
れ
ば
、

ク
ラ
イ
ナ
・
セ
ル
ビ
ア
人
共
和
国
の
よ
う
に
消
滅
し
た
国
、
ま
た
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
の
よ
う
に
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
連
邦
制
に
組
み
込
ま
れ
た
国
も
あ
る
。
ソ
連
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ク
リ
ミ
ア

自
治
州
東
部
の
ド
ネ
ツ
ク
州
な
ど
、
ロ
シ
ア
系
住
民
の
自
治
体
が
ロ
シ
ア
に
併
合
さ
れ
た
地
域
も
あ
れ
ば
、

ロ
シ
ア
共
和
国
内
の
チ
ェ
チ
ェ
ン
・
イ
ン
グ
ー
シ
自
治
共
和
国
の
よ
う
に
、
武
力
鎮
圧
の
結
果
、
事
実
上
、
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自
治
権
を
剥
奪
さ
れ
た
国
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ

ン
の
ナ
ゴ
ル
ノ
カ
ラ
バ
フ
自
治
州
の
よ
う
に
消

滅
し
た
国
も
あ
る
（
ナ
ゴ
ル
ノ
カ
ラ
バ
フ
は
二
〇
二

四
年
一
月
を
も
っ
て
解
体
）。

　

中
で
も
コ
ソ
ボ
の
独
立
は
異
例
で
あ
る
。
北

大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
コ
ソ
ボ
軍
事

介
入
か
ら
お
よ
そ
一
〇
年
後
の
二
〇
〇
八
年
二

月
一
七
日
、
コ
ソ
ボ
議
会
は
独
立
を
宣
言
し
、

ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
欧
米
諸
国
が
承
認
し
た
。

欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
は
、
コ
ソ
ボ
の
独
立
承
認
が

そ
れ
ま
で
の
武
力
で
独
立
を
達
成
し
た
国
家
の

不
承
認
原
則
や
国
連
決
議
に
は
抵
触
し
な
い

「
特
殊
な
事
例
」
に
あ
た
る
と
の
解
釈
を
示
し

た
。
し
か
も
、
コ
ソ
ボ
の
独
立
宣
言
か
ら
二
年

後
の
二
〇
一
〇
年
七
月
、
国
連
総
会
の
求
め
に

旧ソ連の非承認国家

〔出典〕�nippon.com（https://www.nippon.com/ja/
in-depth/a08106/）
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応
じ
て
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
国
連
は
一
方
的
な
独
立
宣
言
を
禁
じ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
ま
た
一
般
的

に
国
際
法
は
独
立
宣
言
を
禁
止
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
よ
っ
て
コ
ソ
ボ
の
独
立
は
国
際
法
上
、
違
法
と

は
言
え
な
い
、
と
の
趣
旨
の
勧
告
的
意
見
を
取
り
ま
と
め
た
。
こ
の
「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」
が
後
に
、
ロ
シ

ア
の
領
土
拡
張
の
根
拠
と
な
る
。
中
央
政
府
の
承
認
が
な
く
と
も
、
住
民
投
票
に
よ
っ
て
住
民
の
独
立
の

意
思
さ
え
確
認
で
き
れ
ば
独
立
で
き
る
と
の
「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」
で
あ
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
後
に
何
が
ど
う
変
わ
る
か

　

住
民
投
票
、
独
立
宣
言
、
そ
し
て
国
際
連
合
へ
の
加
盟
と
い
う
独
立
の
手
続
き
は
、
今
後
、
定
着
す
る

で
あ
ろ
う
か
。
ソ
連
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
以
外
で
住
民
投
票
を
実
施
し
、
独
立
し
、
国
連
加
盟
が
認
め
ら

れ
た
事
例
に
、
エ
リ
ト
リ
ア
（
住
民
投
票
、
一
九
九
三
年
）、
東
チ
モ
ー
ル
（
住
民
投
票
、
一
九
九
九
年
）、
南
ス
ー

ダ
ン
（
住
民
投
票
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。
一
方
、
人
民
の
自
決
権
の
行
使
の
証
に
住
民
投
票
を
実
施
し
た

も
の
の
、
僅
差
で
現
状
に
と
ど
ま
っ
た
例
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
（
二
〇
一
四
年
、
独
立

賛
成
四
四
・
七
％
）、
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
（
一
九
九
五
年
、
賛
成
四
九
・
四
二
％
）
が
あ
る
。
住
民
投
票
を
政
府

が
阻
止
し
た
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
は
、
二
〇
一
七
年
、
住
民
投
票
を
試

み
た
が
、
政
府
の
介
入
で
住
民
投
票
は
中
止
に
追
い
込
ま
れ
、
そ
の
後
、
自
治
権
の
一
部
停
止
に
追
い
や
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ら
れ
た
。

　

今
後
、
ア
ジ
ア
、
中
東
、
ア
フ
リ
カ
の
各
地
で
民
族
独
立
の
予
備
軍
は
、
こ
う
し
た
手
続
き
に
基
づ
く

民
族
独
立
を
試
み
る
だ
ろ
う
。
住
民
投
票
に
基
づ
く
民
族
独
立
の
試
み
は
、
例
え
そ
れ
が
不
首
尾
に
終
わ
っ

た
と
し
て
も
、
民
族
紛
争
の
火
種
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
よ
っ
て
領
土
保
全
規
範
は
内
側
か
ら
挑
戦
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、
コ
ソ
ボ
の
少
数
民
族
セ
ル
ビ
ア
人
の
セ
ル
ビ
ア
へ
の
統
合
問
題
、

ナ
ゴ
ル
ノ
カ
ラ
バ
フ
の
消
滅
に
伴
う
ア
ル
メ
ニ
ア
人
浄
化
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
聖
地
を
め
ぐ
る
ア
ゼ
ル
バ

イ
ジ
ャ
ン
と
ア
ル
メ
ニ
ア
の
民
族
対
立
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
よ
う
な
様
相
を
見
せ
、
そ
の
終
結
の
見

通
し
は
立
た
な
い
。

３　

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
行
方
―
―
権
威
主
義
体
制
・
独
裁
体
制
の
増
殖

自
由
化
・
民
主
化
の
停
滞
傾
向

　

国
際
関
係
が
緊
張
す
る
と
一
般
的
に
軍
事
予
算
が
増
加
し
、
国
内
の
引
き
締
め
は
強
化
さ
れ
、
人
権
侵

害
が
横
行
す
る
傾
向
に
あ
る
。
冷
戦
の
終
結
を
機
に
始
ま
っ
た
自
由
（
人
権
）
と
民
主
主
義
の
価
値
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
は
、
二
一
世
紀
に
入
る
と
世
界
各
地
で
停
滞
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
近
年
、
後
退
し
始
め
て

い
る
。
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国
際
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
は
、
民
主
化
の
指
標
と
し
て
「
政
治
的
権
利
」、
自
由
化
の
指

標
と
し
て
「
市
民
的
自
由
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
保
障
の
現
状
評
価
を
軸
に
、
国
家
を
「
自
由
な
国
」、「
部
分

的
自
由
な
国
」、「
不
自
由
な
国
」
の
三
つ
に
分
類
し
、
自
由
化
・
民
主
化
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告
を

発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
自
由
化
を
進
め
る
国
の
数
が
自
由
化
の
後
退
す
る
国
の
数
を
上
回
る

最
後
の
年
で
あ
っ
た
二
〇
〇
五
年
を
境
に
、
二
〇
二
二
年
ま
で
自
由
化
は
連
続
し
て
後
退
し
て
い
る
。

　

地
域
別
に
見
て
み
る
と
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
三
九
カ
国
中
、「
自
由
な
国
」
は
四
六
％
か
ら
四

四
％
に
減
少
し
、「
部
分
的
自
由
な
国
」
は
三
三
％
の
ま
ま
で
、「
不
自
由
な
国
」
は
二
一
％
か
ら
二
三
％

へ
増
加
し
て
い
る
。
中
東
と
北
ア
フ
リ
カ
で
は
一
八
カ
国
中
、「
自
由
な
国
」
は
二
二
％
か
ら
一
七
％
へ
減

少
し
、「
部
分
的
自
由
な
国
」
は
六
七
％
か
ら
七
二
％
へ
増
加
し
、「
不
自
由
な
国
」
は
一
一
％
の
ま
ま
で

あ
る
。
国
別
で
み
る
と
、「
不
自
由
な
国
」
と
し
て
、
例
え
ば
タ
イ
は
、「
部
分
的
自
由
な
国
」
か
ら
「
不

自
由
な
国
」
へ
転
じ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
再
び
軍
事
政
権
下
に
入
り
、
し
か
も
内
戦
状
態
と
な
り
、「
不
自
由

な
国
」
に
な
っ
た
。
イ
ラ
ク
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は
平
和
構
築
が
進
ま
ず
、
両
国
と
も
「
不
自
由
な
国
」

の
ま
ま
で
あ
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
、
主
た
る
援
助
国
が
中
国
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て

以
降
、「
不
自
由
な
国
」
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

ア
ジ
ア
の
核
開
発
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
共
通
し
て
悪
化
し
て
い
る
。
軍
事
・
経
済
大
国
の
中
国
は
「
不



30

自
由
な
国
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
香
港
の
自
由
と
民
主
主
義
の
灯
は
消
え
、
人
口
で
世
界

最
大
の
民
主
国
家
イ
ン
ド
は
、
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
モ
デ
ィ
政
権
下
で
「
自
由
な
国
」
か
ら
「
部
分
的
自
由
な

国
」
へ
と
転
じ
た
。
印
パ
紛
争
の
も
う
一
方
の
当
事
国
パ
キ
ス
タ
ン
は
「
部
分
的
自
由
な
国
」
の
ま
ま
で

あ
る
。
北
朝
鮮
は
世
界
の
「
不
自
由
な
国
」
四
九
カ
国
中
、
下
か
ら
三
位
で
、
ア
ジ
ア
で
は
最
下
位
に
位

置
す
る
「
不
自
由
な
国
」
で
あ
る
。

　

近
年
、「
不
自
由
な
国
」
が
増
加
す
る
背
景
に
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
る
。
第
一
に
、
ロ
シ
ア
と
中

国
の
二
つ
の
核
大
国
の
勢
力
拡
大
や
、
両
国
の
仲
間
づ
く
り
に
向
け
た
戦
略
的
援
助
外
交
が
途
上
国
の
民

主
化
の
妨
げ
と
な
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
前
政
権
の
「
ア
メ
リ
カ
第

一
主
義
（A

m
erica�First

）」
政
策
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
が
低
下
し
た
こ
と
、
そ
し
て

第
三
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
（CO

V
ID

-19

）
の
世
界
的
流
行
に
よ
り
人
の
移
動
が
制
限
さ
れ

た
結
果
、
人
権
侵
害
に
対
す
る
国
際
監
視
と
国
際
支
援
が
弱
ま
っ
た
た
め
に
集
会
や
デ
モ
の
自
由
が
制
限

さ
れ
、
権
威
主
義
国
家
は
権
力
基
盤
固
め
に
専
心
で
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「
自
国
第
一
主
義
」

　

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
「
ア
メ
リ
カ
第
一
主
義
」
に
続
き
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ボ
ル
ソ
ナ
ー
ロ
大
統
領
、
フ
ィ
リ
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ピ
ン
の
ド
ゥ
テ
ル
テ
前
大
統
領
な
ど
、
世
界
各
地
の
「
ト
ラ
ン
プ
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
が
、
今
で
は
話

題
に
す
ら
な
ら
な
い
ほ
ど
世
界
各
地
で
ト
ラ
ン
プ
現
象
（
自
国
第
一
主
義
）
の
広
が
り
が
み
ら
れ
る
。
自
国

の
国
益
と
繁
栄
を
最
優
先
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
利
益
を
後
回
し
に
す
る
自
国
第
一
主
義
を
標
榜
す
る

国
が
増
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
国
の
政
治
体
制
は
民
主
主
義
か
ら
権
威
主
義
体
制
へ
、
対
外
経
済
政
策
は
相

互
依
存
関
係
の
推
進
か
ら
自
給
自
足
経
済
へ
、
そ
し
て
、
安
全
保
障
政
策
は
国
際
安
全
保
障
か
ら
国
家
安

全
保
障
へ
傾
斜
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　

欧
州
で
は
、
近
年
難
民
や
移
民
の
受
け
入
れ
疲
れ
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
援
助
疲
れ
が
重
な
り
、
自
国
第

一
主
義
志
向
が
急
速
に
広
ま
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
原
因
に
、
移
民
問
題
、
拠
出
金
の
多

さ
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
も
と
は
と
言
え
ば
自
国
第
一
主
義
に
根
差
す
反
統
合
論
に
則
っ
た
の
が
離
脱

の
根
本
的
な
原
因
で
あ
っ
た
。
二
〇
二
三
年
一
一
月
、
オ
ラ
ン
ダ
の
総
選
挙
で
は
、
反
移
民
、
反
Ｅ
Ｕ
、

反
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
を
掲
げ
る
極
右
の
自
由
党
が
第
一
党
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
も
、
反
移
民
を
掲
げ
る

政
党
「
ド
イ
ツ
の
た
め
の
選
択
肢
」
が
躍
進
し
、
ス
ロ
バ
キ
ア
で
は
先
の
総
選
挙
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
武

器
支
援
に
反
対
す
る
政
党
が
勝
利
す
る
な
ど
、
欧
州
発
の
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
行
き

詰
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
反
動
の
時
期
に
入
っ
た
。
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
後
に
何
が
ど
う
変
わ
る
か

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
後
に
は
、「
不
自
由
な
国
」
が
さ
ら
に
増
加
す
る
だ
ろ
う
。
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
（
二

〇
二
三
年
版
）
に
よ
る
と
、「
自
由
な
国
」
に
住
む
人
た
ち
は
世
界
人
口
の
二
〇
％
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
民

主
化
の
波
は
二
〇
〇
五
年
を
転
期
に
緩
や
か
に
後
退
し
、
二
〇
二
二
年
は
自
由
化
・
民
主
化
の
「
臨
界
点
」

に
差
し
か
か
っ
て
い
る
、
と
警
告
を
発
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
不
自
由
な
国
」
が
急
増
す
る
と
の
見
通
し

だ
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
東
欧
を
始
め
多
く
の
国
が
国
防
費
の
増
額
を
迫
ら
れ
、
国
内
の
引
き
締
め
を
強

化
す
る
一
方
、
他
国
を
省
み
な
い
自
国
第
一
主
義
の
傾
向
が
助
長
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

自
由
化
・
民
主
化
が
停
滞
し
、
権
威
主
義
体
制
や
独
裁
体
制
が
増
加
す
る
と
、
世
界
各
地
で
人
権
侵
害

が
横
行
し
、
人
間
の
安
全
保
障
は
危
機
に
直
面
す
る
。
今
で
は
、
北
朝
鮮
の
非
人
道
的
行
為
は
お
ろ
か
、

コ
ロ
ナ
禍
前
に
関
心
を
呼
ん
で
い
た
中
国
の
新
疆
ウ
ィ
グ
ル
人
問
題
な
ど
深
刻
な
人
権
問
題
や
人
道
的
危

機
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
す
っ
か
り
か
す
ん
で
し
ま
い
、
国
際
社
会
は
人
間
の
安
全
保
障
に
は
無
関
心
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
が
断
た
れ
、
そ
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
影
響

の
下
、
食
糧
不
足
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
足
に
直
面
し
た
世
界
の
各
国
政
府
は
否
応
な
く
内
向
き
に
な
り
、
自

国
第
一
主
義
の
傾
向
を
強
め
て
い
っ
た
結
果
、
人
間
の
安
全
保
障
よ
り
も
国
家
安
全
保
障
を
優
先
課
題
に

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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４　

国
際
安
全
保
障
の
行
方
―
―
進
む
軍
事
化
と
軍
拡
競
争

世
界
の
武
力
紛
争
と
軍
拡
動
向

　

Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｒ
Ｉ
年
鑑
（
二
〇
二
三
年
版
）
に
よ
る
と
、
近
年
、
武
力
紛
争
が
増
加
し
て
い
る
。
二
〇
二
二
年

に
は
世
界
五
六
カ
国
で
武
力
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
が
、
国
際
紛
争
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
武
力
紛
争
の

多
く
が
内
戦
で
あ
り
、
し
か
も
内
戦
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

地
域
別
に
み
る
と
、
サ
ブ
サ
ハ
ラ
（
ア
フ
リ
カ
）
で
二
二
カ
国
、
ア
メ
リ
カ
（
中
南
米
）
で
一
一
カ
国
、
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
で
一
〇
カ
国
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
三
カ
国
で
あ
る
。
国
際
武
力
紛
争
は
四
カ
国

に
過
ぎ
な
い
。
特
筆
す
べ
き
は
、
欧
州
で
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
以
来
の
大
規
模
武
力
紛
争
で
あ
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
の
戦
争
が
発
生
し
た
点
に
あ
る
。
二
〇
二
二
年
に
五
六
カ
国
で
発
生
し
た
武
力
紛
争
の

内
、
国
際
戦
争
は
四
件
で
多
く
が
内
戦
で
あ
り
、
し
か
も
近
年
の
傾
向
と
し
て
「
新
戦
争
」
で
あ
る
。

　

武
力
紛
争
に
は
、
戦
争
に
加
え
、
国
際
戦
争
（
国
家
間
戦
争
）、
内
戦
、
干
渉
戦
争
、
人
道
的
干
渉
等
々
、

様
々
な
呼
称
が
あ
る
。
冷
戦
直
後
に
世
界
を
震
撼
さ
せ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
紛
争
、
あ
る
い
は
ソ
連
の

ナ
ゴ
ル
ノ
カ
ラ
バ
フ
紛
争
は
、
い
ず
れ
も
伝
統
的
な
国
際
戦
争
と
は
異
な
る
新
種
の
戦
争
で
あ
っ
た
。
内

戦
と
も
国
際
戦
争
と
も
つ
か
ぬ
今
日
の
戦
争
を
、
伝
統
的
な
「
古
い
戦
争
」
と
区
別
し
て
「
新
戦
争
」
と
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呼
び
、
そ
の
呼
称
を
世
に
広
め
た
の
が
メ
ア
リ
ー
・
カ
ル
ド
ー
で
あ
る
。
カ
ル
ド
ー
に
よ
れ
ば
、「
新
戦

争
」
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
政
治
の
延
長
に
位
置
付
け
ら
れ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
（
民
族
）

紛
争
で
あ
り
、
第
二
に
、
軍
事
力
（
武
力
）
の
分
散
化
の
結
果
、
正
規
軍
と
非
正
規
軍
と
の
間
で
戦
わ
れ
る

武
力
紛
争
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
に
、
資
金
調
達
・
供
給
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
戦
争
経
済
に
支
え
ら
れ

る
武
力
紛
争
で
あ
る
。
特
に
サ
ブ
サ
ハ
ラ
で
は
、
二
二
カ
国
で
武
力
紛
争
が
発
生
し
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
派

ジ
ハ
ー
ド
の
介
入
で
、
武
力
紛
争
は
単
な
る
内
戦
で
は
な
く
「
地
域
化
」
あ
る
い
は
「
国
際
化
」
の
様
相

を
ま
す
ま
す
呈
し
て
い
る
。
そ
の
典
型
例
が
、
二
〇
二
二
年
か
ら
紛
争
多
発
地
帯
の
ア
フ
リ
カ
西
部
の
マ

リ
、
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
の
三
国
に
ま
た
が
っ
て
戦
わ
れ
て
い
る
、
過
激
派
組
織
ジ
ハ
ー

ド
、
地
方
の
反
乱
兵
士
の
混
成
部
隊
、
そ
し
て
各
国
正
規
軍
と
の
武
力
紛
争
で
あ
る
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
影
響
で
、
地
球
規
模
の
食
糧
、
肥
料
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
シ
ス
テ
ム
は
障
害
を

き
た
し
、
食
糧
不
足
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
足
が
深
刻
化
す
る
と
と
も
に
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
紛
争
解

決
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
、
欧
州
安
全
保
障
機
構
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
の
紛
争
予
防
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
、
機
能
不
全
に
陥
っ

て
い
る
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
前
か
ら
地
球
規
模
で
進
ん
で
い
た
軍
拡
競
争
、
と
り
わ
け
そ
れ
を
裏
付
け
る
各
国
の

軍
事
費
の
増
強
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
機
に
そ
の
増
強
傾
向
が
止
ま
ら
な
い
。
一
九
八
七
年
を
境
に
減
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少
傾
向
に
入
っ
て
い
た
世
界
の
軍
事
費
総
額
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
再
び
増
加
傾
向
に
転
じ
、
過

去
一
〇
年
間
（
二
〇
一
三
―
二
二
年
）
で
一
九
％
増
を
記
録
し
て
い
る
。
特
に
二
〇
二
二
年
の
軍
事
費
総
額
二

兆
二
三
九
八
億
米
ド
ル
は
冷
戦
の
終
結
後
、
最
多
で
あ
る
（
前
年
比
三
・
七
％
）。

　

地
域
別
に
み
る
と
、
過
去
一
〇
年
間
、
ロ
シ
ア
と
の
緊
張
関
係
が
続
い
て
い
た
西
欧
・
中
欧
で
軍
事
費

は
増
額
し
（
三
〇
％
増
）、
特
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
影
響
で
東
欧
の
軍
事
費
は
急
増
（
五
八
％
増
）、
過
去
一

〇
年
間
で
七
二
％
増
加
し
た
。
南
シ
ナ
海
の
海
洋
安
全
保
障
問
題
が
深
刻
化
す
る
ア
ジ
ア
で
も
軍
事
費
増

加
が
顕
著
で
、
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
で
過
去
一
〇
年
間
に
四
五
％
増
加
し
、
中
で
も
東
ア
ジ
ア
は
過
去

一
〇
年
で
五
〇
％
増
加
し
て
い
る
（
前
年
比
三
・
五
％
増
）。

　

国
別
の
軍
事
費
を
見
る
と
、
米
国
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
上
位
五
カ
国
の

合
計
が
、
世
界
全
体
の
軍
事
費
総
額
の
六
三
％
を
占
め
て
い
る
。
前
年
五
位
の
ロ
シ
ア
も
大
規
模
動
員
で

予
算
が
前
年
比
九
・
二
％
増
の
八
六
四
億
ド
ル
に
膨
ら
み
、
順
位
を
三
位
に
上
げ
て
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
軍
事
費
は
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
三
四
％
を
占
め
、
順
位
は
二
〇
二
一
年
の
世
界
三
六
位
か
ら
一
一

位
に
急
上
昇
し
、
初
め
て
上
位
一
五
カ
国
に
入
っ
た
。
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東
ア
ジ
ア
の
軍
拡
と
危
機
の
構
造

　

日
本
を
取
り
巻
く
東
ア
ジ
ア
は
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
北
朝
鮮
、
そ
し
て
日
韓
の
同
盟
国
で
あ
る
ア
メ
リ

カ
の
四
カ
国
が
核
兵
器
保
有
国
で
あ
り
、
核
保
有
国
の
密
集
地
帯
で
あ
る
。
今
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
核

の
脅
し
の
前
に
、
ま
た
中
台
紛
争
の
勃
発
に
備
え
、
ア
ジ
ア
全
域
で
軍
事
費
の
増
加
に
拍
車
が
か
か
っ
て

い
る
。
地
域
別
軍
事
費
総
額
に
お
い
て
東
ア
ジ
ア
は
北
米
に
次
ぐ
二
位
で
、
そ
の
額
は
西
欧
・
中
欧
の
総

額
を
上
回
る
。
国
別
の
軍
事
費
で
み
る
と
、
軍
事
費
上
位
二
カ
国
、
す
な
わ
ち
一
位
米
国
（
軍
事
費
総
額
に

占
め
る
割
合
は
三
九
％
）
と
二
位
中
国
（
同
推
定
一
三
％
）
の
二
カ
国
が
突
出
し
て
い
る
。

　

日
韓
両
国
で
は
ア
メ
リ
カ
の
「
核
の
傘
」
か
ら
「
見
捨
て
ら
れ
る
恐
怖
」
が
強
ま
り
、
自
国
の
防
衛
力

の
強
化
に
よ
っ
て
国
家
安
全
保
障
の
強
化
に
取
り
組
む
動
き
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
。
九
位
に
韓
国
が

入
り
（
二
・
一
％
）、
日
本
の
軍
事
費
は
、
六
兆
四
〇
三
億
円
（
二
〇
二
二
年
）
で
前
年
度
比
五
・
九
％
増
で

あ
っ
た
。
初
の
六
兆
円
越
え
で
、
二
〇
二
七
年
に
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
二
％
を
突
破
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
で
は
昔
な
が
ら
の
勢
力
（
軍
事
力
）
均
衡
シ
ス
テ
ム
の
下
で
脆
き
平
和
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

単
独
で
軍
事
力
の
均
衡
が
維
持
で
き
な
い
日
韓
両
国
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
安
全
保
障
同
盟
に
よ
っ
て
均
衡

を
補
完
し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
に
、
国
際
関
係
が
緊
張
す
る
と
軍
拡
競
争
に
拍
車
が
か
か
る
の
は
必
至

で
あ
る
。
相
手
国
よ
り
も
少
し
で
も
軍
事
的
に
優
位
に
立
つ
こ
と
で
安
心
が
得
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
軍
拡
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競
争
の
罠
に
は
ま
る
の
で
あ
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
後
に
何
が
ど
う
変
わ
る
か

　

二
〇
二
二
年
に
発
生
し
た
二
つ
の
大
規
模
武
力
紛
争
の
内
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
は
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
間
で
戦
わ
れ
る
伝
統
的
な
国
家
間
戦
争
で
あ
る
が
、
二
〇
二
三
年
秋
に
発
生
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ

ザ
攻
撃
は
、
交
戦
相
手
の
一
方
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
正
規
軍
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
も
う
一
方
は
、
ハ
マ
ス

と
い
う
ガ
ザ
を
実
効
支
配
す
る
軍
事
組
織
で
あ
る
。
こ
の
非
対
称
的
な
武
力
紛
争
は
、
背
後
に
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
支
援
組
織
が
あ
る
こ
と
で
話
が
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
。

　

先
述
の
通
り
、
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
限
界
点
に
達
し
、
権
威
主
義
、
独
裁
体
制
へ
の
逆
行
が
始
ま
る

と
、
市
民
社
会
が
芽
生
え
て
い
る
だ
け
に
、
権
力
の
集
中
に
抵
抗
す
る
市
民
社
会
と
の
間
で
内
戦
が
発
生

す
る
。
例
え
ば
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
内
戦
は
、
二
〇
二
一
年
に
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
政
権
を
奪
取
し
た
軍
部

と
反
軍
部
勢
力
と
の
間
で
戦
わ
れ
る
大
規
模
な
内
戦
に
発
展
し
、
二
〇
二
二
年
ま
で
に
す
で
に
三
万
人
以

上
の
死
者
を
出
し
て
い
る
。

　

世
界
規
模
で
強
ま
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
政
治
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
政
治
の
延
長
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
戦
争
が
あ

り
、
そ
れ
は
今
後
ま
す
ま
す
新
戦
争
の
様
相
を
呈
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
資
源
の
獲
得
を
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め
ぐ
る
内
戦
や
民
族
独
立
を
め
ぐ
る
戦
争
は
増
加
す
る
だ
ろ
う
。

５　

国
際
平
和
と
安
全
保
障
の
行
方

定
員
オ
ー
バ
ー
の
地
球
と
貧
富
格
差
の
拡
大

　

地
球
は
す
で
に
満
杯
で
あ
る
。
地
球
の
人
口
は
八
〇
億
人
を
突
破
し
（
過
去
五
〇
年
に
倍
増
）、
国
家
の
数

は
お
よ
そ
過
去
百
年
に
二
〇
〇
カ
国
に
三
倍
増
で
あ
る
。
し
か
も
、
国
家
領
域
に
収
ま
り
き
れ
ず
、
追
い

出
さ
れ
て
難
民
と
な
っ
た
人
た
ち
（
避
難
民
を
含
む
）
の
数
は
一
億
一
〇
〇
〇
万
人
（
過
去
四
〇
年
に
一
〇
倍
増
）

に
達
し
、
世
界
人
口
の
八
〇
人
に
一
人
が
難
民
で
あ
る
。
国
家
間
の
社
会
・
経
済
格
差
は
広
が
り
、
衣
食

住
が
満
た
さ
れ
ず
、
八
億
人
の
人
々
が
生
き
て
い
く
だ
け
の
十
分
な
栄
養
も
摂
取
で
き
て
い
な
い
。
世
界

の
人
口
の
一
〇
人
に
一
人
が
飢
餓
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
地
球
温
暖
化
や
気
候
変
動
に
よ
る
自
然

災
害
が
急
増
し
、
人
々
の
住
処
そ
の
も
の
が
災
難
に
あ
う
と
い
う
事
態
が
急
増
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
ト
ラ
ン
プ
式
の
自
国
第
一
主
義
の
広
が
り
は
、
住
み
づ
ら
く
な
り
つ
つ
あ
る
地
球
環
境

で
、
少
な
く
と
も
自
分
の
国
だ
け
で
も
安
全
か
つ
豊
か
な
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
国
際
安
全
保
障
環
境

の
悪
化
が
も
た
ら
す
不
可
逆
的
な
現
象
だ
と
も
言
え
よ
う
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
そ
の
も
の
が
資
源
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
確
保
を
求
め
て
、
弱
肉
強
食
の
時
代
に
入
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
象
徴
的
出
来
事
だ
と
言
え
よ
う
。
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国
家
安
全
保
障
と
人
間
の
安
全
保
障
の
相
克

　

移
民
に
不
寛
容
な
自
国
第
一
主
義
の
傾
向
が
今
後
強
ま
る
と
な
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
安
全
保
障
よ
り
も

国
家
安
全
保
障
を
優
先
さ
せ
る
時
代
が
到
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
安
全
保
障
と
国
家
安
全
保
障
を
両

立
さ
せ
る
方
策
は
、
安
全
保
障
共
同
体
の
建
設
に
尽
き
る
。
冷
戦
期
は
、
東
側
に
社
会
主
義
共
同
体
、
西

側
に
Ｅ
Ｃ
・
Ｅ
Ｕ
の
欧
州
共
同
体
の
、
二
つ
の
共
同
体
創
造
の
動
き
が
あ
っ
た
。
東
側
陣
営
は
消
滅
し
、

西
側
で
は
東
方
拡
大
を
進
め
た
Ｅ
Ｕ
も
、
今
で
は
内
部
に
分
離
主
義
の
動
き
が
出
て
き
た
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
支
援
疲
れ
や
移
民
・
難
民
受
け
入
れ
疲
れ
で
、
国
際
政
治
の
中
心
舞
台
で
あ
っ
た
欧

州
・
大
西
洋
地
域
で
自
国
第
一
主
義
が
台
頭
し
、
昔
な
が
ら
の
権
力
政
治
へ
の
回
帰
の
兆
し
が
見
え
て
き

た
。
国
家
安
全
保
障
政
策
に
回
帰
す
る
同
地
域
で
、
軍
拡
競
争
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
機
に
国
際
関
係
秩
序
は
大
き
く
変
動
す
る
兆
し
だ
。
そ
れ
も
一
九
三
〇
年
代
に
生
じ

た
国
際
秩
序
の
大
変
動
を
彷
彿
さ
せ
る
ほ
ど
の
大
変
動
期
を
迎
え
て
い
る
。
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
一
九
世
紀
に
起
源
を
も
ち
、
欧
州
国
際
社
会
の
思
想
的
基
盤
で
あ
っ
た
三
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

は
、
一
九
三
〇
年
代
に
台
頭
す
る
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
挑
戦
を
受
け
た
。
自
由
民
主
主
義
が
マ
ル
ク

ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
お
よ
び
ナ
チ
ズ
ム
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
挑
戦
を
受
け
、
民
族
自
決
主
義
と
民
族
主
義

が
共
産
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
挑
戦
を
受
け
、
そ
し
て
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
経
済
（
自
由
放
任
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主
義
経
済
）
が
世
界
恐
慌
後
、
世
界
経
済
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
や
共
産
主
義
の
計
画
経
済
か
ら
挑
戦
を
受
け
た
。

そ
し
て
欧
州
国
際
社
会
の
伝
統
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
新
勢
力
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
の
最
終
局
面
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
で
あ
っ
た
。

　

冷
戦
終
結
後
、
人
権
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
を
柱
と
す
る
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
、

プ
ー
チ
ン
と
習
近
平
の
権
威
主
義
・
独
裁
国
家
か
ら
挑
戦
を
受
け
、
相
互
依
存
と
自
由
主
義
経
済
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
自
国
第
一
主
義
か
ら
挑
戦
を
受
け
、
そ
し
て
形
成
途
上
に
あ
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
化
、
グ
ロ
ー

バ
ル
安
全
保
障
体
制
の
構
築
が
、
人
民
の
自
決
主
義
と
ロ
シ
ア
の
領
土
拡
張
主
義
か
ら
挑
戦
を
受
け
て
い

る
。

　

最
後
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が
、
今
後
の
核
拡
散
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
プ
ー
チ

ン
政
権
の
核
兵
器
使
用
の
脅
し
は
、
西
側
の
諸
国
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
支
援
を
慎
重
に
さ
せ
て
い
る

点
で
、
確
か
に
奏
功
し
て
い
る
。
一
方
、
日
本
や
韓
国
な
ど
ア
メ
リ
カ
の
核
の
傘
に
依
存
す
る
国
に
と
っ

て
は
、
国
際
政
治
は
権
力
政
治
の
様
相
を
呈
し
、
自
国
優
先
主
義
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
国

際
安
全
保
障
環
境
が
不
安
定
に
な
り
、
各
国
と
も
軍
事
力
強
化
に
走
り
、「
核
な
き
平
和
」
は
遠
の
い
た
感

が
あ
る
。
二
〇
二
三
年
五
月
、
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択
さ
れ
た
核
軍
縮
に
関
す
る
「
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
」

は
、
七
七
年
間
の
核
兵
器
不
使
用
の
記
録
の
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、「
核
兵
器
は
そ
れ
が
存
在
す
る
限
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り
に
お
い
て
防
衛
目
的
の
た
め
に
役
割
を
果
た
し
、
侵
略
を
抑
止
し
、
並
び
に
戦
争
の
威
圧
を
防
止
す
べ

き
」
と
、
依
然
と
し
て
核
抑
止
の
論
理
の
正
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
が
自
国
の
も
の
で
あ
ろ
う
と

同
盟
国
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
最
強
の
兵
器
を
手
放
す
気
は
毛
頭
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ア
メ

リ
カ
に
同
盟
関
係
を
見
捨
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
が
高
ま
る
と
、
究
極
の
兵
器
を
所
有
し

た
い
と
い
う
国
が
増
え
る
の
も
、
今
日
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。

　

地
球
は
一
体
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
二
三
年
一
二
月
、
南
米
の
ベ
ネ
ズ
エ

ラ
で
、
隣
国
の
ガ
イ
ア
ナ
の
お
よ
そ
七
割
を
占
め
る
地
域
の
併
合
の
賛
否
を
問
う
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、

九
五
％
以
上
が
賛
成
し
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
が
入
っ
て
き
た
。
近
年
、
ガ
イ
ア
ナ
の
沖
合
で
大
規
模
な
石
油

が
見
つ
か
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
領
土
紛
争
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
自
国
で
の
国
民
投
票
に
よ
っ

て
他
国
の
領
土
の
領
有
権
を
主
張
す
る
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
。
新
手
の
領
土
紛
争
の
始
ま
り
で
あ
る
。

住
民
投
票
も
、
と
う
と
う
こ
こ
ま
で
来
た
か
と
い
う
感
が
否
め
な
い
。

　

独
立
を
志
向
す
る
民
族
自
治
体
で
実
施
さ
れ
る
住
民
投
票
は
民
主
的
手
続
き
で
は
あ
る
が
、
一
体
、
こ

れ
か
ら
い
く
つ
の
国
が
誕
生
す
れ
ば
人
類
は
満
足
し
、
落
ち
着
く
と
い
う
の
か
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
も

食
料
自
給
率
も
低
い
日
本
や
韓
国
の
よ
う
な
国
は
、
ど
の
国
に
も
劣
ら
ず
国
際
平
和
に
よ
っ
て
繁
栄
が
保

証
さ
れ
て
き
た
。
軍
拡
競
争
が
進
み
、
自
国
第
一
主
義
に
向
か
う
世
界
の
潮
流
の
中
で
、
日
本
の
行
方
は
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見
通
せ
な
い
。
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第
３
章　
「
被
爆
国
」
と
「
被
爆
地
」―
―
サ
ミ
ッ
ト
報
道
か
ら
見
え
て
き
た
も
の

田
中
美
千
子

　

テ
レ
ビ
画
面
か
ら
片
時
も
目
を
離
せ
な
か
っ
た
。
先
進
七
カ
国
首
脳
会
議
（
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
）
が
開
幕

し
た
二
〇
二
三
年
五
月
一
九
日
午
前
、
広
島
市
中
区
の
平
和
記
念
公
園
に
乗
り
つ
け
た
車
列
か
ら
各
国
首

脳
が
次
々
に
姿
を
現
し
た
。
米
国
の
ジ
ョ
ー
・
バ
イ
デ
ン
大
統
領
、
フ
ラ
ン
ス
の
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
マ
ク

ロ
ン
大
統
領
、
英
国
の
リ
シ
・
ス
ナ
ク
首
相
と
、
核
兵
器
保
有
三
カ
国
の
ト
ッ
プ
も
そ
ろ
い
踏
み
し
た
。

園
内
へ
の
立
ち
入
り
は
規
制
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
テ
レ
ビ
各
社
は
こ
ぞ
っ
て
遠
方
か
ら
彼
ら
の
姿
を
追

い
か
け
た
。
ラ
イ
ブ
映
像
を
自
宅
で
見
守
っ
た
、
と
い
う
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
広
島
市
内

で
は
五
月
二
一
日
ま
で
の
サ
ミ
ッ
ト
会
期
中
、
急
き
ょ
休
み
に
な
っ
た
企
業
や
学
校
も
多
か
っ
た
。

　

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
出
来
事
だ
っ
た
。
Ｇ
７
は
い
ず
れ
も
、
自
国
の
安
全
保
障
を
核
兵
器
に
委
ね
て
い
る
。
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そ
の
現
職
ト
ッ
プ
が
初
め
て
、
た
っ
た
一
発
の
原
爆
で
壊
滅
さ
れ
た
地
に
集
っ
た
の
だ
。
し
か
も
、
主
要

議
題
の
一
つ
に
核
軍
縮
・
不
拡
散
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
。
当
然
、
被
爆
地
の
新
聞
社
に
と
っ
て
も
一
大

事
だ
っ
た
。
開
催
が
決
ま
っ
た
の
は
、
さ
ら
に
一
年
前
の
二
〇
二
二
年
五
月
二
三
日
。
私
た
ち
は
約
一
年

に
わ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
連
記
事
を
届
け
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
い
ま
一
度
、
担
当
記
者
の
一
人
と
し

て
広
島
サ
ミ
ッ
ト
を
振
り
返
り
、
一
連
の
仕
事
か
ら
「
見
え
て
き
た
も
の
」
に
つ
い
て
お
伝
え
し
た
い
。

サ
ミ
ッ
ト
と
は
何
か

　

そ
も
そ
も
、
サ
ミ
ッ
ト
と
は
ど
ん
な
国
際
会
議
な
の
か
。
始
ま
り
は
、
ほ
ぼ
半
世
紀
前
の
一
九
七
五
年

に
さ
か
の
ぼ
る
。
世
界
は
当
時
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
は
最
大
の
不
況
に
陥
っ
て
い
た
。
一
九
七
三
年
、

ア
ラ
ブ
諸
国
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
間
で
第
四
次
中
東
戦
争
が
勃
発
。
こ
れ
に
伴
い
、
ア
ラ
ブ
の
石
油
輸
出
国

が
原
油
価
格
の
引
き
上
げ
や
供
給
制
限
を
打
ち
出
し
、
世
界
的
に
物
価
が
上
昇
し
た
こ
と
な
ど
が
背
景
に

あ
っ
た
。
世
界
経
済
の
立
て
直
し
を
図
ろ
う
と
、
主
要
国
の
現
職
ト
ッ
プ
に
よ
る
会
議
を
提
案
し
た
の
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
バ
レ
リ
ー
・
ジ
ス
カ
ー
ル
デ
ス
タ
ン
大
統
領
（
当
時
）
だ
。
米
国
、
英
国
、
ド
イ
ツ
（
当
時
は

西
ド
イ
ツ
）、
イ
タ
リ
ア
、
さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
で
急
成
長
し
て
い
た
日
本
に
呼
び
か
け
、
パ
リ
郊
外
の
ラ
ン

ブ
イ
エ
城
で
開
い
た
の
が
サ
ミ
ッ
ト
の
初
会
合
と
な
っ
た
。



第３章　「被爆国」と「被爆地」

45

　

翌
一
九
七
六
年
に
は
カ
ナ
ダ
が
加
わ
り
、
今
と
同
じ
七
カ
国
に
な
り
、
一
九
七
七
年
か
ら
は
欧
州
連
合

（
Ｅ
Ｕ
）
の
前
身
、
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初
の
主
題
は
経
済
問
題
だ
っ
た

が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
政
治
問
題
を
含
め
、
そ
の
時
々
の
地
球
規
模
の
課
題
を
扱
っ
て
い
る
。
議
長

国
は
七
カ
国
が
一
年
交
代
で
担
う
仕
組
み
で
、
日
本
で
は
一
九
七
九
年
に
東
京
で
初
め
て
開
か
れ
た
。
広

島
サ
ミ
ッ
ト
で
国
内
七
回
目
を
数
え
た
こ
と
に
な
る
。
呼
び
名
の
「
Ｇ
」
は
グ
ル
ー
プ
、「
７
」
は
参
加
七

カ
国
を
指
す
。
つ
ま
り
、
七
カ
国
グ
ル
ー
プ
（
グ
ル
ー
プ
・
オ
ブ
・
セ
ブ
ン
）
の
略
だ
。
大
統
領
や
首
相
た
ち

ト
ッ
プ
が
集
う
頂
上
会
議
、
と
い
う
意
味
で
サ
ミ
ッ
ト
（
英
語
で
山
頂
）
と
呼
ぶ
。

　

呼
称
が
「
Ｇ
８
」
と
な
っ
た
時
期
も
あ
る
。
共
産
主
義
を
掲
げ
る
東
側
諸
国
を
率
い
、
西
側
と
対
抗
し

て
き
た
旧
ソ
連
が
、
一
九
九
一
年
に
崩
壊
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
東
西
冷
戦
の
終
結
を
受
け
、
Ｇ
７
は

継
承
国
の
ロ
シ
ア
を
協
議
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
七
年
に
正
式
メ
ン
バ
ー
と
し
て
迎
え

る
こ
と
を
決
め
、
翌
九
八
年
か
ら
「
Ｇ
８
」
の
呼
び
名
も
定
着
し
た
。
と
こ
ろ
が
ロ
シ
ア
が
二
〇
一
四
年
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
部
の
ク
リ
ミ
ア
半
島
を
強
制
編
入
し
、
残
る
国
々
は
猛
反
発
し
た
。
国
際
法
違
反
や
主
権

侵
害
に
当
た
る
と
し
て
、
ロ
シ
ア
を
サ
ミ
ッ
ト
の
枠
組
み
か
ら
締
め
出
し
た
。

　

ロ
シ
ア
は
そ
の
後
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
国
境
沿
い
に
兵
力
を
集
結
さ
せ
て
き
た
。
そ
し
て
二
〇
二
二
年

二
月
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
武
力
侵
攻
に
踏
み
切
っ
た
の
だ
。
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
あ
ろ
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う
こ
と
か
、
核
使
用
も
辞
さ
な
い
構
え
を
見
せ
つ
け
て
い
る
。
こ
の
常
軌
を
逸
し
た
行
動
が
、
広
島
サ
ミ
ッ

ト
実
現
の
一
つ
の
引
き
金
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

「
広
島
サ
ミ
ッ
ト
」
実
現
の
背
景

　

元
来
、
広
島
サ
ミ
ッ
ト
の
実
現
は
非
常
に
難
し
い
と
思
わ
れ
て
き
た
。
広
島
の
地
に
立
て
ば
、
核
が
人

間
に
使
わ
れ
れ
ば
い
か
に
悲
惨
な
結
末
を
も
た
ら
す
か
、
誰
も
が
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
前

述
し
た
通
り
、
Ｇ
７
は
い
ず
れ
も
核
兵
器
を
安
全
保
障
政
策
の
柱
に
据
え
る
。
仮
に
各
国
の
ト
ッ
プ
が
心

か
ら
広
島
に
来
た
い
と
願
っ
て
も
、
い
ざ
訪
問
に
踏
み
切
れ
ば
、
核
を
支
持
す
る
自
国
の
世
論
に
影
響
し

か
ね
な
い
。
支
持
率
の
低
下
を
招
く
恐
れ
も
あ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　

実
際
に
広
島
サ
ミ
ッ
ト
以
前
、
在
職
中
に
人
類
初
の
戦
争
被
爆
地
に
立
っ
た
Ｇ
７
の
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー

と
い
え
ば
、
日
本
以
外
で
は
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
米
国
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
元
大
統
領
だ
。
国
内
で

は
前
回
サ
ミ
ッ
ト
と
な
る
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
閉
幕
直
後
の
二
〇
一
六
年
五
月
二
七
日
、
爆
心
地
に
近
い

平
和
記
念
公
園
を
訪
れ
た
。
オ
バ
マ
元
大
統
領
が
被
爆
者
に
歩
み
寄
り
、
肩
を
抱
い
た
光
景
は
、
代
表
取

材
者
の
一
人
と
し
て
現
場
に
い
た
私
の
脳
裏
に
も
焼
き
付
い
て
い
る
。
な
に
せ
、
原
爆
を
落
と
し
た
当
事

国
だ
。
投
下
を
正
当
化
す
る
世
論
が
い
ま
だ
に
根
強
い
。
米
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
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が
一
九
九
五
年
に
原
爆
投
下
機
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
と
被
爆
資
料
を
展
示
す
る
計
画
を
進
め
た
際
、
米
国
内
で

激
し
い
反
発
に
遭
い
、
事
実
上
の
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た
経
緯
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
戦
後
七
〇
年
が
過
ぎ
、

米
国
の
国
内
世
論
が
少
し
ず
つ
変
化
す
る
中
で
、
核
軍
縮
政
策
を
看
板
の
一
つ
に
掲
げ
た
オ
バ
マ
元
大
統

領
は
広
島
訪
問
に
踏
み
切
っ
た
。
こ
れ
が
広
島
サ
ミ
ッ
ト
実
現
の
ハ
ー
ド
ル
を
ぐ
っ
と
下
げ
た
、
と
の
見

方
が
で
き
る
。

　

衆
議
院
広
島
一
区
選
出
で
あ
る
岸
田
文
雄
首
相
の
強
い
思
い
入
れ
が
働
い
た
、
と
い
う
側
面
も
あ
る
だ

ろ
う
。
広
島
開
催
は
警
備
上
の
課
題
が
大
き
い
分
、
相
当
の
覚
悟
が
要
っ
た
は
ず
だ
。
近
年
の
サ
ミ
ッ
ト

を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
市
街
地
か
ら
離
れ
た
場
所
を
会
場
に
選
ぶ
「
リ
ト
リ
ー
ト
（
英
語
で
隠
れ
家
）
方

式
」
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
政
府
も
九
州
・
沖
縄
（
二
〇
〇
〇
年
）、
北
海
道
・
洞
爺
湖
（
二
〇
〇
八

年
）、
三
重
・
伊
勢
志
摩
（
二
〇
一
六
年
）
と
、
直
近
三
回
は
い
ず
れ
も
山
頂
や
島
の
突
端
に
あ
る
ホ
テ
ル
な

ど
を
主
会
場
に
選
ん
で
き
た
。
か
た
や
、
今
回
の
主
会
場
と
な
っ
た
元
宇
品
地
区
（
広
島
市
南
区
）
は
、
島

と
は
い
え
、
市
街
地
の
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
。
広
島
開
催
決
定
後
の
二
〇
二
二
年
七
月
に
は
、
安
倍
晋
三

元
首
相
が
奈
良
市
で
街
頭
演
説
中
に
銃
撃
さ
れ
、
命
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
事
件
も
起
き
た
。
今

回
、
政
府
が
二
万
四
〇
〇
〇
人
と
い
う
過
去
最
大
の
警
備
態
勢
を
敷
い
た
の
も
無
理
は
な
い
。
会
期
中
に

目
立
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
な
か
っ
た
の
は
、
本
当
に
幸
い
だ
っ
た
。
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そ
し
て
、
最
大
の
決
め
手
は
や
は
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ロ
シ
ア
が

冷
戦
期
さ
な
が
ら
に
核
使
用
の
脅
威
を
呼
び
起
こ
す
中
、
広
島
と
い
う
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
場
所
か
ら
平
和

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
意
義
が
、
各
国
政
府
に
認
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

私
た
ち
も
奮
起
し
た
。
中
国
新
聞
社
は
戦
前
か
ら
広
島
市
中
心
部
に
本
社
を
構
え
る
。
原
爆
投
下
に
よ

り
社
員
の
約
三
分
の
一
に
あ
た
る
一
一
四
人
を
失
っ
た
。
戦
意
を
高
揚
す
る
戦
中
の
報
道
へ
の
反
省
も
踏

ま
え
、
社
是
に
「
世
界
平
和
の
確
立
」
を
う
た
い
、
核
兵
器
廃
絶
を
訴
え
て
い
る
。
サ
ミ
ッ
ト
を
機
に
世

界
の
耳
目
が
広
島
に
集
ま
れ
ば
、
核
の
惨
禍
を
あ
ら
た
め
て
知
っ
て
も
ら
う
好
機
に
な
る
、
と
捉
え
た
わ

け
だ
。
し
か
も
、
核
軍
縮
が
サ
ミ
ッ
ト
で
話
し
合
わ
れ
る
こ
と
自
体
が
珍
し
い
。
意
義
の
あ
る
議
論
を
引

き
出
せ
る
よ
う
、
後
押
し
し
た
い
と
も
考
え
た
。
と
り
わ
け
核
軍
縮
が
今
、
猛
烈
な
逆
風
下
に
あ
る
か
ら

だ
。核

軍
縮
の
現
在
地

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
世
界
の
核
情
勢
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
米
軍
が
一
九
四
五
年
八
月
六
日
に
広

島
へ
、
三
日
後
の
九
日
に
長
崎
へ
原
爆
を
投
下
し
、
人
類
は
核
兵
器
が
使
わ
れ
た
ら
何
が
起
こ
る
か
、
初

め
て
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
原
爆
は
威
力
と
し
て
知
ら
れ
た
か
。
人
間
的
悲
惨
と
し
て
知
ら
れ
た
か
」。
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こ
れ
は
冷
戦
下
の
軍
拡
競
争
の
中
、
小
紙
の
論
説
主
幹
な
ど
を
務
め
た
金
井
利
博
氏
（
故
人
）
が
残
し
た
問

い
か
け
だ
。
時
の
為
政
者
た
ち
は
残
念
な
が
ら
、
後
者
の
「
人
間
的
悲
惨
」
か
ら
目
を
背
け
、
米
国
が
先

ん
じ
て
手
に
し
た
「
威
力
」
を
ひ
た
す
ら
に
追
い
求
め
た
。
一
九
六
〇
年
代
ま
で
に
旧
ソ
連
、
英
国
、
フ

ラ
ン
ス
、
中
国
が
核
実
験
に
成
功
し
た
。
こ
れ
以
上
、
核
保
有
国
を
増
や
す
ま
い
と
、
国
際
社
会
が
一
九

七
〇
年
に
発
効
さ
せ
た
の
が
核
拡
散
防
止
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
だ
っ
た
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｔ
は
米
ロ
英
仏
中
の
五
カ
国
に
だ
け
核
兵
器
を
持
つ
「
特
権
」
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
全
て
の
締

約
国
に
核
兵
器
を
減
ら
す
た
め
の
誠
実
な
交
渉
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
約
一
九
〇
の
締
約
国
は
五
年
に
一

度
、
米
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
本
部
に
集
ま
り
、
そ
の
進
捗
状
況
を
確
か
め
る
「
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
」

を
開
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
は
各
国
の
足
並
み
が
そ
ろ
わ
な
い
。
核
を
持
つ
五
カ
国
が
軍
縮
義
務

を
果
た
す
ど
こ
ろ
か
、
核
戦
力
を
強
化
す
る
動
き
を
見
せ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
こ
二
回
は
続
け
て
、
最
終

日
に
合
意
文
書
を
ま
と
め
ら
れ
な
い
ま
ま
決
裂
す
る
と
い
う
残
念
な
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
そ

ん
な
核
保
有
国
に
し
び
れ
を
切
ら
し
、
核
軍
縮
に
熱
心
な
「
持
た
ざ
る
国
々
」
と
市
民
社
会
が
二
〇
一
七

年
、
国
連
で
の
採
択
に
こ
ぎ
着
け
た
の
が
、
核
兵
器
禁
止
条
約
だ
。
核
兵
器
の
開
発
、
保
有
、
使
用
、
威

嚇
な
ど
一
切
を
禁
ず
る
内
容
で
、
批
准
国
・
地
域
が
要
件
の
五
〇
に
達
し
た
二
〇
二
一
年
、
つ
い
に
発
効

し
た
。
そ
の
後
も
賛
同
国
を
増
や
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
核
保
有
国
は
い
ず
れ
も
、
相
手
に
し
な
い
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と
ば
か
り
の
構
え
だ
。
米
国
の
核
に
依
存
す
る
日
本
な
ど
の
国
も
、
条
約
に
後
ろ
向
き
な
姿
勢
を
と
り
続

け
て
い
る
。

　

局
面
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
二

大
核
超
大
国
の
ロ
シ
ア
と
米
国
の
間
に
残
っ
て
い
た
唯
一
の
核
軍
縮
合
意
、
新
戦
略
兵
器
削
減
条
約
（N

ew
 

Strategic A
rm

s Reduction T
reaty: 

新
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ
）
は
、
ロ
シ
ア
が
履
行
を
停
止
し
た
こ
と
で
事
実
上
、
修

復
が
難
し
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
は
、
核
爆
発
を
伴
う
全
て
の
核
実
験
を
禁
ず
る
包
括
的
核
実

験
禁
止
条
約
（
Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
）
の
批
准
撤
回
も
決
め
て
し
ま
っ
た
。

　

一
方
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
韓
国
で
は
、
米
国
の
核
兵
器
を
共
同
運
用
す
る
「
核
共
有
（
ニ
ュ
ー
ク
リ
ア
・
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
）」
に
参
加
し
た
い
、
と
の
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。
核
共
有
は
、
米
国
と
西
欧
の
軍
事
同
盟
、
北

大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
が
、
東
西
冷
戦
下
の
約
七
〇
年
前
に
打
ち
立
て
た
。
自
前
の
核
を
持
た
な

い
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
に
米
国
の
核
を
配
備
し
、
通
常
は
各
国
の
駐
留
米
軍
の
管
理
下
に
置
く
。
が
、
有
事

に
な
れ
ば
各
国
の
空
軍
が
投
下
す
る
運
用
も
想
定
し
、
共
同
訓
練
を
重
ね
て
い
る
。

　

た
だ
近
年
、
核
兵
器
の
配
備
数
は
ぐ
っ
と
減
っ
て
い
た
。
米
国
は
一
九
六
〇
―
七
〇
年
代
、
通
常
兵
器

で
勝
る
旧
ソ
連
を
威
嚇
す
る
た
め
に
七
〇
〇
〇
発
超
を
欧
州
へ
配
備
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
専
門
家
に

よ
る
と
、
今
で
は
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ト
ル
コ
に
計
約
一
〇
〇
発
が
残
る
の
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み
で
、「
冷
戦
の
遺
物
」
と
の
見
方
も
あ
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
後
は
諸
外
国
に
と
ど

ま
ら
ず
、
あ
ろ
う
こ
と
か
被
爆
国
日
本
で
も
「
議
論
を
タ
ブ
ー
視
し
て
は
な
ら
な
い
」（
安
倍
晋
三
元
首
相
）

と
い
っ
た
声
が
再
燃
し
た
。
岸
田
政
権
は
「
非
核
三
原
則
に
反
す
る
」
と
導
入
を
即
座
に
否
定
し
た
が
、

有
力
政
治
家
の
間
に
は
今
な
お
、
議
論
を
望
む
声
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
各
国
は
核
へ
の
依
存
を
深
め
て
い
る
。
一
連
の
動
き
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア

も
隣
国
ベ
ラ
ル
ー
シ
に
戦
術
核
を
配
備
し
た
と
明
ら
か
に
し
た
。
か
つ
て
な
い
ほ
ど
リ
ア
ル
に
核
使
用
の

危
機
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
世
界
は
危
う
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
の
だ
。
サ
ミ
ッ
ト
を
「
政
治

シ
ョ
ー
」
と
指
摘
す
る
声
は
あ
る
し
、
確
か
に
Ｇ
７
に
以
前
ほ
ど
の
影
響
力
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
も
何
と
か
、
危
機
的
事
態
の
打
開
に
つ
な
げ
た
い
。
広
島
サ
ミ
ッ
ト
を
機
に
、
核
軍
縮
を
一
ミ
リ

で
も
前
に
進
め
ら
れ
な
い
も
の
か
―
―
。
そ
う
考
え
、
私
た
ち
は
各
種
連
載
、
特
集
を
展
開
し
た
。
そ
の

一
端
を
紹
介
し
た
い
。

　

報
道
の
狙
い
の
一
つ
は
、
読
者
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
の
政
治
関
係
者
や
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
に
核
被
害
の

実
態
を
あ
ら
た
め
て
伝
え
、
な
ぜ
廃
絶
す
べ
き
か
、
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
連
載

「
広
島
サ
ミ
ッ
ト 

原
点
の
地
で
」（
二
〇
二
三
年
二
月
八
―
一
八
日
中
国
新
聞
朝
刊
）
で
は
、
家
族
五
人
を
失
っ

て
孤
児
と
な
っ
た
被
爆
者
男
性
、
顔
に
ひ
ど
い
ケ
ロ
イ
ド
が
あ
る
女
性
、
知
的
・
身
体
に
重
い
障
害
が
あ
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る
原
爆
小
頭
症
の
男
性
た
ち
を
取
り
上
げ
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
訴
え
の
「
原
点
」
を
掘
り
下
げ
た
。
被
爆
者
や

平
和
運
動
家
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
連
載
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
声
」（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
〇
日
―
二
〇
二
三
年
五
月
一
九

日
中
国
新
聞
朝
刊
）
は
英
語
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
動
画
も
撮
っ
て
、
英

露
の
字
幕
付
き
で
ネ
ッ
ト
配
信
し
た
。
広
島
平
和
記
念
資
料
館
（
原
爆
資
料
館
）
の
展
示
の
紹
介
な
ど
を
盛

り
込
ん
だ
英
字
新
聞
も
作
っ
た
。

　

ま
た
、
連
載
「
被
爆
地
の
視
座 

サ
ミ
ッ
ト
を
前
に
」（
二
〇
二
三
年
五
月
一
―
七
日
中
国
新
聞
朝
刊
）
な
ど
で

は
、
核
情
勢
の
「
今
」
を
報
告
し
た
。
そ
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
な
ど
の
国
際
会
議
も
担
当
し

た
歴
代
記
者
で
知
恵
を
出
し
合
い
、
社
と
し
て
の
提
言
集
を
ま
と
め
た
。
現
場
取
材
の
経
験
者
だ
け
に
国

際
政
治
の
冷
徹
さ
は
分
か
っ
て
い
る
。
各
国
の
核
政
策
は
簡
単
に
変
わ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

で
も
、
広
島
サ
ミ
ッ
ト
の
成
果
を
測
る
た
め
の
指
標
を
示
し
た
か
っ
た
。
果
た
し
て
、
結
果
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
。

特
別
文
書
「
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
」

　

核
軍
縮
を
巡
る
議
論
は
、
会
期
初
日
の
五
月
一
九
日
に
進
め
ら
れ
た
。
サ
ミ
ッ
ト
の
協
議
は
報
道
陣
に

も
一
切
、
公
開
さ
れ
な
い
。
映
像
は
外
務
省
提
供
、
代
表
社
撮
影
の
い
ず
れ
か
だ
。
ど
ん
な
意
見
が
交
わ
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さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
な
ど
に
事
後
取
材
し
て
い
る
。

　

広
島
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
核
軍
縮
に
特
化
し
た
特
別
文
書
「
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
発
表
さ
れ
た
。
取
り
ま

と
め
ら
れ
た
こ
と
自
体
が
珍
し
く
、
こ
の
点
は
評
価
し
て
い
い
。
が
、
肝
心
の
中
身
は
全
く
も
っ
て
新
味

に
欠
け
た
。

　

文
書
は
岸
田
首
相
が
二
〇
二
二
年
に
発
表
し
た
五
項
目
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
」
に

沿
い
、
①
核
兵
器
不
使
用
の
継
続 

②
核
兵
器
に
関
す
る
情
報
の
透
明
性
向
上 

③
核
兵
器
数
の
減
少
傾
向

の
維
持 

④
核
兵
器
の
不
拡
散
と
原
子
力
の
平
和
利
用 

⑤
各
国
指
導
者
た
ち
に
よ
る
被
爆
地
訪
問
の
促

進
―
―
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。「
透
明
性
向
上
」
の
項
目
で
は
米
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
は
い
ず
れ
も
透

明
性
を
担
保
し
て
い
る
と
し
て
、
暗
に
ロ
シ
ア
や
中
国
を
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
核
兵
器
や
核
爆
発

装
置
に
必
要
な
物
質
の
生
産
を
禁
ず
る
兵
器
用
核
分
裂
性
物
質
生
産
禁
止
条
約
（Fissile M

aterial Cut-off 

T
reaty: 

Ｆ
Ｍ
Ｃ
Ｔ
）
の
即
時
交
渉
開
始
、
さ
ら
に
は
前
述
の
Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
の
発
効
を
喫
緊
の
課
題
と
し
て
挙
げ

た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
主
張
に
目
新
し
さ
は
な
い
。
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
な
ど
で
繰
り
返
し
訴
え
ら
れ
て

き
た
内
容
と
重
な
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
が
核
兵
器
廃
絶
に
向
け
た
「
明
確
な
約
束
」

を
う
た
っ
た
文
書
を
採
択
す
る
な
ど
、
国
際
社
会
が
よ
り
踏
み
込
ん
だ
合
意
に
達
し
て
き
た
こ
と
を
思
え
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ば
、
む
し
ろ
非
常
に
物
足
り
な
い
。
ま
た
従
来
通
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
を
「
国
際
的
な
核
不
拡
散
体
制
の
礎
石
」

と
位
置
づ
け
、
核
兵
器
禁
止
条
約
に
つ
い
て
は
触
れ
も
し
な
か
っ
た
。

　

た
だ
Ｇ
７
の
安
全
保
障
政
策
を
踏
ま
え
れ
ば
、
画
期
的
な
内
容
は
期
待
で
き
ま
い
と
、
あ
る
程
度
は
見

越
し
て
い
た
。
残
念
な
意
味
で
予
測
を
裏
切
ら
れ
、
受
け
入
れ
難
い
と
感
じ
た
の
は
、
こ
の
文
書
に
核
兵

器
の
必
要
性
を
強
調
す
る
文
言
が
入
れ
ら
れ
た
こ
と
だ
。
外
務
省
の
仮
訳
を
引
け
ば
、
文
書
は
「
ロ
シ
ア

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
の
文
脈
」
で
、
核
兵
器
使
用
の
威
嚇
を
強
烈
に
非
難
し
た
一
方
、
Ｇ
７
の
核
兵
器
に

つ
い
て
は
「
防
衛
目
的
の
た
め
に
役
割
を
果
た
し
、
侵
略
を
抑
止
し
、
並
び
に
戦
争
及
び
威
圧
を
防
止
す

べ
き
」
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
言
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
Ｇ
７
の
核
兵
器
は
抑
止
力
が
効
い

て
い
る
、
だ
か
ら
手
放
さ
な
い
―
―
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ロ
シ
ア
の
蛮
行
は
批
判
さ
れ
て
当
然
だ
。
核
使
用
の
脅
し
を
繰
り
返
し
、
国
際
社
会
を
揺

る
が
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｇ
７
の
「
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
」
は
ロ
シ
ア
や
中
国
の
核
兵
器
を
「
悪
」
と

断
じ
た
一
方
で
、
自
分
た
ち
の
核
を
肯
定
し
た
。
そ
ん
な
文
書
は
説
得
力
を
持
た
な
い
。
い
ま
一
度
、
広

島
の
被
爆
者
た
ち
の
訴
え
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
身
を
も
っ
て
核
の
惨
禍
を
知
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
「
他

の
誰
に
も
同
じ
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
」
と
つ
ら
い
体
験
を
語
っ
て
き
た
。「
ど
の
国
の
核
も
い
け
な
い
。

み
た
び
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
こ
の
地
球
上
か
ら
な
く
し
て
ほ
し
い
」
と
懇
願
し
て
き
た
の
だ
。
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か
た
や
、
政
府
が
重
視
す
る
核
抑
止
は
核
兵
器
と
い
う
絶
対
的
な
武
力
を
ち
ら
つ
か
せ
、
敵
の
攻
撃
を
思

い
と
ど
ま
ら
せ
る
と
い
う
脅
し
の
理
論
で
あ
る
。「
や
ら
れ
た
ら
や
り
返
す
」
と
、
核
使
用
を
前
提
に
し
て

い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
被
爆
者
の
訴
え
と
は
ま
さ
に
対
極
に
あ
る
。

　

日
本
政
府
は
「
唯
一
の
戦
争
被
爆
国
」
を
う
た
い
、
核
軍
縮
の
リ
ー
ド
役
を
標
榜
し
て
き
た
。
そ
の
半

面
、
安
全
保
障
を
米
国
の
核
に
頼
る
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
。
サ
ミ
ッ
ト
に
先
立
つ
二
〇
二
三
年
四

月
、
長
野
県
軽
井
沢
町
で
開
か
れ
た
Ｇ
７
外
相
会
合
で
も
、
実
は
全
く
同
じ
文
言
で
核
抑
止
を
肯
定
す
る

内
容
を
成
果
文
書
に
盛
り
込
ん
で
い
た
。
被
爆
者
の
願
い
に
反
す
る
持
論
を
、
広
島
の
地
で
ど
う
か
踏
襲

し
な
い
で
ほ
し
い
―
―
。
そ
う
願
っ
た
が
、
日
本
政
府
は
「
広
島
」
を
冠
し
、
議
長
国
と
し
て
ま
と
め
た

文
書
で
、
被
爆
地
と
の
立
場
の
違
い
を
堂
々
と
明
確
に
し
た
の
だ
。
被
爆
地
が
挑
戦
を
受
け
て
い
る
、
と

さ
え
感
じ
た
。

　

取
材
に
応
じ
て
く
れ
た
被
爆
者
た
ち
の
こ
と
も
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。
あ
る
男
性
は
、
自
身
を
含
む
一
家
七

人
全
員
が
被
爆
。
父
と
五
人
の
き
ょ
う
だ
い
の
壮
絶
な
死
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
共
に
生
き
延
び
た
母

も
八
年
後
に
逝
き
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
八
〇
歳
を
過
ぎ
て
、
使
命
感
に
突
き
動
か
さ

れ
、
苦
し
い
記
憶
を
証
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
事
前
取
材
で
広
島
サ
ミ
ッ
ト
へ
の
期
待
を

問
う
と
、
彼
は
こ
う
断
じ
た
。「（
Ｇ
７
の
）
結
束
を
見
せ
つ
け
る
だ
け
な
ら
、
ロ
シ
ア
や
中
国
は
反
発
す
る
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一
方
。
核
被
害
の
実
態
に
触
れ
、
平
和
へ
の
道
を
本
気
で
考
え
な
い
な
ら
、
広
島
で
開
く
意
味
は
な
い
で

す
」。
各
国
が
成
果
と
誇
る
「
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
見
る
限
り
、
被
爆
者
の
切
実
な
思
い
に
応
え
る
サ
ミ
ッ

ト
に
な
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。

核
被
害
の
実
態
は
伝
わ
っ
た
の
か

　

各
国
首
脳
の
原
爆
資
料
館
訪
問
や
被
爆
者
と
の
対
面
は
実
現
す
る
の
か
―
―
。
そ
の
行
方
も
大
い
に
注

目
さ
れ
た
。
米
国
の
オ
バ
マ
元
大
統
領
が
二
〇
一
六
年
に
広
島
を
訪
れ
た
際
、
平
和
記
念
公
園
に
滞
在
し

た
時
間
は
五
二
分
、
資
料
館
の
視
察
に
い
た
っ
て
は
わ
ず
か
一
〇
分
で
終
わ
り
、
批
判
の
声
も
あ
っ
た
。

　

広
島
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
会
期
初
日
の
五
月
一
九
日
に
各
国
首
脳
が
そ
ろ
っ
て
平
和
記
念
公
園
に
立
っ
た
。

小
雨
が
降
る
中
、
午
前
一
〇
時
半
ご
ろ
に
ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
の
ウ
ル
ズ
ラ
・
フ
ォ
ン
デ
ア
ラ
イ
エ
ン
欧
州
委
員

長
が
到
着
、
原
爆
資
料
館
前
で
岸
田
首
相
夫
妻
が
出
迎
え
た
。
さ
ら
に
各
国
首
脳
が
次
々
と
降
り
立
ち
、

順
番
に
館
内
へ
。
同
一
一
時
二
〇
分
ご
ろ
、
最
後
に
着
い
た
バ
イ
デ
ン
米
大
統
領
が
続
い
た
。
首
脳
た
ち

九
人
が
、
入
館
時
と
同
じ
東
館
か
ら
出
て
き
た
の
は
正
午
過
ぎ
。
そ
ろ
っ
て
見
学
し
た
時
間
は
約
四
〇
分

間
だ
っ
た
。

　

原
爆
資
料
館
の
窓
は
白
い
シ
ー
ト
で
目
張
り
さ
れ
、
館
内
の
様
子
は
外
か
ら
は
う
か
が
え
な
か
っ
た
。
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小
紙
が
外
務
省
関
係
者
た
ち
の
証
言
を
集
め
た
と
こ
ろ
、
首
脳
た
ち
は
被
爆
資
料
が
常
設
さ
れ
て
い
る
本

館
に
は
行
か
ず
、
東
館
三
階
に
特
設
さ
れ
た
原
爆
犠
牲
者
の
遺
品
の
三
輪
車
や
制
服
を
見
学
。
市
内
に
住

む
被
爆
者
の
小
倉
桂
子
さ
ん
と
も
対
話
し
た
。
被
爆
か
ら
一
〇
年
後
に
白
血
病
で
亡
く
な
り
、
園
内
の
「
原

爆
の
子
の
像
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
佐
々
木
禎
子
さ
ん
の
逸
話
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
と
い
う
。

　

首
脳
た
ち
は
見
学
後
、
雨
が
上
が
っ
た
公
園
内
の
中
央
参
道
を
進
み
、
原
爆
慰
霊
碑
に
花
輪
を
手
向
け

た
。
そ
の
後
、
原
爆
ド
ー
ム
を
背
景
に
記
念
撮
影
に
臨
ん
だ
。
一
様
に
厳
粛
な
表
情
。
サ
ミ
ッ
ト
の
通
例

と
は
異
な
る
、
笑
み
の
な
い
記
念
写
真
と
な
っ
た
。

　

一
連
の
体
験
は
、
首
脳
た
ち
の
心
を
動
か
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
特
別
文
書
「
広
島
ビ
ジ
ョ

ン
」
か
ら
は
何
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
核
軍
縮
の
「
こ
れ
か
ら
」
を
注
視
す
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ

数
少
な
い
手
が
か
り
も
残
さ
れ
た
。
原
爆
資
料
館
の
芳
名
録
に
残
さ
れ
た
各
国
首
脳
の
言
葉
だ
。
核
超
大

国
の
米
国
を
率
い
る
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
「
核
な
き
世
界
」
の
実
現
を
誓
っ
て
い
た
。
以
下
に
外
務
省
の

仮
訳
を
引
く
。

こ
の
資
料
館
で
語
ら
れ
る
物
語
が
、
平
和
な
未
来
を
築
く
こ
と
へ
の
私
た
ち
全
員
の
義
務
を
思
い
出

さ
せ
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
。
世
界
か
ら
核
兵
器
を
最
終
的
に
、
そ
し
て
、
永
久
に
な
く
せ
る
日
に
向
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け
て
、
共
に
進
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
信
念
を
貫
き
ま
し
ょ
う
！
（
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
Ｇ
７
広
島

サ
ミ
ッ
ト
」）

　

同
じ
く
、
核
兵
器
を
持
つ
英
国
の
ス
ナ
ク
首
相
は
、
自
国
の
文
豪
の
言
葉
を
引
用
し
た
。「
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
は
、『
悲
し
み
を
言
葉
に
出
せ
』
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
原
爆
の
閃
光
に
照
ら
さ
れ
、
言
葉
は
通

じ
な
い
。
広
島
と
長
崎
の
人
々
の
恐
怖
と
苦
し
み
は
、
ど
ん
な
言
葉
を
用
い
て
も
言
い
表
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
、
心
と
魂
を
込
め
て
言
え
る
こ
と
は
、
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
」。

　

他
の
国
々
の
ト
ッ
プ
の
言
葉
に
も
、
私
的
な
感
情
や
平
和
実
現
に
向
け
た
覚
悟
が
に
じ
ん
だ
。「
感
情
と

共
感
の
念
を
も
っ
て
広
島
で
犠
牲
と
な
っ
た
方
々
を
追
悼
す
る
責
務
に
貢
献
し
、
平
和
の
た
め
に
行
動
す

る
こ
と
だ
け
が
、
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
す
」（
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
）「
こ
の
場
所
は
、
想

像
を
絶
す
る
苦
し
み
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
私
た
ち
は
今
日
こ
こ
で
パ
ー
ト
ナ
ー
た
ち
と
と
も
に
、
こ
の

上
な
く
強
い
決
意
で
平
和
と
自
由
を
守
っ
て
い
く
と
の
約
束
を
新
た
に
す
る
。
核
の
戦
争
は
決
し
て
再
び

繰
り
返
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」（
ド
イ
ツ
の
オ
ラ
フ
・
シ
ョ
ル
ツ
首
相
）…
…
。
被
爆
地
開
催
の
意
義
を
感
じ
さ

せ
る
書
き
ぶ
り
だ
っ
た
。

　

彼
ら
が
被
爆
地
に
立
つ
姿
が
世
界
中
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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各
国
首
脳
は
公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
で
も
、
広
島
サ
ミ
ッ
ト
の
情
報
を
精
力
的
に
発
信
し
て
い
た
。
ス
ナ

ク
英
首
相
は
サ
ミ
ッ
ト
閉
幕
の
翌
日
、
下
院
で
広
島
訪
問
の
報
告
を
し
、「
核
兵
器
は
二
度
と
使
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
そ
う
い
っ
た
発
信
に
影
響
さ
れ
た
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
サ
ミ
ッ
ト
が
閉

幕
し
、
平
和
記
念
公
園
へ
の
立
ち
入
り
制
限
が
終
わ
る
や
い
な
や
、
原
爆
資
料
館
前
に
は
連
日
、
外
国
人

観
光
客
を
中
心
に
長
蛇
の
列
が
で
き
た
。
取
材
し
て
み
る
と
、
自
国
の
ト
ッ
プ
の
ネ
ッ
ト
上
の
つ
ぶ
や
き

に
触
発
さ
れ
、
見
学
に
訪
れ
た
と
い
う
旅
行
者
も
い
た
。
広
島
サ
ミ
ッ
ト
が
核
問
題
へ
の
関
心
を
高
め
る

力
を
発
揮
し
た
、
と
い
う
見
方
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
劇
場
」

　

広
島
サ
ミ
ッ
ト
を
ひ
と
き
わ
特
別
な
も
の
に
し
た
人
物
の
存
在
に
も
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

電
撃
出
席
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ウ
ォ
ロ
デ
ィ
ミ
ル
・
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
の
こ
と
だ
。
サ
ミ
ッ
ト
後
半

は
、
さ
な
が
ら
「
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
劇
場
」
の
様
相
だ
っ
た
。

　

私
た
ち
報
道
陣
も
翻
弄
さ
れ
た
。
当
初
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
会
期
初
日
の
一
九
日
に
オ
ン
ラ
イ

ン
参
加
す
る
、
と
さ
れ
て
い
た
。
日
本
政
府
は
一
八
日
夜
、
そ
の
日
程
を
「
二
一
日
に
延
期
す
る
」
と
発

表
。
サ
ミ
ッ
ト
が
開
幕
し
た
直
後
に
「
対
面
出
席
」
の
外
電
が
世
界
を
駆
け
巡
っ
て
も
な
お
、
し
ら
を
切



60

り
続
け
た
。
た
だ
、
そ
れ
も
当
然
の
対
応
だ
ろ
う
。
な
に
せ
、
戦
時
下
に
あ
る
国
の
ト
ッ
プ
が
動
く
の
だ
。
リ

ス
ク
を
踏
ま
え
た
の
か
、
外
務
省
が
対
面
参
加
を
正
式
発
表
し
た
の
は
、
二
〇
日
の
広
島
入
り
直
前
だ
っ
た
。

　

彼
は
な
ぜ
、
危
険
を
冒
し
て
ま
で
広
島
に
足
を
運
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
り
の
実
利
が
あ
る
と
踏
ん

だ
か
ら
に
違
い
な
い
。
い
つ
も
の
カ
ー
キ
色
の
パ
ー
カ
ー
姿
で
広
島
入
り
す
る
と
、
空
港
か
ら
直
接
、
主

会
場
の
グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
広
島
（
広
島
市
南
区
）
に
向
か
い
、
各
国
首
脳
と
個
別
会
談
を
重
ね
た
。

そ
の
場
で
取
り
付
け
た
の
は
、
長
期
的
な
軍
事
支
援
だ
。
例
え
ば
バ
イ
デ
ン
米
大
統
領
と
は
二
一
日
に
会

談
し
、
欧
州
の
同
盟
国
に
よ
る
米
国
製
Ｆ
16
戦
闘
機
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
供
与
を
容
認
す
る
、
と
の
言
質
を
取
っ

た
。
ロ
シ
ア
を
刺
激
す
る
と
し
て
、
米
側
が
渋
っ
て
き
た
内
容
で
あ
る
。
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
こ
の
日
の

記
者
会
見
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
訓
練
す
る
方
針
も
説
明
し
た
。

　

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
二
一
日
、
全
体
会
合
に
出
席
し
、
記
念
写
真
に
納
ま
っ
た
。
中
央
に
陣
取
り
、

岸
田
首
相
と
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
に
は
さ
ま
れ
た
姿
は
、
世
界
に
ロ
シ
ア
の
孤
立
を
印
象
付
け

た
は
ず
だ
。

　

さ
ら
に
、
Ｇ
７
以
外
の
政
治
指
導
者
を
味
方
に
付
け
る
目
的
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
近
年
の

サ
ミ
ッ
ト
で
は
全
体
会
合
に
加
え
、
招
待
国
を
交
え
た
「
拡
大
会
合
」
が
開
か
れ
る
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
英

語
で
外
に
伸
ば
す
）
会
合
と
も
呼
ば
れ
、
広
島
サ
ミ
ッ
ト
の
日
程
に
も
組
み
込
ま
れ
た
。
招
待
さ
れ
た
の
は
、
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八
カ
国
の
現
職
ト
ッ
プ
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
除
く
）
と
七
国
際
機
関
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
こ
の
中
に
は
「
グ
ロ
ー
バ

ル
サ
ウ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
新
興
国
・
途
上
国
も
含
ま
れ
て
い
た
。
燃
料
や
肥
料
の
輸
入
元
で
あ
る
ロ
シ
ア

に
友
好
的
な
国
も
多
い
。
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
、
そ
の
代
表
格
で
あ
る
イ
ン
ド
の
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
モ

デ
ィ
首
相
と
真
っ
先
に
個
別
対
談
し
、
が
っ
ち
り
握
手
を
交
わ
し
た
。
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
つ

い
て
は
「
政
治
や
経
済
で
は
な
く
人
道
に
関
わ
る
問
題
だ
と
受
け
止
め
て
い
る
」「（
解
決
に
向
け
て
）
で
き

る
限
り
手
を
尽
く
し
た
い
」
と
い
っ
た
言
葉
を
引
き
出
し
た
。

　

こ
の
電
撃
訪
問
を
み
な
さ
ん
は
ど
う
受
け
止
め
た
だ
ろ
う
か
。
サ
ミ
ッ
ト
閉
幕
後
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大

統
領
は
平
和
記
念
公
園
を
訪
れ
た
。
原
爆
資
料
館
を
視
察
し
、
Ｇ
７
首
脳
と
同
じ
く
、
被
爆
者
の
小
倉
桂

子
さ
ん
に
対
面
。
岸
田
首
相
の
先
導
で
、
原
爆
慰
霊
碑
に
花
を
手
向
け
た
。
そ
の
後
の
記
者
会
見
で
は
、

「
ロ
シ
ア
の
悪
と
愚
か
さ
に
対
処
し
な
い
限
り
、
世
界
が
廃
虚
に
な
る
」「
人
類
の
歴
史
か
ら
戦
争
を
な
く

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
力
説
し
た
。
芳
名
録
に
刻
ん
だ
言
葉
は
「
資
料
館
の
訪
問
に
深
く
感
銘
を
受

け
た
。
世
界
中
の
ど
の
国
も
、
こ
の
よ
う
な
苦
痛
と
破
壊
を
経
験
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
現

代
の
世
界
に
核
に
よ
る
脅
し
の
居
場
所
は
な
い
」（
外
務
省
仮
訳
）
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
力
強
い
言
葉
で
核
被

害
へ
の
関
心
を
高
め
、
戦
争
の
愚
か
さ
を
印
象
付
け
た
、
と
評
価
す
る
声
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
被
爆
者
を
取
材
し
て
み
る
と
、
複
雑
な
心
境
を
口
に
す
る
人
が
目
立
っ
た
。
よ
く
聞
か
れ
た
の
は
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「
ロ
シ
ア
の
反
発
が
怖
い
」
と
の
見
方
で
あ
る
。
孤
立
を
深
め
た
ロ
シ
ア
が
さ
ら
な
る
暴
挙
に
出
か
ね
な
い

中
、
軽
々
に
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
の
訪
問
を
受
け
入
れ
て
良
か
っ
た
の
か
、
と
議
論
を
呈
す
る
声
だ
。

さ
ら
に
は
反
核
だ
け
で
な
く
、
反
戦
を
訴
え
て
き
た
立
場
か
ら
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
一
日
も
早
い
平
和
を
願

う
が
、
自
衛
の
戦
争
だ
か
ら
応
援
し
て
ほ
し
い
、
と
の
思
い
に
は
応
え
ら
れ
な
い
」
と
話
し
た
人
も
い
た
。

広
島
サ
ミ
ッ
ト
が
問
い
か
け
た
も
の

　

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
の
出
席
を
含
め
た
広
島
サ
ミ
ッ
ト
か
ら
、
強
く
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

被
爆
地
の
わ
れ
わ
れ
も
試
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
人
類
史
上
初
の
被
爆
地
と
な
っ
た
広
島
に
は
、

核
兵
器
の
非
人
道
性
を
訴
え
る
力
が
確
か
に
あ
る
。
こ
の
地
に
生
き
る
者
に
は
、
被
爆
を
強
い
ら
れ
た
人
々

の
無
念
を
胸
に
刻
み
、
核
兵
器
廃
絶
を
訴
え
続
け
る
使
命
が
あ
る
よ
う
に
も
思
う
。
た
だ
原
爆
投
下
か
ら

八
〇
年
の
節
目
と
な
る
二
〇
二
五
年
が
目
前
に
迫
る
中
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
訴
求
力
は
以
前
に
比
べ
て
弱
ま
っ

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
変
容
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
回
、
特
別
文
書
「
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
問

題
意
識
を
抱
い
た
人
は
、
ど
れ
だ
け
い
た
だ
ろ
う
。

　

か
く
言
う
私
自
身
、
広
島
県
内
の
学
校
に
通
い
、
平
和
教
育
を
受
け
て
き
た
が
、「
核
兵
器
は
許
さ
れ
な

い
」
と
の
意
識
を
ぼ
ん
や
り
と
持
っ
て
い
た
程
度
で
、「
自
分
事
」
に
な
っ
た
の
は
、
多
く
の
被
爆
者
の
悲
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痛
な
ま
で
の
訴
え
に
新
聞
記
者
と
し
て
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

　

心
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
被
爆
者
の
言
葉
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
九
五
六
年
八
月
一
〇
日
に
発
表

さ
れ
た
被
爆
者
団
体
、
日
本
被
団
協
の
結
成
宣
言
「
世
界
へ
の
挨
拶
」
を
共
有
し
た
い
。「
私
た
ち
は
自
ら

を
救
う
と
と
も
に
、
私
た
ち
の
体
験
を
と
お
し
て
人
類
の
危
機
を
救
お
う
と
い
う
決
意
を
誓
い
合
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
」（
日
本
被
団
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
被
団
協
の
歴
史
」）
と
あ
る
。
公
的
な
支
援
も
、
頼
る
組
織
さ
え

も
な
か
っ
た
頃
か
ら
、
彼
ら
は
い
ち
早
く
核
兵
器
を
全
人
類
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
そ
の
正
体
を
告
発
し

続
け
て
き
た
。
原
爆
に
自
ら
の
体
を
傷
付
け
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
わ
が
子
を
、
親
き
ょ
う
だ
い
を
奪

わ
れ
た
。
暮
ら
し
を
踏
み
に
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
壮
絶
な
記
憶
と
向
き
合
い
、
未
来
を
救
う
た
め
に
声

を
枯
ら
し
続
け
て
き
た
の
だ
。

　

そ
ん
な
彼
ら
の
姿
に
触
れ
る
た
び
、
バ
ト
ン
を
受
け
継
ぐ
の
は
私
た
ち
の
使
命
だ
、
と
の
思
い
は
増
し

て
い
っ
た
。
全
国
の
被
爆
者
の
平
均
年
齢
は
今
や
八
五
歳
を
超
え
た
。
無
論
、
戦
争
の
記
憶
が
あ
る
人
も

減
っ
て
い
る
。
一
方
、
米
国
の
科
学
誌
が
毎
年
発
表
す
る
「
終
末
時
計
」
の
残
り
時
間
は
、
わ
ず
か
九
〇

秒
。
一
九
四
七
年
の
創
設
以
来
最
も
短
く
な
っ
て
お
り
、
人
類
滅
亡
が
近
づ
い
て
い
る
、
と
の
見
方
も
あ

る
。
被
爆
者
の
訴
え
を
よ
り
広
く
、
よ
り
遠
く
ま
で
響
か
せ
な
け
れ
ば
と
、
焦
る
ば
か
り
だ
。

　

広
島
サ
ミ
ッ
ト
後
も
、
国
際
情
勢
は
動
き
続
け
て
い
る
。
戦
火
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
だ
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け
で
は
な
い
。
二
〇
二
三
年
一
〇
月
、
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ガ
ザ
地
区
を
実
効
支
配
す
る
イ
ス
ラ
ム
組
織
ハ
マ

ス
と
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
戦
闘
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
極
右
閣
僚
か
ら
は
、
ガ
ザ

地
区
へ
核
爆
弾
を
落
と
す
の
も
選
択
肢
の
一
つ
と
す
る
、
あ
ま
り
に
危
険
な
発
言
が
飛
び
出
し
た
。

　

足
元
の
動
き
も
見
逃
せ
な
い
。
岸
田
首
相
は
サ
ミ
ッ
ト
終
了
後
の
二
〇
二
三
年
七
月
、
前
述
し
た
欧
米

の
軍
事
同
盟
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
首
脳
会
合
に
参
加
し
た
。
二
〇
二
二
年
に
日
本
の
首
相
と
し
て
初
め
て
臨
み
、

二
年
連
続
の
出
席
と
な
っ
た
。
防
衛
費
の
強
化
に
も
ひ
た
走
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
に
足
並
み
を
そ
ろ
え
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
二
％
の
軍
事
費
を
確
保
す
る
と
決
定
し
た
。
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
増
税
す
る
方
針
ま
で
打

ち
出
し
て
い
る
。

　

や
は
り
、
私
た
ち
が
諦
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
原
爆
被
害
の
実
態
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
被
爆

者
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
そ
の
学
び
を
身
近
な
人
と
共
有
す
る
こ
と
…
…
。
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め

た
い
。
私
も
記
者
の
一
人
と
し
て
、
い
ま
だ
に
全
容
を
把
握
す
る
こ
と
す
ら
で
き
て
い
な
い
原
爆
の
惨
禍

に
つ
い
て
新
た
な
事
実
を
掘
り
起
こ
し
、
記
録
に
刻
む
努
力
を
続
け
る
。
被
爆
者
の
切
な
る
訴
え
を
発
信

し
、
共
感
の
輪
を
広
げ
た
い
。
併
せ
て
、
核
軍
縮
の
行
方
も
追
い
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
し
で
も

進
展
さ
せ
る
べ
く
、
働
き
か
け
を
続
け
よ
う
。
そ
れ
が
被
爆
地
の
新
聞
社
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
で
あ
る
に

違
い
な
い
。
あ
ら
た
め
て
、
そ
う
思
わ
さ
れ
た
サ
ミ
ッ
ト
だ
っ
た
。
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追
記　

本
稿
は
、
二
〇
二
三
年
一
二
月
一
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
、
長
崎
大

学
核
兵
器
廃
絶
研
究
セ
ン
タ
ー
（
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ｎ
Ａ
）、
中
国
新
聞
社
共
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
核
戦
争
の
危
機
と
被

爆
地
―
―
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
を
踏
ま
え
て
」
で
の
発
表
内
容
を
再
構
成
し
、
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

《
参
考
文
献
》

外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
」（https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/m
s/g7hs_s/page1_001673.htm

l 

二
〇

二
四
年
四
月
二
六
日
閲
覧
）

日
本
被
団
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
被
団
協
の
歴
史　

結
成
宣
言
＝
世
界
へ
の
挨
拶
」（https://w

w
w

.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/
about/about2-01.htm

l  
二
〇
二
四
年
四
月
二
六
日
閲
覧
）

《
よ
り
深
く
知
る
た
め
に
》

中
国
新
聞
デ
ジ
タ
ル
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
特
設
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w

.chugoku-np.co.jp/feature/sum
m

it2023

）

中
国
新
聞
デ
ジ
タ
ル
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
声
～
Ｎ
Ｏ 
Ｎ
Ｕ
Ｋ
Ｅ
Ｓ 

Ｎ
Ｏ 

Ｗ
Ａ
Ｒ
」（https://w

w
w

.chugoku-np.co.jp/
articles/-/307698

）

中
国
新
聞
社
ヒ
ロ
シ
マ
平
和
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w

.hiroshim
apeacem

edia.jp/?lang=ja

）
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第
４
章　

核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
概
観 

　
　
　
　
　

―
―
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
ま
で
（
講
演
録
）

山
田　

康
博

　

連
続
市
民
講
座
「
広
島
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
考
え
る
」
の
第
一
回
講
義
は
、
原
子
爆
弾
の
開
発
を

目
指
し
た
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
」
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
二
〇
二
二
年
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
開
始
し
た
国
の
指
導
者
が
、
核
兵
器
を

使
用
す
る
可
能
性
を
表
明
し
た
こ
と
の
歴
史
的
な
意
味
を
考
え
る
手
が
か
り
を
探
る
た
め
で
す
。

　

核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
を
、
冷
戦
期
と
冷
戦
が
終
わ
っ
た
後
と
い
う
二
つ
の
時
期
に
分
け
る
の
と
は
違
っ

て
、
私
は
そ
れ
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
お
話
し
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
最
初
の
第
一
期
は
一
九
三
八
年

か
ら
四
五
年
八
月
ま
で
で
す
。
一
九
三
八
年
に
原
子
核
が
分
裂
す
る
と
い
う
現
象
が
初
め
て
確
認
さ
れ
、
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一
九
四
五
年
八
月
に
、
日
本
の
広
島
と
長
崎
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
で
は
ア
メ
リ
カ
と
記
す
）
軍

が
原
爆
を
使
用
す
る
ま
で
で
す
。　

そ
れ
に
続
く
第
二
期
は
、
そ
の
原
爆
の
使
用
が
あ
っ
た
一
九
四
五
年
八

月
か
ら
七
〇
年
ま
で
で
す
。
一
九
七
〇
年
は
核
兵
器
不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
が
発
効
し
た
年
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
、
核
兵
器
を
大
量
に
保
有
し
て
い
た
大
国
の
間
に
新
し
い
関
係
が
で
き

あ
が
っ
た
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
の
第
三
期
は
一
九
七
〇
年
か
ら
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
時

期
で
す
。
冷
戦
が
終
わ
っ
た
後
に
も
続
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
の
で
、
第
三
期
を
冷
戦
前
と

冷
戦
後
で
区
切
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
時
期
と
し
て
扱
い
ま
す
。

１　

核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
第
一
期
（
一
九
三
八
年
か
ら
四
五
年
八
月
）

　

そ
れ
で
は
、
核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
第
一
期
（
一
九
三
八
年
か
ら
四
五
年
八
月
ま
で
）
に
つ
い
て
お
話
し

し
ま
す
。
こ
の
講
義
で
扱
う
核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
は
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
イ
ギ

リ
ス
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
原
子
爆
弾
の
開
発
や
日
本
に
対
す
る
そ
の
使
用
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た

か
ら
で
す
。
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
帝
国
戦
争
史
博
物
館
が
広
島
に
投
下
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
型
の
原
子
爆
弾

を
展
示
し
て
い
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
原
子
爆
弾
の
開
発
や
日
本
に
対
す
る
使
用
へ
の
関
わ
り
を
示
唆
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
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一
九
世
紀
の
終
わ
り
に
放
射
線
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
大
き
く
発
展
し
た
原
子
物
理
学
の
分
野
で
、
二
〇

世
紀
の
前
半
に
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
拠
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
で
し
た
。
ア
ー
ネ
ス
ト
・

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
と
い
う
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
科
学
者
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
研
究
を
進
め
た

結
果
、
放
射
性
元
素
が
崩
壊
す
る
と
い
う
現
象
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
の
か
を
一
九
〇
三
年
に
解
明

し
ま
し
た
。
そ
の
解
明
が
意
味
し
た
の
は
、
原
子
核
は
不
変
で
は
な
く
、
変
化
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

そ
の
研
究
に
対
し
て
、
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
贈
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
一
九
二
〇
年
代

の
初
め
頃
に
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
、
原
子
核
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
陽
子
を
発
見
し
ま
す
。
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
指
導
を
受
け
た
学
生
の
一
人
が
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
で

し
た
。
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
原
子
核
を
構
成
す
る
も
う
一
つ
の
要
素
で
あ
る
中
性
子
を
一
九
三
二
年
に

発
見
し
て
、
そ
の
発
見
に
よ
り
一
九
三
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
ま
す
。

　

一
九
三
三
年
に
ド
イ
ツ
で
政
権
を
握
っ
た
ナ
チ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
弾
圧
を
始
め
る
と
、
弾
圧
を

逃
れ
て
ド
イ
ツ
か
ら
海
外
へ
渡
る
科
学
者
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
科
学
者
た
ち
が
向
か
っ
た
先
の
一
つ

が
イ
ギ
リ
ス
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
た
亡
命
科
学
者
た
ち
の
中
の
一
人
が
レ
オ
・
シ
ラ
ー
ド
と
い
う
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
生
ま
れ
の
物
理
学
者
で
し
た
。
シ
ラ
ー
ド
は
ド
イ
ツ
で
ア
ル
バ
ー
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
指
導
の
下
で
博
士
号
の
学
位
を
取
っ
た
科
学
者
で
す
。
一
九
三
三
年
九
月
に
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
て
い
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た
シ
ラ
ー
ド
は
、
原
子
核
の
分
裂
が
連
鎖
的
に
起
こ
る
可
能
性
に
思
い
至
っ
た
最
初
の
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
人
と
し
て
初
め
て
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
物
理
学
者
の
湯
川
秀
樹
が
、
一
九
四
九
年
に
ノ
ー
ベ

ル
賞
を
授
与
さ
れ
た
研
究
の
成
果
は
、
彼
が
一
九
三
四
年
に
発
表
し
た
中
間
子
に
つ
い
て
の
論
文
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
一
九
三
〇
年
代
に
原
子
物
理
学
の
分
野
で
は
、
次
々
と
新
し
い
発
見
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

原
子
核
分
裂
の
確
認
か
ら
原
子
爆
弾
の
開
発
へ

　

理
論
的
に
は
そ
の
可
能
性
が
予
想
さ
れ
て
い
た
原
子
核
の
分
裂
が
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

た
実
験
を
、
オ
ッ
ト
ー
・
ハ
ー
ン
と
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ト
ラ
ス
マ
ン
い
う
二
人
の
化
学
者
が
一
九
三
八
年

一
二
月
に
ド
イ
ツ
で
行
な
い
ま
し
た
。
し
か
し
彼
ら
に
は
、
そ
の
実
験
で
得
ら
れ
た
結
果
が
い
っ
た
い
ど

う
い
う
現
象
で
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
ハ
ー
ン
は
、
彼
の
下
で
助

手
を
長
い
間
務
め
、
そ
の
当
時
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
亡
命
し
て
い
た
物
理
学
者
リ
ー
ゼ
・
マ
イ
ト
ナ
ー
に
、

そ
の
実
験
で
得
た
結
果
を
手
紙
で
知
ら
せ
て
相
談
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
マ
イ
ト
ナ
ー

は
、
や
は
り
物
理
学
者
で
あ
る
甥
の
オ
ッ
ト
ー
・
フ
リ
ッ
シ
ュ
と
一
緒
に
そ
の
実
験
結
果
に
つ
い
て
検
討

し
て
、
そ
れ
が
ウ
ラ
ン
の
原
子
核
分
裂
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
理
論
的
に
解

明
し
た
の
で
し
た
。
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
理
論
的
な
分
析
で
し
た
。
な
お
、
ハ
ー
ン
は
こ
の
原
子
核
分
裂
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の
発
見
に
よ
っ
て
後
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
ま
す
が
、
ハ
ー
ン
が
観
測
し
た
現
象
が
原
子
核
分
裂
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
理
論
的
に
解
明
し
た
マ
イ
ト
ナ
ー
は
受
賞
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

原
子
核
分
裂
が
実
際
に
起
こ
る
こ
と
を
ド
イ
ツ
の
科
学
者
た
ち
が
発
見
し
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
科
学

者
た
ち
が
原
子
核
分
裂
を
利
用
す
る
爆
弾
で
あ
る
原
子
爆
弾
の
開
発
を
始
め
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

懸
念
を
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
三
九
年
八
月
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
原
爆
の
開
発
に
警

戒
心
を
強
め
た
シ
ラ
ー
ド
は
（
彼
は
そ
の
頃
ア
メ
リ
カ
に
い
ま
し
た
）、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
依
頼
し
て
ド
イ

ツ
が
原
爆
開
発
を
進
め
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
に
対
し
て

警
告
す
る
書
簡
を
書
い
て
、
そ
れ
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
署
名
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
大
統
領
が
そ
の
書
簡
を
目
に
し
た
の
は
、
一
九
三
九
年
九
月
に
ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
攻
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
一
カ
月
後
の
こ
と
で
し
た
。

　

ア
メ
リ
カ
よ
り
も
先
に
イ
ギ
リ
ス
が
、
原
子
爆
弾
を
開
発
す
る
こ
と
が
実
際
に
可
能
か
ど
う
か
の
検
討

を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
で
あ
る
「
モ
ー
ド
委
員
会
報
告
書
」
が
、
一
九
四
一
年
七
月
に
イ
ギ
リ
ス
政

府
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
（Gow

ing 1964: 394-436
）。

　

そ
の
報
告
書
が
報
告
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
し
た
。
そ
の
時
戦
わ
れ
て
い
た
戦
争
（
第
二
次
世

界
大
戦
）
が
終
わ
る
ま
で
に
ウ
ラ
ン
を
爆
発
原
料
と
す
る
原
子
爆
弾
の
開
発
が
実
現
で
き
る
だ
ろ
う
、
そ
し
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て
そ
の
原
子
爆
弾
の
開
発
が
そ
の
戦
争
の
行
方
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

た
だ
ち
に
原
子
爆
弾
の
開
発
に
着
手
す
れ
ば
そ
の
時
ま
さ
に
戦
わ
れ
て
い
た
戦
争
が
終
わ
る
ま
で
に
開
発

が
で
き
る
、
と
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
対
し
て
報
告
し
た
の
で
し
た
。

　

モ
ー
ド
委
員
会
の
報
告
を
受
け
た
翌
月
の
一
九
四
一
年
八
月
に
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
首
相
だ
っ
た
ウ
ィ

ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
原
子
爆
弾
の
開
発
に
着
手
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
す
。
そ
の

時
ア
メ
リ
カ
は
ま
だ
、
原
子
爆
弾
が
開
発
可
能
な
の
か
ど
う
か
を
十
分
に
検
討
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
ま
し

て
や
原
爆
を
開
発
す
る
決
定
を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
先
に
、
原
爆
を

開
発
す
る
決
定
を
下
し
た
わ
け
で
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
政
府
は
モ
ー
ド
委
員
会
の
報
告
を
受
け
取
っ
た
後
、
一
九
四
一
年
一
〇
月
に
そ
の
内
容
を
ア

メ
リ
カ
側
に
伝
え
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
独
自
に
原
子
爆
弾
の
開
発
が
理
論
的
に
、

そ
し
て
現
実
的
に
可
能
な
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
検
討
作
業
を
半
年
以

上
続
け
た
後
、
一
九
四
二
年
六
月
に
科
学
者
た
ち
は
原
子
爆
弾
の
開
発
が
可
能
で
あ
る
、
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ

ル
ト
大
統
領
に
報
告
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
原
爆
を
開
発
す
る
と
い

う
決
定
を
下
し
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
原
爆
開
発
計
画
（
通
称
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
」）
を
ア
メ
リ
カ
陸
軍
が
中

心
と
な
っ
て
進
め
始
め
ま
す
。



第４章　核兵器をめぐる歴史の概観

75

　

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
と
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
チ
ル
首
相
は
、
原
爆
開
発
を
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス

の
共
同
事
業
と
し
て
進
め
る
こ
と
に
合
意
し
ま
す
。
実
際
に
は
原
爆
の
開
発
で
イ
ギ
リ
ス
が
先
行
し
て
い

ま
し
た
が
、
ド
イ
ツ
と
の
戦
争
に
直
面
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
本
土
が
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
爆
撃
に
さ
ら

さ
れ
、
原
爆
開
発
に
あ
て
る
費
用
も
不
十
分
で
し
た
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
い
た
科

学
者
た
ち
を
ア
メ
リ
カ
に
送
り
込
ん
で
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
」
に
協
力
さ
せ
る
と
い
う
態
勢
を
取
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
加
わ
っ
た
科
学
者
た
ち
を
率
い
た
の
が
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
中

性
子
の
発
見
者
で
あ
る
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
で
し
た
。

　
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
」
が
始
ま
っ
て
か
ら
二
年
ほ
ど
が
過
ぎ
た
一
九
四
四
年
九
月
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト

大
統
領
と
チ
ャ
ー
チ
ル
首
相
が
、
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ハ
イ
ド
パ
ー
ク
に
あ
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
大
統
領
が
育
っ
た
家
で
会
談
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
の
時
に
チ
ャ
ー
チ
ル
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
合
意
し

た
事
項
と
し
て
書
き
記
さ
れ
た
文
書
が
、「
ハ
イ
ド
パ
ー
ク
覚
書
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
（U

.S. D
epart-

m
ent of State 1960: 1371

）。
そ
こ
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
た
後
も
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
と

の
間
で
の
原
子
爆
弾
の
共
同
開
発
、
な
ら
び
に
原
子
力
の
商
業
利
用
に
つ
い
て
の
協
力
関
係
を
続
け
て
い

く
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
ほ
か
に
原
爆
の
使
用
に
つ
い
て
、「
原
爆
が
利
用
可
能
に
な
っ
た
時
に
は
、
熟
慮
の
あ
と
で
、
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お
そ
ら
く
は
日
本
人
に
対
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
も
記
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
そ

れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
実
は
研
究
者
の
間
で
見
解
が
一
致
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
覚
書
は
日
本
に
対
し
て
原
爆
を
使
用
す
る
こ
と
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
と
チ
ャ
ー
チ
ル
首
相
が

合
意
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
、
と
す
る
解
釈
が
あ
り
ま
す
（
荒
井 1985: 35-36

）。
し
か
し
一
九
四
四
年

九
月
の
時
点
で
、
原
爆
開
発
の
見
通
し
は
立
ち
つ
つ
あ
り
ま
し
た
が
、
原
爆
を
使
う
の
か
ど
う
か
、
使
う

と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
使
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
明
確
に
決
定
し
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
覚
書
は
、
原
爆
を
日
本
人
に
対
し
て
使
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
合
意
内
容

が
意
味
す
る
も
の
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
お
話
し
し
ま
し
た
一
九
三
八
年
か
ら
四
五
年
八
月
ま
で
の
核
兵
器
を
め
ぐ
る
第
一
期
が
、

ど
う
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
次
の
二
つ
に
な
り
ま
す
。

　

一
つ
は
、
核
兵
器
を
開
発
す
る
と
い
う
決
定
は
、
そ
の
時
戦
わ
れ
て
い
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
中
で
核

兵
器
を
使
用
す
る
可
能
性
を
前
提
と
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
核
兵
器
の
開
発
が

可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
〇
年
か
二
〇
年
と
い
う
長
い
時
間
が
必
要
で
あ
る
と
そ
の
時
の
科
学
者
た
ち

が
考
え
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
い
ま
戦
わ
れ
て
い
る
戦
争
で
の
利
用
に
間
に
合
い
ま
せ
ん
の
で
、
原

爆
開
発
を
見
送
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
私
は
考
え
ま
す
。
原
爆
を
そ
の
時
の
戦
争
で
使
う
可
能
性
が
あ
る
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か
ら
開
発
す
る
の
だ
と
い
う
論
理
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

二
つ
目
の
特
徴
は
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
と
い
う
意
図
の
表
明
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
核
兵
器
の
存
在
、
あ
る
い
は
開
発
を
進
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
す
ら
も
全
て
秘
密
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
第
二
期
以
降
の
時
代
と
は
異
な
っ
て
い
る
点
で
し
た
。

２　

核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
第
二
期
（
一
九
四
五
年
八
月
か
ら
七
〇
年
）

　

続
き
ま
し
て
は
、
核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
第
二
期
で
す
。
原
爆
を
ア
メ
リ
カ
が
使
用
し
た
一
九
四
五

年
八
月
か
ら
七
〇
年
ま
で
が
こ
の
第
二
期
に
該
当
し
ま
す
。
こ
の
時
期
に
は
、
次
の
三
つ
の
こ
と
が
新
し

い
特
徴
と
し
て
現
れ
て
き
ま
し
た
。

　

一
つ
目
が
、
相
互
確
証
破
壊
状
況
と
い
う
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の

出
来
上
が
っ
た
状
況
が
、
一
九
七
〇
年
以
後
の
第
三
期
に
か
け
て
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
二
つ

目
が
、
核
兵
器
不
拡
散
条
約
体
制
の
成
立
で
す
。
こ
れ
が
第
二
期
に
出
来
上
が
っ
て
い
っ
て
、
第
三
期
に

存
続
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
三
つ
目
が
、
国
際
危
機
や
武
力
紛
争
が
起
こ
っ
た
際
に
、
核
兵
器
を
使
用

す
る
意
図
の
表
明
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
特
徴
も
第
三
期
に
引
き
続
い
て
見
ら
れ
ま
す
。
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核
兵
器
軍
備
の
拡
大
競
争

　

第
二
期
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
当
時
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
と
の
間
で
、
核
兵
器
の
開
発
や
核
兵
器
軍
備
の
拡

大
が
、
ま
る
で
競
争
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、
ア
メ
リ

カ
が
原
爆
を
独
占
す
る
と
い
う
状
態
が
四
年
間
続
い
た
後
、
一
九
四
九
年
八
月
に
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
原
子

爆
弾
の
爆
発
実
験
に
成
功
し
て
、
二
つ
目
の
核
兵
器
保
有
国
に
な
り
ま
す
。
そ
の
二
カ
月
後
の
一
〇
月
に

は
、
共
産
党
が
政
権
の
座
に
着
い
た
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
で
は
中
国
と
記
す
）
が
発
足
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
国
際
情
勢
の
変
化
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
は
安
全
保
障
政
策
の
見
直
し
に
着
手
し
、
そ
の
結
果
と
し

て
水
素
爆
弾
の
開
発
を
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
が
決
定
し
ま
す
。
そ
れ
は
一
九
五
〇
年
一
月
の
こ
と
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
原
子
爆
弾
の
開
発
か
ら
数
年
後
の
一
九
五
〇
年
代
に
入
り
ま
す
と
、
原
子
爆
弾
よ
り
も
さ

ら
に
大
き
な
破
壊
力
を
持
っ
た
水
素
爆
弾
の
時
代
へ
と
世
界
は
移
っ
て
い
き
ま
す
（
原
子
爆
弾
が
原
子
核
の
分

裂
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
出
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
水
素
爆
弾
は
原
子
核
の
融
合
を
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
出
で
す
）。
一
九

五
〇
年
代
に
三
つ
の
国
が
水
素
爆
弾
の
爆
発
実
験
に
成
功
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
は
一
九
五
二
年
一
一
月
、

そ
れ
に
続
い
て
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
一
九
五
三
年
八
月
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
五
七
年
五
月
、
そ
れ
ぞ

れ
水
素
爆
弾
の
爆
発
実
験
に
成
功
し
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
九
五
二
年
に
原
子
爆
弾
の
爆
発
実
験
に
成

功
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
原
子
爆
弾
の
開
発
に
成
功
し
た
国
が
そ
の
順
番
と
同
じ
く
水
素
爆
弾
の
開
発
に
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も
成
功
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
九
五
〇
年
代
に
は
、
核
兵
器
の
爆
発
力
が
大
き
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
長
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル

が
核
弾
頭
を
運
搬
す
る
手
段
の
主
役
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
九
五
七
年
に
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
人
類
初
の

人
工
衛
星
で
あ
る
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
１
号
を
打
ち
上
げ
た
時
、
そ
の
技
術
が
長
距
離
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
打

ち
上
げ
る
技
術
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
世
界
は
い
よ
い
よ
核
弾
頭
を
登
載
し
た
長
距
離
弾

道
ミ
サ
イ
ル
の
時
代
へ
と
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
両
国
は
、
相
次
い
で
戦
略

核
兵
器
の
三
本
柱
を
整
備
し
、
そ
れ
を
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
戦
略
核
兵
器
と
は
、
大
陸
間
の
よ
う
な

長
い
距
離
を
移
動
す
る
運
搬
手
段
の
利
用
に
よ
っ
て
相
手
国
の
本
土
を
攻
撃
で
き
る
核
兵
器
の
こ
と
を
言

い
ま
す
。

　

そ
の
三
本
柱
の
一
つ
目
は
、
核
弾
頭
を
積
ん
だ
地
上
発
射
の
大
陸
間
を
飛
行
で
き
る
長
距
離
の
弾
道
ミ

サ
イ
ル
で
す
。
こ
れ
を
英
語
で
は
略
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
二
つ
目
の
柱
は
、
同
じ
く
核
弾

頭
を
積
ん
だ
長
距
離
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
な
の
で
す
が
、
地
上
か
ら
で
は
な
く
潜
水
艦
か
ら
発
射
す
る
も
の

で
す
。
潜
水
艦
が
海
中
に
潜
っ
た
状
態
の
ま
ま
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
て
、
相
手
国
の
本
土
を
攻
撃
で

き
る
長
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル
で
す
。
そ
し
て
三
本
目
の
柱
が
、
長
距
離
飛
行
し
て
核
爆
弾
を
投
下
す
る
こ
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と
が
で
き
る
戦
略
爆
撃
機
（
重
爆
撃
機
と
も
言
い
ま
す
）
で
す
。
こ
れ
ら
三
種
類
の
運
搬
手
段
を
使
う
核
兵
器

を
、
ま
と
め
て
戦
略
核
兵
器
の
三
本
柱
と
呼
び
ま
す
。

　

長
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル
な
ど
の
運
搬
手
段
の
拡
大
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
運
ぶ
核
弾
頭
や
核
爆
弾

の
数
も
増
加
し
て
い
き
ま
し
た
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
国
際
平
和
研
究
所
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
五
年

か
ら
七
〇
年
の
間
に
、
ア
メ
リ
カ
が
保
有
し
て
い
た
戦
略
核
兵
器
の
運
搬
手
段
の
合
計
数
は
一
九
七
六
か

ら
二
一
九
九
に
増
え
た
一
方
で
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
保
有
し
て
い
た
そ
の
数
は
四
一
七
か
ら
一
八
六
二
へ

と
四
倍
以
上
に
増
加
し
ま
し
た
。
戦
略
核
兵
器
用
の
核
弾
頭
あ
る
い
は
核
爆
弾
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
九

六
七
年
か
ら
七
〇
年
の
間
に
、
ア
メ
リ
カ
の
保
有
数
が
四
五
〇
〇
か
ら
四
〇
〇
〇
に
減
少
し
た
一
方
で
、

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
保
有
数
は
一
〇
〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
へ
と
増
え
た
の
で
し
た
（SIPRI 1974: 106-107

）。

相
互
確
証
破
壊
状
況
の
出
現

　

こ
の
よ
う
に
、
核
弾
頭
や
核
爆
弾
の
数
の
増
加
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
運
ぶ
運
搬
手
段
の
数
的
な
増
大

や
技
術
革
新
が
あ
っ
た
結
果
、
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
に
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
ど
ち

ら
も
、
た
と
え
先
制
攻
撃
を
か
け
た
と
し
て
も
相
手
が
持
っ
て
い
る
核
兵
器
戦
力
の
す
べ
て
を
破
壊
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
先
制
攻
撃
を
受
け
た
側
が
破
壊
さ
れ
ず
に
残
っ
た
核
兵
器
戦
力
を
使
っ
て
報
復
攻
撃
を
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
制
攻
撃
を
か
け
た
側
に
と
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
規
模
の
壊
滅
的
な
損
害
を

与
え
る
能
力
を
手
に
し
た
の
で
し
た
。
別
の
こ
と
ば
で
言
う
と
そ
れ
は
、「
相
互
確
証
破
壊
」
の
状
況
が
現

実
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
規
模
の
損
害
を
与
え
る
能
力
と
は
、
い
っ
た
い
ど
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
の
損
害
を

与
え
る
能
力
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
一
九
六
三
年
十
二
月
に
ア
メ
リ
カ
の
ロ
バ
ー

ト
・
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
が
リ
ン
ド
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
宛
に
作
成
し
た
覚
書
の
草
稿
に
よ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
能
力
と
は
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
先
制
攻
撃
を
か
け
て
き
た
後
に
ア
メ
リ
カ
が
行
な
う
核
兵
器

に
よ
る
報
復
攻
撃
で
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
人
口
の
三
〇
％
、
産
業
力
の
五
〇
％
お
よ
び
同
国
に
あ
る
一
五

〇
の
都
市
を
破
壊
す
る
能
力
で
し
た
（U

.S. D
epartm

ent of State 1996: 545-564

）。

　

現
実
の
も
の
と
な
っ
た
相
互
確
証
破
壊
の
状
況
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
も
ソ
ビ
エ
ト
連

邦
も
利
益
を
見
い
だ
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
反
映
し
て
い
た
の
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
両
国
に
間
で
結
ば

れ
た
三
つ
の
取
り
決
め
で
し
た
。

　

そ
の
一
つ
が
、
一
九
七
二
年
に
結
ば
れ
た
第
一
次
戦
略
兵
器
制
限
協
定
で
、
そ
れ
は
「
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ⅰ
協

定
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
協
定
と
一
緒
に
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
首
脳
が
署
名
し
た
取
り
決
め
が
、
対
弾
道
弾
迎
撃
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ミ
サ
イ
ル
制
限
条
約
、
別
名
Ａ
Ｂ
Ｍ
制
限
条
約
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
相
手
側
が
撃
っ
て
く

る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
迎
撃
す
る
ミ
サ
イ
ル
の
配
備
に
制
限
を
お
互
い
に
設
け
た
取
り
決
め
で
し
た
。
相
手

が
報
復
攻
撃
と
し
て
発
射
す
る
核
弾
頭
付
き
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
迎
撃
を
あ
ま
り
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

相
手
が
確
実
に
報
復
で
き
る
状
態
を
お
互
い
に
認
め
あ
え
ば
、
核
兵
器
を
使
っ
た
先
制
攻
撃
を
ど
ち
ら
も

し
な
く
な
る
で
し
ょ
う
と
い
う
考
え
に
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
も
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
も
同
意
し
て
、
こ
の
条
約

に
署
名
し
た
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
三
つ
目
の
取
り
決
め
が
、
一
九
七
九
年
に
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
首
脳
が
署
名
し
た
第

二
次
戦
略
兵
器
制
限
条
約
、
別
名
「
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ⅱ
条
約
」
で
し
た
。
た
だ
し
、
一
九
七
九
年
十
二
月
に
起

こ
っ
た
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
略
が
主
な
原
因
と
な
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
が

こ
の
条
約
を
批
准
す
る
こ
と
は
（
し
た
が
っ
て
こ
の
条
約
が
発
効
す
る
こ
と
も
）
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
も
あ

れ
、
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
は
、
一
九
七
〇
年
代
を
通
じ
て
相
互
の
確
証
破
壊
状
況
を

維
持
す
る
こ
と
に
合
意
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

核
兵
器
不
拡
散
条
約
体
制
の
成
立

　

核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
第
二
期
、
一
九
四
五
年
八
月
か
ら
七
〇
年
ま
で
を
特
徴
付
け
る
二
つ
目
の
も
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の
は
、
核
兵
器
不
拡
散
条
約
体
制
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
こ
と
で
し
た
。
そ
の
条
約
体
制
の
も
と
と
な
っ

た
の
は
核
兵
器
不
拡
散
条
約
で
し
た
。
一
九
六
八
年
七
月
に
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦

が
共
同
で
作
成
し
た
条
約
文
書
に
署
名
し
、
そ
の
条
約
を
他
国
に
よ
る
署
名
の
た
め
に
開
放
し
ま
し
た
。

そ
の
後
多
く
の
国
が
そ
れ
に
署
名
し
て
、
一
九
七
〇
年
三
月
に
こ
の
条
約
は
発
効
し
ま
し
た
。
い
ま
世
界

に
は
お
よ
そ
二
〇
〇
の
国
・
地
域
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
一
九
一
の
国
・
地
域
が
こ
の
条
約

に
加
わ
っ
て
い
ま
す
（
日
本
が
こ
の
条
約
に
署
名
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
二
月
、
批
准
は
そ
の
六
年
後
の
こ
と
で
し
た
）。

　

核
兵
器
不
拡
散
条
約
は
三
つ
の
目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
第
一
に
、
核
兵
器
を
持
つ
国
が
増
え
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
核
兵
器
の
不
拡
散
。
そ
れ
は
言
い
換
え
る
と
水
平
的
拡
散
の
防
止
で
す
。

第
二
に
、
原
子
力
の
商
業
利
用
あ
る
い
は
平
和
利
用
を
こ
の
条
約
の
締
約
国
に
保
障
す
る
こ
と
で
す
。
第

三
に
、
核
兵
器
国
に
よ
る
核
兵
器
削
減
交
渉
へ
の
関
与
で
す
。
核
兵
器
の
削
減
を
義
務
付
け
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
核
兵
器
国
」
に
核
兵
器
を
削
減
す
る
た
め
の
交
渉
を
誠
実
に
行
な
う
と
い
う
義
務

を
課
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
約
は
「
核
兵
器
国
」
を
一
九
六
七
年
一
月
一
日
以
前
に
核
兵
器
を
保
有
し
た
国
と
定
義
し
て
い

て
、
具
体
的
に
は
ア
メ
リ
カ
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
中
国
の
五
つ
の
国
だ
け
が
そ

れ
に
該
当
し
ま
す
。
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核
兵
器
不
拡
散
条
約
は
、
実
は
そ
の
内
容
に
不
平
等
な
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、

核
兵
器
国
以
外
は
核
兵
器
を
保
有
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
核
兵
器
不
拡
散
条
約
の
締
約
国
に
な
る

と
、
核
兵
器
を
開
発
し
た
り
、
保
有
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
他
方
で
、
核
兵
器
国
は
す
で
に
核
兵
器

を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
核
兵
器
の
所
有
は
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
差
別
が
あ
る
の
で

す
が
、
こ
の
条
約
に
加
盟
し
て
い
る
国
々
は
そ
の
差
別
を
受
け
入
れ
て
、
こ
の
条
約
に
加
わ
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

　

核
兵
器
不
拡
散
条
約
体
制
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
い
く
つ
か
の
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、

一
九
六
〇
年
代
初
め
に
核
兵
器
保
有
国
の
数
が
今
後
増
え
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
懸
念
が

高
ま
っ
た
こ
と
で
し
た
。
実
際
に
、
核
兵
器
を
持
つ
国
は
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
、
ソ
ビ
エ
ト

連
邦
、
イ
ギ
リ
ス
に
続
い
て
、
一
九
六
〇
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
が
、
一
九
六
四
年
に
は
中
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ

核
兵
器
開
発
に
成
功
し
ま
す
。
さ
ら
に
イ
ス
ラ
エ
ル
も
、
正
確
な
こ
と
は
不
明
で
す
が
、
一
九
六
七
年
頃

に
核
兵
器
開
発
に
成
功
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

核
兵
器
不
拡
散
条
約
体
制
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
う
一
つ
の
背
景
は
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト

連
邦
の
両
国
が
共
に
、
当
時
の
西
ド
イ
ツ
が
独
自
の
核
兵
器
を
保
有
す
る
こ
と
に
対
し
て
懸
念
を
持
っ
て

い
た
こ
と
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
西
ド
イ
ツ
が
独
自
の
核
兵
器
を
保
有
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
北
大
西
洋
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条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
西
ド
イ
ツ
に
核
兵
器
へ
の
関
与
を
与
え
つ
つ
、
し
か
し
な

が
ら
西
ド
イ
ツ
が
独
自
の
核
兵
器
を
持
つ
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
道
を
模
索
し
て
い
ま
し
た
。

他
方
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
れ
西
ド
イ
ツ
が
核
兵
器
に
関
与
す
る
こ
と
や
、
西

ド
イ
ツ
国
内
に
核
兵
器
が
配
備
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
反
対
し
て
き
ま
し
た
。

　

中
国
が
一
九
六
四
年
に
核
爆
発
実
験
を
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
は
核
兵
器
不
拡
散
政
策
を
見

直
し
て
、
政
策
を
転
換
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
西
ド
イ
ツ
に
よ
る
独
自
の
核
兵
器
の
保
有
を
防
ぐ
だ
け
で

は
な
く
、
世
界
規
模
で
の
核
兵
器
保
有
国
の
増
加
を
防
ぐ
と
い
う
体
制
づ
く
り
を
目
指
す
方
向
へ
と
政
策

転
換
を
図
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
核
兵
器
不
拡
散
体
制
が
つ
く
り
だ
さ
れ
、
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
し

た
。核

兵
器
を
使
用
す
る
意
図
の
表
明

　

核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
第
二
期
、
一
九
四
五
年
八
月
か
ら
七
〇
年
ま
で
の
時
期
に
特
徴
的
で
あ
っ
た

三
つ
目
の
点
は
、
国
際
危
機
や
武
力
紛
争
に
際
し
て
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
意
図
を
表
明
す
る
核
兵
器
保

有
国
の
指
導
者
が
い
た
こ
と
で
し
た
。
核
兵
器
を
使
用
す
る
意
図
が
表
明
さ
れ
た
事
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
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よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

核
兵
器
を
使
用
す
る
意
図
の
表
明
に
は
、
暗
示
的
・
明
示
的
と
い
う
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。

暗
示
的
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
言
葉
で
明
確
に
核
兵
器
を
使
う
と
言
う
わ
け
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
行

動
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
意
図
を
相
手
側
に
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
明
示
的
な
事
例
の

場
合
で
あ
っ
て
も
、
核
兵
器
を
使
う
と
明
言
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
使
え
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
（
暗
に
核
兵
器
も

そ
こ
に
含
め
て
い
る
こ
と
を
に
お
わ
せ
て
）
を
使
う
と
い
う
よ
う
に
、
ぼ
か
し
た
か
た
ち
で
核
兵
器
を
使
用
す
る

意
図
を
表
明
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
最
初
に
挙
げ
ま
す
の
は
、
一
九
四
八
年
か
ら
四
九
年
に
起
こ
っ
た
「
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
」
と
い
う
事

件
の
時
に
ア
メ
リ
カ
が
取
っ
た
行
動
で
す
。
当
時
、
東
ド
イ
ツ
の
域
内
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
の
占
領
地
域
が
ベ
ル
リ
ン
の
西
側
の
部
分
、
西
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
地
域
で
し
た
。
そ
の
西
ベ
ル

リ
ン
へ
の
交
通
手
段
の
ほ
と
ん
ど
を
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
封
鎖
し
、
残
る
は
航
空
路
だ
け
と
い
う
状
態
に
し

て
し
ま
っ
た
の
が
こ
の
事
件
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ハ
リ
ー
・
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
、
こ
の
事
件
が
起

こ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
ア
メ
リ
カ
本
国
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
基
地
に
Ｂ
29
長
距
離

爆
撃
機
を
数
十
機
移
送
さ
せ
ま
し
た
。
当
時
は
原
爆
を
運
搬
す
る
手
段
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
は
爆
撃

機
だ
け
で
し
た
。
原
爆
を
攻
撃
目
標
ま
で
運
搬
す
る
手
段
で
あ
る
Ｂ
29
を
ア
メ
リ
カ
本
国
か
ら
イ
ギ
リ
ス
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に
公
然
と
移
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
危
機
が
も
し
戦
争
に
な
っ
た
場
合
に
は
ア
メ
リ
カ
は
原
爆
を

使
う
と
い
う
姿
勢
を
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
対
し
て
示
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
暗
示
的
に
核
兵
器
を
使
用
す

る
意
図
を
示
し
た
例
と
な
り
ま
し
た
。

　

二
つ
目
の
例
は
朝
鮮
戦
争
の
時
で
す
。
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
っ
て
半
年
ほ
ど
過
ぎ
た
一
九
五
〇
年
一
一
月

終
わ
り
に
、
中
国
の
義
勇
軍
が
朝
鮮
半
島
で
の
戦
闘
に
参
加
し
、
ア
メ
リ
カ
軍
を
そ
の
中
心
と
す
る
国
連

軍
が
窮
地
に
立
た
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
時
に
ア
メ
リ
カ
の
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
が
、
記
者

会
見
の
席
で
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
が
取
る
「
必
要
な
手
段
の
中
に
は
我
々
が
も
つ
す
べ
て

の
兵
器
が
含
ま
れ
て
い
る
」
し
、「
核
兵
器
の
使
用
に
つ
い
て
積
極
的
な
検
討
が
常
に
さ
れ
て
き
た
」
と
述

べ
た
の
で
し
た
（Public Papers of the Presidents: T

rum
an; 1950

）。

　

三
つ
目
の
例
は
一
九
五
六
年
に
起
こ
っ
た
ス
エ
ズ
戦
争
の
時
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
と

も
に
エ
ジ
プ
ト
を
侵
略
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
ニ
コ
ラ
イ
・
ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン
首
相

が
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ま
し
た
。
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
は
軍
事
力
に
訴
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
現
代

的
で
破
壊
的
な
兵
器
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
強
力
な
国
家
が
、
ロ
ケ
ッ
ト
技
術
を
活
用
し
て
イ
ギ
リ
ス

を
攻
撃
し
た
と
し
た
ら
イ
ギ
リ
ス
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
か
、
と
（Eden: 554

）。

　

続
い
て
四
つ
目
の
例
で
す
が
、
一
九
六
二
年
一
〇
月
に
緊
迫
し
た
危
機
を
迎
え
た
「
キ
ュ
ー
バ
・
ミ
サ
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イ
ル
危
機
」
に
際
し
て
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
は
、「
キ
ュ
ー
バ
か
ら
発
射
さ
れ
る

ミ
サ
イ
ル
が
西
半
球
に
あ
る
ど
こ
か
の
国
に
向
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
全
て
の
手
段
を
取
っ
て
報

復
措
置
を
取
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
る
と
み
な
す

こ
と
が
こ
の
国
の
政
策
で
あ
る
」
と
、
ラ
ジ
オ
と
テ
レ
ビ
の
放
送
演
説
の
中
で
述
べ
て
警
告
を
発
し
ま
し

た
（Chang and K

ornbluh 1992: 163

）。「
核
兵
器
」
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
全
て
の
手
段
」
と
言
う

こ
と
に
よ
っ
て
核
兵
器
を
使
う
意
思
を
表
明
し
た
わ
け
で
す
。

　

最
後
に
挙
げ
る
も
う
一
つ
の
例
は
、
ア
メ
リ
カ
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
で
す
。
一
九
六
九

年
一
月
に
政
権
の
座
に
着
い
た
同
大
統
領
に
は
、
当
時
ア
メ
リ
カ
が
戦
っ
て
い
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
終
結

さ
せ
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
強
い
態
度
を
見
せ
よ
う
、
し
か
も
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
は
正
気
を
失
っ

て
い
る
ら
し
い
、
と
相
手
に
思
わ
せ
た
い
と
い
う
希
望
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
目
的
か
ら
臨
戦

態
勢
の
強
化
を
行
な
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
ま
さ
に
い
ま
核
兵
器
を
用
い
る
戦
争
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
の

だ
と
相
手
側
に
印
象
づ
け
て
屈
服
さ
せ
よ
う
、
と
意
図
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
言
葉
で
は
何
も
言
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
意
図
が
ア
メ
リ
カ
に

あ
る
こ
と
を
暗
示
的
に
示
し
た
の
で
し
た
（Burr and K

im
ball 2015

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
八
月
か
ら
七
〇
年
ま
で
の
間
に
、
何
度
も
核
兵
器
を
使
用
す
る
意
図
が
表
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明
さ
れ
ま
し
た
。

　

核
兵
器
を
保
有
し
て
い
る
国
が
核
兵
器
を
使
用
す
る
意
図
を
表
明
す
る
の
は
、
核
兵
器
に
基
づ
く
抑
止

が
機
能
す
る
よ
う
に
、
そ
の
信
頼
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
す
。
核
兵
器
に
基
づ
く
抑
止
と
い
う

も
の
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
核
兵
器
を
持
っ
て
い
る
国
が
実
際
に
使
用
で
き
る
核
兵
器
を
持
ち
、
能
力

だ
け
で
は
な
く
て
実
際
に
そ
の
核
兵
器
を
使
う
意
思
も
持
っ
て
い
る
と
、
相
手
側
に
確
信
さ
せ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

も
し
、
そ
う
で
き
な
け
れ
ば
相
手
側
は
、
相
手
が
持
っ
て
い
る
核
兵
器
能
力
や
そ
れ
を
使
用
す
る
意
思

は
本
気
で
は
な
く
、
所
詮
は
張
り
子
の
虎
で
あ
る
、
と
受
け
止
め
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
も
し
相
手
側

が
そ
う
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
核
兵
器
に
よ
る
抑
止
が
働
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
核
兵

器
を
使
用
す
る
意
図
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
に
核
兵
器
を
使
い
ま
す
よ
、
こ
の
脅
し
が
本
物

で
あ
る
と
信
じ
な
さ
い
、
と
核
兵
器
に
基
づ
く
抑
止
の
効
果
が
働
く
よ
う
に
相
手
に
対
し
て
働
き
か
け
て

い
る
の
が
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
意
図
の
表
明
で
す
。

３　

核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
第
三
期
（
一
九
七
〇
年
か
ら
現
在
）

　

そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、
核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
第
三
期
、
一
九
七
〇
年
か
ら
現
在
ま
で
に
つ
い
て
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お
話
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
第
二
期
の
三
つ
の
特
徴
が
、
第
三
期
に
も
続
い
て

い
き
ま
す
。
相
互
確
証
破
壊
状
況
は
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
き
ま
す
し
、
核
兵
器
不
拡
散
条
約
体
制
も
若
干

の
変
化
は
あ
る
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
そ
れ
が
続
い
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
三
つ
目
に
、
国
際
危
機
や

武
力
紛
争
に
際
し
て
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
意
図
の
表
明
も
や
は
り
行
な
わ
れ
ま
す
。

　

し
ば
し
ば
核
兵
器
を
め
ぐ
る
歴
史
の
転
換
点
と
さ
れ
る
の
が
、
冷
戦
の
終
わ
り
で
す
が
、
冷
戦
の
終
結

は
こ
れ
ら
の
三
つ
の
特
徴
に
大
き
な
変
化
を
与
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

冷
戦
の
終
わ
り
が
も
た
ら
し
た
も
の
の
一
つ
は
、
核
兵
器
の
数
が
大
き
く
削
減
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

す
で
に
冷
戦
が
終
わ
る
直
前
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
保
有
し
て
い
た
核
兵
器
の
削
減
、
す

な
わ
ち
核
兵
器
軍
縮
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
配
備
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
め
た
核
弾
頭
の
数
と
、

ミ
サ
イ
ル
や
爆
撃
機
な
ど
の
運
搬
手
段
の
数
は
、
大
き
く
減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

核
兵
器
の
削
減
と
い
う
流
れ
を
象
徴
し
て
い
た
の
が
、
冷
戦
の
終
わ
り
ご
ろ
に
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト

連
邦
の
間
で
結
ば
れ
た
中
距
離
核
戦
力
（
Ｉ
Ｎ
Ｆ
）
全
廃
条
約
で
し
た
。
そ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら

八
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
「
ユ
ー
ロ
・
ミ
サ
イ
ル
危
機
」
を
引
き
起
こ
す
も
と
と
な
っ
た
中
距
離
核
ミ
サ

イ
ル
を
全
て
撤
去
す
る
と
い
う
画
期
的
な
核
軍
縮
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
に
あ
る
ス
ミ

ソ
ニ
ア
ン
航
空
宇
宙
博
物
館
が
、
こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
廃
棄
し
た
中
距
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離
核
ミ
サ
イ
ル
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
冷
戦
が
完
全
に
終
わ
っ
て
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
消
滅
し
、
ロ
シ
ア
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
り
、

ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
と
の
間
で
核
兵
器
を
さ
ら
に
削
減
す
る
取
り
決
め
が
結
ば
れ
て
い
き
ま
し
た
。
現
在

存
在
し
て
い
る
そ
の
よ
う
な
取
り
決
め
の
中
の
唯
一
の
も
の
が
、
二
〇
一
二
年
に
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
の

首
脳
が
調
印
し
た
新
戦
略
兵
器
削
減
条
約
、
別
名
、
新
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ
条
約
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
約
は
、
両
国
が
そ
れ
ぞ
れ
配
備
で
き
る
戦
略
核
弾
頭
の
実
数
で
は
な
く
、
あ
る
数
式
を
当
て
は

め
て
計
算
上
の
上
限
数
を
定
め
て
い
て
、
そ
れ
が
一
五
五
〇
発
で
す
。
そ
し
て
、
両
国
が
そ
れ
ぞ
れ
配
備

で
き
る
運
搬
手
段
の
上
限
数
を
七
〇
〇
基
（
機
）
に
制
限
し
ま
し
た
。
運
搬
手
段
は
、
陸
上
発
射
、
あ
る

い
は
潜
水
艦
発
射
の
長
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル
と
、
長
距
離
爆
撃
機
あ
る
い
は
重
爆
撃
機
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
す
。

　

冷
戦
の
さ
な
か
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
を
合
わ
せ
て
六
万
発
以
上
の
核
弾
頭
（
戦
術
核
弾
頭

を
含
み
ま
す
）
を
保
有
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
核
弾
頭
の
数
が
大
き
く
削
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
が
そ
れ
ぞ
れ
保
有
で
き
る
一
五
五
〇
発
の
核
弾
頭
の
う
ち
の
多
く
を
実

際
に
両
国
間
の
戦
争
で
使
用
す
る
な
ら
ば
、
両
国
の
ど
ち
ら
も
大
規
模
な
損
害
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に

変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
相
互
確
証
破
壊
状
況
は
ま
だ
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
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な
お
、
こ
の
条
約
の
有
効
期
限
が
二
〇
二
六
年
ま
で
い
っ
た
ん
延
長
さ
れ
ま
し
た
が
、
二
〇
二
三
年
二

月
に
ロ
シ
ア
は
「
こ
の
条
約
の
履
行
を
停
止
す
る
」
と
発
表
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
今
後
こ
の
一
五
五

〇
発
、
運
搬
手
段
七
〇
〇
基
（
機
）
と
い
う
も
の
を
超
え
て
、
核
軍
備
の
増
加
が
進
む
の
で
は
な
い
か
と

危
惧
い
た
し
ま
す
。

　

一
九
七
〇
年
に
効
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
核
兵
器
不
拡
散
条
約
に
基
づ
く
、
核
兵
器
の
不
拡
散
を
目

的
と
す
る
体
制
も
存
続
し
て
お
り
、
そ
の
体
制
に
は
一
九
七
〇
年
以
降
に
部
分
的
に
強
化
さ
れ
た
点
が
あ

り
ま
す
。
同
条
約
が
効
力
を
発
揮
し
て
か
ら
二
五
年
が
た
っ
た
一
九
九
五
年
に
核
兵
器
不
拡
散
条
約
の
締

約
国
が
集
ま
っ
て
、
そ
の
条
約
を
無
期
限
に
延
長
す
る
と
決
定
し
ま
し
た
。
そ
の
二
年
後
の
一
九
九
七
年

に
は
、「
追
加
議
定
書
」
と
い
う
も
の
を
定
め
て
、
国
際
原
子
力
機
関
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
管
理
を
強
化

し
ま
し
た
。
た
だ
し
締
約
国
に
は
、
そ
の
追
加
議
定
書
を
受
け
入
れ
る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

核
兵
器
不
拡
散
条
約
体
制
が
強
化
さ
れ
た
一
方
で
、
締
約
国
の
一
つ
だ
っ
た
北
朝
鮮
が
核
兵
器
不
拡
散

条
約
か
ら
離
脱
し
、
核
兵
器
を
保
有
し
ま
し
た
。
同
国
は
一
九
九
三
年
と
二
〇
〇
三
年
に
こ
の
条
約
か
ら

の
脱
退
を
表
明
し
、
二
〇
〇
六
年
に
は
最
初
の
核
爆
発
実
験
を
行
な
っ
て
核
兵
器
保
有
国
に
な
り
ま
し
た
。

　

す
で
に
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
し
た
核
兵
器
を
使
用
す
る
意
図
の
表
明
も
、
核
兵
器
を
め
ぐ
る
第
三
の

時
代
で
あ
る
一
九
七
〇
年
以
降
に
も
引
き
続
き
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
暗
示
的
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
一
九
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七
三
年
の
第
四
次
中
東
戦
争
の
際
に
ア
メ
リ
カ
が
核
戦
力
の
臨
戦
態
勢
を
強
め
る
行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
時
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
意
思
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、

二
〇
二
二
年
に
始
ま
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
い
て
ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が
、

核
兵
器
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
兵
器
を
使
う
意
図
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
（『
朝
日
新
聞
』 2022

）。
こ
の

プ
ー
チ
ン
大
統
領
に
よ
る
核
兵
器
使
用
へ
の
言
及
は
、
こ
れ
ま
で
に
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
の
新

し
い
例
に
な
り
ま
す
。

　

核
兵
器
不
拡
散
条
約
体
制
が
で
き
、
そ
れ
が
存
続
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
条
約
に
加
わ
っ

て
い
な
い
国
の
中
か
ら
核
兵
器
を
保
有
す
る
国
が
増
え
る
と
い
う
傾
向
が
、
残
念
な
が
ら
続
い
て
い
き
ま

し
た
。
イ
ン
ド
は
一
九
七
四
年
に
最
初
の
核
爆
発
実
験
を
行
な
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
核
兵
器
の
生
産

に
は
着
手
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
一
九
九
八
年
に
イ
ン
ド
と
し
て
二
度
目
の
核
爆
発
実
験
を

実
施
し
、
そ
の
際
に
核
兵
器
の
保
有
を
宣
言
し
ま
し
た
。
そ
の
直
後
に
パ
キ
ス
タ
ン
が
、
同
国
と
し
て
最

初
の
核
爆
発
実
験
を
実
施
し
、
核
兵
器
保
有
国
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
核
兵
器
不
拡
散
条
約
を
離
脱

し
た
北
朝
鮮
が
、
二
〇
〇
六
年
に
核
兵
器
保
有
国
と
な
り
ま
し
た
。
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核
兵
器
の
保
有
や
使
用
を
め
ぐ
る
新
し
い
動
き

　

そ
の
一
方
で
、
実
は
核
兵
器
を
い
っ
た
ん
持
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
廃
棄
し
た
と
い
う
国
が
現

れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
南
ア
フ
リ
カ
で
し
た
。
南
ア
フ
リ
カ
は
一
九
九
三
年
に
、
か
つ
て
核
兵
器
を
開
発
し

保
有
し
て
い
た
け
れ
ど
も
そ
れ
を
廃
棄
し
た
こ
と
を
発
表
し
て
、
大
き
な
衝
撃
を
世
界
に
与
え
ま
し
た
。

核
兵
器
の
使
用
や
核
兵
器
の
保
有
に
つ
い
て
考
え
直
そ
う
と
す
る
新
し
い
動
き
が
一
九
九
〇
年
代
に
現
れ
、

そ
れ
が
新
し
い
潮
流
と
な
っ
て
現
在
に
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
新
し
い
動
き
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
、
一
九
九
六
年
の
核
兵
器
の
使
用
に
関
す

る
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
で
し
た
。
核
兵
器
に
反
対
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が

中
心
と
な
っ
て
、
核
兵
器
の
使
用
が
国
際
法
上
合
法
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
を
国
際
司
法
裁
判

所
に
仰
ぐ
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
結
果
生
ま
れ
た
の
が
こ
の
勧
告
的
意
見
で
し
た
。

　

こ
の
勧
告
的
意
見
は
、
核
兵
器
の
使
用
が
国
際
法
上
全
面
的
に
違
法
で
あ
る
と
結
論
を
出
し
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
衛
の
場
合
の
使
用
が
合
法
か
違
法
か
は
判
断
で
き
な
い
と
い

う
意
見
を
付
け
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ほ
ぼ
自
衛
の
場
合
を
除
け
ば
、
核
兵
器
の
使
用
が
国
際

法
上
は
合
法
的
で
は
な
い
、
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
引
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
新
し
い
動
き
で
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あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
し
い
潮
流
を
結
実
さ

せ
た
の
が
、
核
兵
器
の
禁
止
に
関
す
る
条
約
、
い
わ
ゆ
る
核
兵
器
禁
止
条
約
（
Ｔ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
）
で
し
た
。
二
〇

一
七
年
に
採
択
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
一
月
に
こ
の
条
約
を
批
准
し
た
国
の
数
が
五
〇
カ
国
に
達
し
、
核
兵

器
禁
止
条
約
は
発
効
し
ま
し
た
。
核
兵
器
の
存
在
に
異
議
を
唱
え
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
国
々
の
意
思
を
こ
の
条
約

は
反
映
し
て
い
ま
す
。

４　
「
核
軍
縮
に
関
す
る
Ｇ
７
首
脳
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
」（
二
〇
二
三
年
五
月
）

　

核
兵
器
禁
止
条
約
が
体
現
し
て
い
る
新
し
い
潮
流
が
あ
る
一
方
で
、
古
く
か
ら
あ
る
流
れ
も
続
い
て
い

ま
す
。
そ
の
流
れ
の
一
つ
が
核
兵
器
に
基
づ
く
抑
止
に
対
す
る
支
持
で
す
。
二
〇
二
三
年
五
月
に
広
島
市

で
開
か
れ
た
Ｇ
７
首
脳
会
議
の
際
に
Ｇ
７
の
首
脳
が
発
表
し
た
「
核
軍
縮
に
関
す
る
Ｇ
７
首
脳
広
島
ビ
ジ
ョ

ン
」
は
、
そ
の
一
例
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
文
書
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
か
ら
で
し
た
。

わ
れ
わ
れ
の
安
全
保
障
政
策
は
、
核
兵
器
は
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
、
防
衛
目
的
の
た
め

に
役
割
を
果
た
し
、
侵
略
を
抑
止
し
、
並
び
に
戦
争
及
び
威
圧
を
防
止
す
べ
き
と
の
理
解
に
基
づ
い

て
い
る
。
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広
島
に
集
ま
っ
た
Ｇ
７
諸
国
の
首
脳
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
核
兵
器
に
基
づ
く
抑
止
の
考
え
を

支
持
す
る
立
場
を
表
明
し
た
の
で
し
た
。

　

核
兵
器
に
基
づ
く
抑
止
の
考
え
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
目
的
が
防
衛
の
た
め

で
あ
る
と
し
て
も
、
抑
止
を
し
よ
う
と
す
る
側
が
核
兵
器
を
使
用
す
る
意
思
を
そ
も
そ
も
持
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
核
兵
器
の
使
用
を
肯
定
す
る
考
え
は
、
核
兵
器
禁
止
条
約
が
表
し
て
い
る

考
え
と
は
対
極
に
あ
る
も
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
こ
の
講
義
は
、
寄
り
道
を
い
く
つ
か
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
原
子
爆
弾
の
開

発
を
目
指
し
た
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
」
か
ら
現
在
ま
で
に
至
る
お
よ
そ
八
〇
年
間
の
、
核
兵
器
を
め
ぐ

る
国
際
関
係
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。
二
〇
二
二
年
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
開
始
し
た
国
の
指

導
者
が
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
こ
と
の
歴
史
的
な
意
味
は
何
で
あ
る
と
、

受
講
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
考
え
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
が
こ
の
講
義
の
中
に
あ
っ
た
こ

と
を
願
っ
て
、
私
の
講
義
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

《
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献
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第
５
章　

ロ
シ
ア
・
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
論
理

吉
川　
　

元

な
ぜ
プ
ー
チ
ン
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
侵
攻
し
た
の
か

　

二
〇
二
二
年
四
月
二
六
日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
仲
裁
の
た
め
に
モ
ス
ク
ワ
を
訪
問
し
た
グ
テ
ー
レ
ス

国
連
事
務
総
長
と
の
会
談
で
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
戦
争
を
正
当
化
す
る
次
の
よ
う
な
発
言
を

行
っ
て
い
る
。

「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」
に
倣
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
ド
ネ
ツ
ク
州
と
ル
ガ
ン
ス
ク
州
を
そ
れ
ぞ
れ
「
ド

ネ
ツ
ク
共
和
国
」
と
「
ル
ガ
ン
ス
ク
共
和
国
」
と
し
て
承
認
し
た
。
…
…
自
決
権
を
行
使
し
よ
う
と

す
る
人
々
は
中
央
政
府
の
許
可
な
く
独
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
の
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決
定
を
支
持
し
た
西
側
の
多
く
の
国
が
、
コ
ソ
ボ
の
独
立
を
承
認
し
た
。
ロ
シ
ア
は
こ
の
「
コ
ソ
ボ

の
先
例
」
に
従
っ
た
ま
で
の
こ
と
だ（

1
）。

　
「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」
と
は
一
体
何
か
。「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」
が
な
ぜ
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
正
当

化
す
る
根
拠
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
を
ひ
も
と
く
カ
ギ
は
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
会
議
（
Ｃ

Ｓ
Ｃ
Ｅ
。
後
に
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
へ
改
称
）
で
進
め
ら
れ
た
安
全
保
障
協
議
に
潜
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
、
ロ
シ
ア
が
「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」
に
倣
っ
て
ク
リ
ミ
ア
お
よ
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
東
部
の
四
州
を

併
合
す
る
、
そ
の
論
理
の
形
成
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
一
節
で
は
、
冷
戦
終
結
期
に

Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
で
民
族
紛
争
予
防
策
と
し
て
少
数
民
族
権
利
の
伸
長
が
は
か
ら
れ
る
中
、
コ
ソ
ボ
の
ア
ル
バ
ニ

ア
人
の
分
離
独
立
問
題
が
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
で
争
点
と
な
る
が
、
人
民
の
自
決
権
が
ソ
連
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の

分
裂
の
際
に
事
実
上
、
民
族
自
決
権
に
変
容
す
る
背
景
、
お
よ
び
独
立
の
承
認
基
準
が
取
り
決
め
ら
れ
る

過
程
を
検
証
す
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
舞
台
に
欧
州
安
全
保
障
体
制
の
構
築
に
関
す
る
協
議
が
続
け
ら
れ
る
中
、

ロ
シ
ア
は
欧
州
安
全
保
障
体
制
の
要
に
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
機
構
化
を
主
張
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し
た
。
こ
の
協
議
で
、
ロ
シ
ア
の
敗
北
を
決
定
づ
け
た
の
が
一
九
九
九
年
に
人
道
的
干
渉
の
名
目
で
行
わ

れ
た
コ
ソ
ボ
紛
争
へ
の
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
軍
事
介
入
と
、
同
年
末
に
採
択
さ
れ
た
欧
州

安
全
保
障
憲
章
で
あ
っ
た
。
第
二
節
で
は
、
ロ
シ
ア
の
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
政
策
の
分
析
を
通
し
て
「
コ
ソ
ボ
の
先

例
」
の
起
源
を
探
る
。

　

第
三
節
で
は
、
旧
東
欧
社
会
主
義
諸
国
が
積
極
的
に
移
行
期
正
義
に
取
り
組
み
、
浄
化
（
公
職
追
放
）
を

進
め
た
の
に
比
べ
、
ロ
シ
ア
で
は
こ
う
し
た
脱
共
産
主
義
化
の
取
り
組
み
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た

が
、
こ
れ
が
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
民
主
化
支
援
活
動
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
背
景
で
あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。

　

第
四
節
で
は
、
コ
ソ
ボ
の
独
立
承
認
を
機
に
ロ
シ
ア
に
よ
る
領
土
拡
張
主
義
の
論
理
が
形
成
さ
れ
る
過

程
を
明
ら
か
に
す
る
。
プ
ー
チ
ン
政
権
が
誕
生
す
る
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
ロ
シ
ア
は
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
安
全
保

障
協
議
の
場
で
孤
立
し
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
に
対
し
て
安
全
保
障
脅
威
認
識
を
高
め
て
い
く
中
、
二
〇
〇
八
年
、

コ
ソ
ボ
は
独
立
を
宣
言
し
、
欧
米
諸
国
は
そ
れ
を
承
認
し
た
。
こ
の
「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」
に
倣
い
、
ロ
シ

ア
は
人
道
的
干
渉
に
よ
っ
て
ク
リ
ミ
ア
を
併
合
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
東
部
へ
軍
事
介
入
す
る
。
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１　

分
離
独
立
と
人
民
の
自
決
権

少
数
民
族
の
集
団
の
権
利

　

東
欧
民
主
革
命
（
一
九
八
九
年
夏
か
ら
冬
）
の
翌
年
九
〇
年
六
月
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
人
間
的
次

元
（
Ｈ
Ｄ
）
会
議
で
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
お
よ
び
人
権
や
少
数
民
族
権
利
に
つ
い
て
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
基
準
を

取
り
決
め
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
会
議
で
「
同
化
」
の
禁
止
、
母
語
の
使
用
の
自
由
な
ど
六
項
目
に

わ
た
る
同
化
禁
止
の
具
体
的
措
置
、
さ
ら
に
少
数
民
族
の
集
団
の
権
利
と
し
て
「
地
方
自
治
ま
た
は
自
治

行
政
制
度
」
の
実
現
の
検
討
に
合
意
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
少
数
民
族
専
門
家
会
議
（
一
九
九
一
年
七
月
）
で
は
コ
ソ
ボ
の
自

決
権
問
題
が
初
め
て
争
点
と
な
っ
た
。
ア
ル
バ
ニ
ア
が
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
コ
ソ
ボ
自
治
州
の
ア
ル
バ

ニ
ア
系
住
民
の
分
離
独
立
を
認
め
る
よ
う
迫
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
代
表
は
憲
法
上
、

連
邦
構
成
共
和
国
に
の
み
離
脱
権
を
含
む
「
人
民
の
自
決
権
」
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、「
少
数
民
族
」
に
は

自
決
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
反
論
し
た
。

　

モ
ス
ク
ワ
Ｈ
Ｄ
会
議
（
一
九
九
一
年
九
月
）
で
は
、
混
乱
す
る
ソ
連
の
政
情
不
安
に
関
心
が
集
ま
り
、
人

権
や
少
数
民
族
権
利
の
伸
長
は
行
き
詰
ま
っ
た
。
最
終
合
意
文
書
で
、
人
権
、
民
主
主
義
お
よ
び
法
の
支
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配
な
ど
安
全
保
障
の
「
人
間
的
次
元
（hum

an dim
ension

）」
に
関
す
る
取
り
決
め
が
「
国
際
関
心
事
項
」

に
位
置
付
け
ら
れ
、
司
法
の
独
立
、
軍
・
治
安
機
関
・
諜
報
機
関
の
文
民
統
制
な
ど
、
法
の
支
配
に
関
す

る
制
度
改
革
の
基
準
が
新
た
に
取
り
決
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
少
数
民
族
の
権
利
に
関
し
て
具
体
的
進
展

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

人
民
の
自
決
権
と
は

　

ソ
連
で
は
住
民
投
票
法
が
制
定
さ
れ
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
住
民
投
票
を
皮
切
り
に
、
ソ
連
各
地
の
共
和
国

や
民
族
自
治
体
で
連
邦
か
ら
の
離
脱
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
、
直
ち
に
独
立
が

宣
言
さ
れ
た
。
一
方
、
憲
法
上
、
離
脱
権
の
規
定
が
な
か
っ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
、
分
離
独
立
を
目

指
す
民
族
は
「
人
民
の
自
決
権
」
を
「
政
治
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に
用
い
、
人
民
の
意
思
を
確
認
す
る
手
続

き
と
し
て
住
民
投
票
を
実
施
し
、
独
立
を
宣
言
し
た
。

　

そ
も
そ
も
自
決
権
と
は
、
分
離
独
立
の
権
利
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
国
連
憲
章
第
一
条
に
初

め
て
「
人
民
の
同
権
と
自
決
の
原
則
」
が
規
定
さ
れ
た
が
、
人
民
の
自
決
そ
の
も
の
の
定
義
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
も
と
も
と
国
連
憲
章
の
起
草
過
程
で
語
ら
れ
た
人
民
の
自
決
と
は
民
族
の
自
決
を
意
味
せ
ず
、

主
権
を
確
立
し
た
領
域
の
「
人
民
の
自
治
」
と
い
っ
た
程
度
の
漠
然
と
し
た
合
意
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
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の
後
、
植
民
地
独
立
付
与
宣
言
、
国
際
人
権
規
約
（
共
通
一
条
）、
国
連
友
好
関
係
宣
言
を
経
て
伸
長
さ
れ

た
人
民
の
自
決
は
、
国
民
が
自
由
に
政
治
体
制
を
選
択
し
、
社
会
、
経
済
、
文
化
的
発
展
を
追
求
す
る
権

利
を
意
味
し
た
。

　

ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
は
、
国
際
関
係
十
原
則
の
一
つ
で
あ
る
人
民
の
自
決
権
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い

る
。

人
民
の
同
権
と
自
決
の
原
則
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
民
は
、
常
に
外
部
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

完
全
に
自
由
に
そ
の
欲
す
る
と
き
、
ま
た
は
欲
す
る
よ
う
に
そ
の
国
内
的
及
び
対
外
的
な
政
治
的
地

位
を
決
定
し
、
か
つ
そ
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
な
発
展
を
そ
の
望
む
よ
う
に
追

求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　

こ
こ
に
は
分
離
独
立
の
権
利
と
し
て
の
人
民
の
自
決
の
規
定
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
も
と
も
と
ソ
連
の

Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
開
催
提
案
の
目
的
が
、
戦
後
の
領
土
変
更
の
現
状
と
東
欧
諸
国
の
社
会
主
義
体
制
の
政
治
的
現

状
の
二
つ
の
現
状
に
関
し
て
西
側
の
承
認
を
取
付
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
ソ
連
が
こ
の

よ
う
な
人
民
の
自
決
権
に
同
意
し
た
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
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独
立
の
承
認
基
準

　

一
方
、
欧
州
国
際
社
会
は
人
民
の
自
決
を
根
拠
に
独
立
宣
言
を
行
っ
た
共
和
国
や
自
治
州
の
承
認
を
め

ぐ
っ
て
混
迷
し
た
。
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
は
、
一
九
九
一
年
一
二
月
一
六
日
、「
ソ
連
・
東
欧
の
新
国
家

承
認
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
針
」（
以
下
、「
指
針
」）
を
発
表
し
、
Ｅ
Ｃ
の
独
立
承
認
基
準
を
示
し
た
。
そ
の
際
、

注
目
す
べ
き
は
、
①
連
邦
構
成
共
和
国
内
の
自
治
共
和
国
や
自
治
州
な
ど
民
族
自
治
体
の
分
離
独
立
は
承

認
し
な
い
、
②
武
力
攻
撃
の
結
果
と
し
て
誕
生
し
た
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
独
立
国
）
は
承
認
し
な
い
、
と
い
う

二
つ
の
不
承
認
原
則
で
あ
る
。
分
離
主
義
の
動
き
に
拍
車
が
か
か
る
の
を
阻
止
し
、
ま
た
武
力
行
使
に
よ

る
分
離
独
立
の
動
き
を
牽
制
す
る
た
め
だ
っ
た
。

　

Ｅ
Ｃ
は
、「
指
針
」
と
は
別
に
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
関
す
る
宣
言
」
を
同
日
に
発
表
し
、
Ｅ
Ｃ
の
承
認

を
希
望
す
る
国
は
一
九
九
一
年
一
二
月
一
六
日
ま
で
に
承
認
申
請
を
行
う
よ
う
呼
び
掛
け
た
。
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
は
申
請
し
た
も
の
の
住
民
投
票
を
実
施
せ
ず
、
人
民
の
意
思
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
は
、
早
速
翌
年
二
月
二
九
日
～
三
月
一
日
に

か
け
て
独
立
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
四
月
六
日
に
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
Ｅ
Ｃ
一
二
カ

国
、
翌
日
に
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
が
同
国
の
承
認
に
踏
み
切
っ
た
。
こ
れ
を
機
に
住
民
投
票
の
実
施
を
自

決
権
の
行
使
の
要
件
と
見
な
す
慣
行
が
始
ま
る
。
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独
立
を
宣
言
し
た
も
の
の
承
認
が
叶
わ
な
か
っ
た
民
族
自
治
体
は
、
セ
ル
ビ
ア
の
コ
ソ
ボ
自
治
州
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
ク
リ
ミ
ア
自
治
州
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
ナ
ゴ
ル
ノ
カ
ラ
バ
フ
自
治
州
、
モ
ル
ド
バ
の
沿

ド
ニ
エ
ス
ト
ル
共
和
国
な
ど
で
、
独
立
を
宣
言
し
た
こ
れ
ら
自
治
体
の
多
く
が
「
非
承
認
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

テ
ィ
」
と
し
て
国
際
法
的
主
権
が
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
存
続
し
た
。
そ
れ
は
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
欧
州
連
合
（
Ｅ

Ｕ
）
が
各
国
の
領
土
保
全
を
尊
重
し
、
先
述
の
不
承
認
原
則
を
貫
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

２　

欧
州
安
全
保
障
体
制
と
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ

Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
、
そ
れ
と
も
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

　

東
欧
民
主
革
命
後
、
ソ
連
大
統
領
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
欧
州
安
全
保
障
体
制
を
検
討
す
る
た
め
に
Ｃ
Ｓ
Ｃ

Ｅ
首
脳
会
議
の
開
催
を
提
案
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
九
〇
年
初
頭
か
ら
夏
に
か
け
て
各
国
か
ら
意
見
表
明

が
行
わ
れ
た
。
欧
州
諸
国
の
多
く
が
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
制
度
化
や
機
構
化
を
支
持
し
た
点
で
一
致
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ
の
立
場
は
複
雑
で
あ
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
中
心
に
ソ
連
抜
き
の
欧
州
安
全
保
障
体
制
を
構
築
す
る
と
の
長
期
戦
略
を
立

て
る
一
方
、
統
一
ド
イ
ツ
と
そ
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
を
不
安
視
す
る
ソ
連
の
懐
柔
策
と
し
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
東

方
不
拡
大
や
自
由
主
義
の
制
度
に
お
い
て
国
際
協
力
を
進
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
「
政
治
化
」
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を
強
調
し
、
欧
州
安
全
保
障
体
制
の
要
に
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
「
二
重
戦
略
」
を
採
用
し
た
。

一
九
九
〇
年
二
月
九
日
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
と
の
会
談
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ー
カ
ー
国
務
長
官
は
欧

州
に
お
け
る
米
ソ
の
良
好
な
軍
事
関
係
は
欧
州
の
政
治
的
安
定
に
不
可
欠
で
あ
り
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
東
欧
に

向
け
て
「
一
イ
ン
チ
た
り
と
も
拡
大
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
東
方
へ
拡
大
し
な
い
こ
と
を

約
束
し
て
い
る
（M

atveev 2000: 59-78

）。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
首
脳
会
議
後
に
「
変
容
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
」
と
題
す

る
ロ
ン
ド
ン
宣
言
を
発
表
し
、
そ
こ
で
も
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
政
治
化
を
確
約
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
は
、
心
底
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
機
構
化
を
支
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

首
脳
会
議
に
出
席
す
る
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
対
す
る
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
、
ベ
ー
カ
ー
は
「
真
の

危
険
は
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
で
あ
る
」
と
話
し
た
と
さ
れ
る
（Shifrinson 2016: 38

）。
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
警
戒
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
超
大
国
に
と
っ
て
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
よ
う
な
多
国
間
主
義
の
制
度
は
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
や
っ
か

い
な
代
物
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
が
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
強
化
を
支
持
し
続
け
た
の
は
、
当
面
、
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
や
Ｅ
Ｃ
へ
の
加
盟
の
見
込
み
の
な
い
東
欧
諸
国
を
西
欧
に
繋
ぎ
止
め
、
そ
し
て
ま
た
旧
社
会
主
義

諸
国
へ
の
民
主
化
支
援
を
担
う
機
構
と
し
て
活
用
す
る
た
め
に
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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「
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
第
一
主
義
」

　

一
九
九
〇
年
一
一
月
、
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
首
脳
会
議
は
「
新
し
い
欧
州
の
た
め
の
パ
リ
憲

章
（
パ
リ
憲
章
）」
を
採
択
し
て
閉
幕
す
る
。
パ
リ
首
脳
会
議
で
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
機
構
化
に
つ
い
て
合
意
さ
れ

た
の
を
機
に
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
は
事
実
上
、
旧
東
欧
社
会
主
義
諸
国
に
対
す
る
民
主
化
支
援
機
構
と
し
て
活
動

を
始
め
る
。

　

と
こ
ろ
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
東
方
拡
大
の
動
き
が
具
体
化
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
を
阻
む
に
は
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を

中
心
に
し
た
欧
州
安
全
保
障
体
制
の
強
化
し
か
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
ロ
シ
ア
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
ブ
ダ
ペ

ス
ト
首
脳
会
議
を
数
カ
月
後
に
控
え
た
一
九
九
四
年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
急
遽
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
安
全
保
障

の
機
構
強
化
に
向
け
た
具
体
案
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
は
、
①
国
連
安
全
保
障
理
事
会
に
似
た
地
域
機
構

の
設
立
、
②
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
安
全
保
障
の
経
済
的
次
元
、
人
間
的
次
元
、
軍
事
的
次
元
の
三
次
元
の
一
律
強
化
、

③
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
域
内
の
す
べ
て
の
安
全
保
障
機
構
を
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
傘
下
に
置
き
、
各
機
構
の
役
割
分
担
と
各

機
構
の
活
動
の
調
整
役
を
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
が
担
う
、
と
い
う
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
機
構
強
化
案
で
あ
っ
た
。

　

Ｅ
Ｕ
議
長
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
、

ブ
ダ
ペ
ス
ト
首
脳
会
議
の
開
催
直
前
の
一
九
九
四
年
一
一
月
一
六
日
、
首
脳
会
議
で
の
協
議
に
向
け
て
「
Ｃ

Ｓ
Ｃ
Ｅ
と
国
連
の
関
係
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
提
案
を
行
い
、
地
域
紛
争
に
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
が
優
先
的
に
対
応
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す
る
と
い
う
「
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
第
一
主
義
」
の
機
構
へ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
れ
は

ロ
シ
ア
の
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
強
化
案
と
一
脈
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
二
一
世
紀
安
全
保
障
モ
デ
ル
」
協
議
と
ロ
シ
ア
の
敗
北

（
ア
）
安
全
保
障
モ
デ
ル
協
議

　

ブ
ダ
ペ
ス
ト
首
脳
会
議
（
一
九
九
四
年
一
二
月
五
～
六
日
）
で
は
、
そ
の
最
終
合
意
文
書
で
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
機
構

化
の
全
容
が
ほ
ぼ
固
ま
る
が
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
東
方
拡
大
へ
の
ロ
シ
ア
の
不
安
を
和
ら
げ
る
た
め
に
「
二
一
世

紀
に
向
け
た
共
通
の
安
全
保
障
モ
デ
ル
」
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。

　

ブ
ダ
ペ
ス
ト
首
脳
会
議
の
決
定
に
基
づ
い
て
「
二
一
世
紀
安
全
保
障
モ
デ
ル
委
員
会
」（
以
下
、「
安
保
モ

デ
ル
委
員
会
」）
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
一
九
九
六
年
三
月
か
ら
安
保
モ
デ
ル
委
員
会
の
協
議
が
始
ま
る
。
ロ
シ

ア
代
表
は
同
モ
デ
ル
委
員
会
で
の
協
議
に
先
だ
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
基
本
方
針
を
綴
っ
た
メ
モ
を
配
布
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
法
的
拘
束
力
の
あ
る
安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
た
め
に
、
①
現
存
の
欧
州
地
域

機
構
お
よ
び
欧
州
大
西
洋
地
域
の
機
構
の
間
の
「
分
業
」
体
制
の
確
立
、
②
欧
州
安
保
理
事
会
の
確
立
、

を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ロ
シ
ア
の
期
待
に
反
し
て
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
安
全
保
障
モ
デ
ル
協
議
は
九
六
年
半
ば
に
な
る
と
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停
滞
し
、
九
六
年
一
二
月
に
リ
ス
ボ
ン
で
開
催
さ
れ
た
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
首
脳
会
議
ま
で
具
体
的
進
展
は
み
ら
れ

な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
協
議
に
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
ろ
う
と
は
せ
ず
、
バ
ル
ト
三
国
は
言
う
に
お
よ

ば
ず
、
欧
州
諸
国
は
欧
州
の
安
全
保
障
問
題
に
対
し
て
ロ
シ
ア
の
影
響
力
が
強
化
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、
ロ

シ
ア
の
機
構
強
化
案
に
は
耳
を
貸
さ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
イ
）
コ
ソ
ボ
軍
事
介
入
（
一
九
九
九
年
）

　

安
全
保
障
モ
デ
ル
協
議
は
、
事
実
上
、
ロ
シ
ア
の
敗
北
に
終
わ
る
。
ロ
シ
ア
を
敗
北
に
追
い
込
む
き
っ

か
け
が
、
コ
ソ
ボ
紛
争
へ
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
軍
事
介
入
で
あ
る
。
コ
ソ
ボ
で
ア
ル
バ
ニ
ア
人
武
装
勢
力
と
セ

ル
ビ
ア
人
勢
力
の
間
の
武
力
紛
争
が
激
し
く
な
り
、
ロ
シ
ア
は
コ
ソ
ボ
紛
争
の
解
決
に
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
が
主
導

的
役
割
を
担
う
よ
う
外
交
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
。
と
こ
ろ
が
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
は
九
八
年
秋
に
紛
争
の
監

視
目
的
で
コ
ソ
ボ
へ
派
遣
し
た
コ
ソ
ボ
検
証
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
Ｋ
Ｖ
Ｍ
）
の
要
員
一
四
〇
〇
人
を
、
要
員
の
安

全
確
保
が
難
し
く
な
っ
た
と
の
理
由
で
一
九
九
九
年
三
月
に
撤
退
さ
せ
た
。
続
い
て
三
月
二
四
日
、
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
は
ロ
シ
ア
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
し
か
も
国
連
安
全
保
障
理
事
会
に
諮
ら
ず
に
、
人
道
的
危
機
を

理
由
に
対
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
空
爆
に
踏
み
切
っ
た
。

　

ロ
シ
ア
は
Ｋ
Ｖ
Ｍ
の
早
期
撤
退
を
非
難
す
る
と
と
も
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
軍
事
介
入
に
対
す
る
非
難
決
議
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を
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
常
設
理
事
会
で
取
り
ま
と
め
よ
う
と
し
た
が
、
失
敗
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
軍
事
介
入
を
阻
止

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
地
域
紛
争
へ
の
「
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
第
一
主
義
」
対
応
の
原
則
が
裏

切
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
失
望
と
不
満
が
募
っ
た
。

（
ウ
）
欧
州
安
全
保
障
憲
章

　

Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
へ
の
ロ
シ
ア
の
期
待
を
断
ち
切
る
こ
と
に
な
る
決
定
的
な
出
来
事
が
一
九
九
九
年
一
一
月
に

Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
首
脳
会
議
で
採
択
さ
れ
た
欧
州
安
全
保
障
憲
章
で
あ
っ
た
。
人
間
的
次
元
分

野
で
の
安
全
保
障
活
動
が
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
安
全
保
障
活
動
の
「
中
核
」
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
れ
に
加
え
Ｏ

Ｓ
Ｃ
Ｅ
は
他
の
機
構
と
の
間
の
「
協
調
的
安
全
保
障
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に
位
置
付
け
ら
れ
、「
諸
機

構
間
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
」
も
な
く
、「
恒
久
的
な
役
割
分
担
」
も
行
わ
な
い
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。

　

欧
州
安
全
保
障
憲
章
の
採
択
は
、
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
事
実
上
、
安
全
保
障
モ
デ
ル
協
議
の
敗
北
を
意
味

し
た
。
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
「
共
通
・
包
括
的
安
全
保
障
」
概
念
の
「
中
核
」
に
人
間
的
次
元
が
位
置
付
け
ら
れ

た
こ
と
で
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
は
民
主
化
支
援
の
専
門
機
構
と
な
り
、
ま
た
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
頂
点
に
し
た
欧
州
安
全

保
障
機
構
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
構
想
、
分
業
・
役
割
分
担
の
構
想
は
、
き
っ
ぱ
り
と
退
け
ら
れ
た
。
こ
う
し

て
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
は
、
事
実
上
、
旧
社
会
主
義
諸
国
に
対
し
て
民
主
化
移
行
を
指
導
す
る
安
全
保
障
機
構
に
な
っ
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た
が
、
ロ
シ
ア
に
は
こ
の
よ
う
な
形
の
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
国
内
事
情
が
あ
っ
た
。

３　

Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
訳

民
主
化
と
移
行
期
正
義

　

東
欧
諸
国
で
は
民
主
革
命
後
、
国
民
の
多
く
が
秘
密
警
察
の
秘
密
公
文
書
の
公
開
、
秘
密
警
察
の
職
員

名
簿
お
よ
び
秘
密
警
察
の
協
力
者
フ
ァ
イ
ル
の
公
開
、
過
去
の
人
権
侵
害
の
責
任
者
の
訴
追
、
さ
ら
に
は

旧
体
制
下
の
共
産
党
指
導
者
や
秘
密
警
察
の
職
員
の
「
浄
化
」（
公
職
追
放
）
を
求
め
た
。

　

最
初
に
浄
化
を
開
始
し
、
移
行
期
正
義
全
般
に
徹
底
し
て
取
り
組
ん
だ
の
は
東
ド
イ
ツ
（
統
一
後
の
ド
イ

ツ
）
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
（
分
離
後
の
チ
ェ
コ
）
で
あ
る
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
は
一
九
九
一
年
に
浄
化
法

を
採
択
し
、
同
法
に
基
づ
い
て
秘
密
警
察
職
員
や
そ
の
協
力
者
の
五
年
間
の
公
民
権
停
止
の
策
を
と
っ
た
。

そ
の
結
果
、
四
二
万
人
以
上
が
浄
化
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
旧
ソ
連
の
バ
ル
ト
三
国
お
よ
び
他
の
東
欧
諸
国
も
、
移
行
期
正
義
に
取
り
組
ん
だ
。
バ
ル
ト

三
国
は
、
人
権
侵
害
の
責
任
者
を
訴
追
し
、
旧
共
産
党
幹
部
や
国
家
保
安
委
員
会
（
Ｋ
Ｇ
Ｂ
）
職
員
を
公
職

追
放
し
、
旧
体
制
の
政
治
的
影
響
力
を
排
除
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
同
時
に
、
軍
に
対
す
る
文
民
統
制
を

確
立
し
、
政
軍
関
係
の
改
革
に
も
取
り
組
ん
だ
。
ソ
連
の
バ
ル
ト
三
国
の
併
合
に
直
接
関
与
し
、
長
き
に
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わ
た
っ
て
ソ
連
共
産
党
へ
の
従
属
を
強
い
た
Ｋ
Ｇ
Ｂ
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
け
ば
、
彼
ら
の
存

在
が
独
立
回
復
後
に
こ
れ
ら
の
国
の
主
権
を
直
接
脅
か
す
存
在
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

共
産
主
義
後
の
バ
ル
ト
三
国
や
東
欧
諸
国
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
、
Ｅ
Ｕ
、
そ
れ
に
Ｏ

Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
支
援
の
下
で
憲
法
に
軍
の
文
民
統
制
を
定
め
た
。
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
は
、
す
べ
て
の
東
欧
諸

国
で
共
産
党
の
政
治
エ
リ
ー
ト
お
よ
び
秘
密
警
察
職
員
の
政
治
参
加
を
禁
じ
る
浄
化
法
、
ま
た
市
民
が
秘

密
警
察
協
力
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
法
が
採
択
さ
れ
た
。

移
行
期
正
義
を
拒
む
ロ
シ
ア

　

一
方
、
ソ
連
の
崩
壊
後
、
ロ
シ
ア
や
ベ
ラ
ル
ー
シ
で
は
、
移
行
期
正
義
に
向
け
た
取
組
み
は
遅
々
と
し

て
進
ま
な
か
っ
た
。
誰
一
人
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
人
権
侵
害
の
犠
牲
者
に
対
す
る
補
償
措

置
が
取
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
が
協
調
的
安
全
保
障
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
位
置
付
け

ら
れ
た
一
九
九
九
年
を
境
に
、
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
独
立
国
家
共
同
体
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
諸
国
で
は
脱
共
産
主
義
化

も
自
由
化
・
民
主
化
の
動
き
も
止
ま
っ
た
。

　

実
は
、
欧
州
国
際
社
会
は
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
旧
ソ
連
諸
国
に
対
し
て
も
民
主
化
、
さ
ら
に
は
移

行
期
正
義
の
実
施
を
促
し
、
指
導
し
て
き
た
。
ロ
シ
ア
の
民
主
化
停
滞
に
業
を
煮
や
し
た
欧
州
審
議
会
は
、
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一
九
九
六
年
二
月
の
ロ
シ
ア
の
加
盟
に
際
し
て
は
特
に
厳
し
い
条
件
付
き
で
加
盟
を
認
め
た
。
欧
州
人
権

条
約
、
欧
州
民
族
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
枠
組
条
約
の
一
年
以
内
の
批
准
、
国
際
お
よ
び
国
内
紛
争
の
平
和
的
解

決
、
近
隣
諸
国
に
対
す
る
武
力
に
よ
る
威
嚇
の
禁
止
、
ロ
シ
ア
連
邦
保
安
局
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
に
関
す
る
法
律
の

改
正
な
ど
、
三
七
項
目
に
上
る
条
件
付
き
で
加
盟
を
承
認
し
て
い
る
。

　

ロ
シ
ア
の
欧
州
審
議
会
加
盟
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、
欧
州
審
議
会
議
員
会
議
は
一
九
九
六
年
六

月
、「
旧
共
産
主
義
の
全
体
主
義
体
制
解
体
措
置
」
と
題
す
る
決
議
を
行
っ
て
い
る
。
全
体
主
義
体
制
の
制

度
改
革
の
基
本
方
針
と
し
て
、
重
要
犯
罪
人
の
訴
追
、
不
当
に
裁
か
れ
た
受
刑
者
の
名
誉
回
復
、
秘
密
警

察
の
フ
ァ
イ
ル
の
公
開
、「
浄
化
法
」
ま
た
は
「
脱
共
産
主
義
法
」
を
制
定
し
、
旧
体
制
を
支
え
た
政
府
高

官
の
公
職
追
放
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
た
。
加
え
て
、
共
産
主
義
的
全
体
主
義
体
制
の
解
体
と
民
主
化
の
実
現

は
、
確
固
た
る
「
民
主
主
義
の
精
神
」
と
「
政
治
文
化
」
の
形
成
に
裏
打
ち
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
政

治
、
法
律
お
よ
び
経
済
の
各
分
野
の
根
本
的
な
改
革
を
断
行
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
欧
州
審
議

会
議
員
会
議
は
欧
米
諸
国
に
「
新
興
の
民
主
主
義
国
」
へ
の
支
援
を
呼
び
か
け
た
。

移
行
期
正
義
の
取
り
組
み
を
拒
む
訳

　

し
か
し
、
ロ
シ
ア
の
脱
共
産
主
義
化
も
民
主
化
も
、
浄
化
や
安
全
保
障
部
門
改
革
も
、
一
向
に
進
展
し
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な
か
っ
た
。
政
治
指
導
者
の
改
革
意
志
の
欠
如
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
意
志
の
欠
如
の
背
後
に

旧
ソ
連
諸
国
の
移
行
期
正
義
の
実
施
を
阻
む
い
く
つ
も
の
構
造
的
・
制
度
的
要
因
が
あ
っ
た
。

　

何
よ
り
も
旧
体
制
の
権
力
者
が
そ
の
ま
ま
政
治
指
導
者
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
が
一
因
と
な
っ
た
。

ソ
連
の
崩
壊
後
、
バ
ル
ト
三
国
を
除
く
旧
ソ
連
諸
国
で
は
、
国
政
レ
ベ
ル
で
も
地
方
レ
ベ
ル
で
も
、
共
産

党
独
裁
体
制
の
政
治
イ
ン
フ
ラ
の
多
く
が
引
き
継
が
れ
、
大
統
領
、
首
相
、
国
会
議
員
か
ら
地
方
都
市
の

首
長
に
至
る
ま
で
旧
ソ
連
共
産
党
や
元
Ｋ
Ｇ
Ｂ
幹
部
が
そ
の
地
位
を
独
占
し
、
事
実
上
、
権
力
の
継
承
が

行
わ
れ
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
は
「
オ
リ
ガ
ル
ヒ
」
と
呼
ば
れ
る
新
興
財
閥
が
力
を
つ
け
、
新

興
財
閥
に
よ
る
寡
頭
政
治
の
基
本
的
枠
組
み
が
出
来
上
が
る
。

　

そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
に
Ｋ
Ｇ
Ｂ
の
後
継
機
関
で
あ
る
ロ
シ
ア
連
邦
保
安
局
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
長
官
の
プ
ー
チ
ン

が
大
統
領
に
就
任
し
た
際
に
は
、
元
Ｋ
Ｇ
Ｂ
や
Ｆ
Ｓ
Ｂ
の
将
校
、
ま
た
は
軍
の
将
校
を
中
心
に
し
た
「
シ

ロ
ビ
キ
」
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
政
府
の
主
要
ポ
ス
ト
に
任
命
さ
れ
、
彼
ら
は
政
府
の
主
要
ポ
ス
ト
の
七
〇
～

八
〇
％
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
旧
体
制
の
政
治
エ
リ
ー
ト
や
秘
密
警
察
、
軍
の
関
係
者
が
政
府
の
要

職
に
就
い
た
こ
と
で
、
軍
、
諜
報
機
関
、
警
察
な
ど
安
全
保
障
部
門
の
改
革
の
動
き
は
阻
止
さ
れ
、
安
全

保
障
部
門
改
革
、
ま
し
て
や
浄
化
を
含
め
た
移
行
期
正
義
の
取
り
組
み
は
な
さ
れ
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
〇
〇
年
に
プ
ー
チ
ン
体
制
に
な
っ
て
か
ら
の
ロ
シ
ア
は
、
旧
ソ
連
諸
国
へ
の
影
響
力
を
維
持
し
、
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こ
れ
ら
の
国
を
ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
繋
ぎ
止
め
て
お
く
た
め
、
一
方
で
、
ロ
シ
ア
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

保
証
し
、
資
源
援
助
や
時
に
は
軍
事
援
助
を
行
っ
た
。
他
方
で
、
Ｅ
Ｕ
へ
の
接
近
を
止
め
よ
う
と
圧
力
を

行
使
し
、
さ
ら
に
は
ソ
連
時
代
の
社
会
主
義
体
制
を
否
定
的
に
描
く
よ
う
な
試
み
を
取
り
締
ま
り
、
ロ
シ

ア
人
に
不
利
益
を
被
ら
せ
る
よ
う
な
移
行
期
正
義
へ
の
取
り
組
み
を
妨
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。

４　
「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」

二
〇
〇
四
年
―
―
旧
社
会
主
義
国
の
Ｅ
Ｕ
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟

　

浄
化
は
も
と
よ
り
軍
や
治
安
機
関
の
文
民
統
制
を
含
め
安
全
保
障
部
門
改
革
を
要
請
す
る
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
は
、

ロ
シ
ア
の
国
家
体
制
へ
の
脅
威
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
は
ロ
シ
ア
の
外
部
脅
威
が

深
刻
化
す
る
。

　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
と
Ｅ
Ｕ
の
東
方
拡
大
が
勢
い
づ
き
、
二
〇
〇
四
年
三
月
に
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
（
Ｗ
Ｔ

Ｏ
）
の
旧
同
盟
国
と
バ
ル
ト
三
国
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
が
認
め
ら
れ
、
同
年
五
月
に
は
バ
ル
ト
三
国
と
チ
ェ

コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
東
欧
三
カ
国
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
が
認
め
ら
れ
た
（
ル
ー
マ
ニ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア

は
二
〇
〇
七
年
に
加
盟
）。
か
つ
て
敵
対
し
た
陣
営
が
膨
張
し
、
ロ
シ
ア
を
取
り
囲
む
事
態
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
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旧
Ｗ
Ｔ
Ｏ
同
盟
国
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
国
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
や
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
た
こ
と
に
プ
ー
チ
ン
は
激
怒
し

た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
機
に
欧
州
通
常
戦
力
条
約
（
Ｃ
Ｆ
Ｅ
条
約
）
か
ら
の
脱
退
や
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
拡
大

の
動
き
に
対
抗
す
る
た
め
の
核
兵
器
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
の
再
検
討
を
含
め
た
対
抗
措
置
が
検
討
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
―
―
コ
ソ
ボ
の
独
立
承
認
と
そ
の
波
紋

（
ア
）
コ
ソ
ボ
の
独
立

　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
コ
ソ
ボ
軍
事
介
入
か
ら
お
よ
そ
一
〇
年
後
の
二
〇
〇
八
年
二
月
一
七
日
、
コ
ソ
ボ
議
会
は

独
立
を
宣
言
し
、
コ
ソ
ボ
の
独
立
宣
言
か
ら
四
日
以
内
に
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
一
五
カ
国
が
コ
ソ
ボ
を
承

認
し
た
。
Ｅ
Ｕ
は
、
コ
ソ
ボ
の
独
立
承
認
を
、
こ
れ
ま
で
の
武
力
で
独
立
を
達
成
し
た
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

不
承
認
原
則
や
国
連
決
議
に
は
抵
触
し
な
い
「
特
殊
な
事
例
」
に
あ
た
る
と
の
解
釈
を
示
し
た
。

　

コ
ソ
ボ
の
独
立
宣
言
に
続
き
、
同
年
春
、
ロ
シ
ア
を
さ
ら
に
刺
激
す
る
問
題
が
発
生
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ

ナ
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
問
題
で
あ
る
。
四
月
二
日
、
ブ
カ
レ
ス
ト
で
開
催
さ
れ
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

首
脳
会
議
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
（
子
）
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
を

提
案
し
た
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
を
刺
激
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
理
由
で
独
仏
が
ア
メ
リ
カ
の
提
案
に
強
く
反



118

対
し
た
こ
と
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
は
当
分
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

案
の
定
、
プ
ー
チ
ン
は
間
髪
入
れ
ず
反
論
し
た
。
四
月
二
日
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
首
脳
会
議
で
の
演
説
で
、
プ
ー

チ
ン
は
後
の
ク
リ
ミ
ア
併
合
を
暗
示
す
る
次
の
よ
う
な
意
味
深
長
な
発
言
を
し
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
と
同
様

の
立
場
に
あ
る
モ
ル
ド
バ
の
沿
ド
ニ
エ
ス
ト
ル
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
南
オ
セ
チ
ア
や
ア
ブ
ハ
ジ
ア
、
あ
る
い

は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
ナ
ゴ
ル
ノ
カ
ラ
バ
フ
な
ど
の
「
疑
似
共
和
国
」
は
、
長
年
、
ロ
シ
ア
の
承
認
を

求
め
て
き
た
。
そ
れ
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
東
部
と
南
部
の
一
七
〇
〇
万
人
の
ロ
シ
ア
人
の
安
全
を
い
っ
た
い

誰
が
保
障
す
る
と
い
う
の
か
、
ク
リ
ミ
ア
の
人
口
九
〇
％
を
占
め
る
ロ
シ
ア
人
の
安
全
を
誰
が
保
障
す
る

と
い
う
の
か
と
ロ
シ
ア
系
住
民
の
安
全
を
問
う
た
。
続
い
て
首
脳
会
議
直
後
に
開
か
れ
た
緊
急
記
者
会
見

で
、
プ
ー
チ
ン
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
が
実
現
す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

と
直
接
国
境
を
接
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
ロ
シ
ア
の
安
全
保
障
に
対
す
る
「
直
接
的
脅
威
と
な
る
」

と
、
強
い
警
戒
感
を
露
わ
に
し
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
戦
争
―
―
コ
ソ
ボ
へ
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
事
介
入
と
の
比
較

　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
ブ
カ
レ
ス
ト
首
脳
会
議
か
ら
四
か
月
後
の
二
〇
〇
八
年
八
月
七
日
、
二
一
世
紀
最
初
の
戦
争

で
あ
る
ロ
シ
ア
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
戦
争
が
始
ま
る
。
ロ
シ
ア
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
政
府
の
弾
圧
の
下
で
「
人
道
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的
危
機
下
に
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
ロ
シ
ア
人
の
救
済
を
目
的
に
、
当
時
国
連
で
議
論
さ
れ
て
い
た
「
保
護

す
る
責
任
」
論
を
援
用
し
て
軍
事
介
入
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
。

　

八
月
二
六
日
、
ロ
シ
ア
議
会
が
ア
ブ
ハ
ジ
ア
と
南
オ
セ
チ
ア
の
独
立
を
承
認
し
た
際
に
、
ロ
シ
ア
の
メ
ド

ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
（
当
時
）
は
、
ロ
シ
ア
議
会
で
そ
の
承
認
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ソ
連
か
ら
の
分
離
独
立
以
降
、
ア
メ
リ
カ
と
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
に
支
援
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
政
府
は
、
南
オ

セ
チ
ア
や
ア
ブ
ハ
ジ
ア
の
人
々
を
迫
害
し
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
犯
し
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
部

隊
に
攻
撃
さ
え
し
か
け
た
。
そ
れ
に
対
し
て
抵
抗
す
る
両
国
の
人
々
は
、
幾
度
に
も
わ
た
っ
て
住
民

投
票
を
実
施
し
て
独
立
の
意
思
を
表
明
し
て
き
た
。
ロ
シ
ア
は
国
連
憲
章
お
よ
び
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
、

そ
の
他
の
国
際
取
り
決
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
自
決
権
の
行
使
と
し
て
両
国
の
独
立
を
承
認
す
る（

2
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
欧
州
審
議
会
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
戦
争
の
平
和
的
か
つ
恒
久
的
な
解
決
は
国
際
法
お
よ
び

ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
の
主
権
尊
重
、
領
土
保
全
に
関
す
る
諸
原
則
の
尊
重
、
並
び
に
国
連
安
全
保
障
理
事
会

の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ロ
シ
ア
の
一
方
的
承
認
を
非
難
す
る
と
と
も
に
、
他

の
加
盟
国
に
対
し
て
南
オ
セ
チ
ア
と
ア
ブ
ハ
ジ
ア
の
独
立
を
承
認
し
な
い
よ
う
呼
び
か
け
た
。
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二
〇
一
〇
年
―
―
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見

　

コ
ソ
ボ
の
独
立
承
認
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
ま
で
封
印
さ
れ
て
い
た
非
承
認
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
問

題
が
再
燃
し
た
。
コ
ソ
ボ
の
独
立
宣
言
か
ら
二
年
後
の
二
〇
一
〇
年
七
月
、
国
連
総
会
の
求
め
に
応
じ
て

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
こ
れ
ま
で
の
実
践
か
ら
し
て
国
連
は
一
方
的
な
独
立
宣

言
を
禁
じ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
ま
た
一
般
的
に
国
際
法
は
独
立
を
宣
言
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
と

は
言
え
ず
、
よ
っ
て
コ
ソ
ボ
の
独
立
は
国
際
法
上
、
違
法
と
は
言
え
な
い
と
の
趣
旨
の
勧
告
的
意
見
を
取

り
ま
と
め
た
。

　

コ
ソ
ボ
の
独
立
は
違
法
と
は
言
え
な
い
と
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
は
、
ス
ル
プ
ス
カ
共

和
国
（
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
）
の
セ
ル
ビ
ア
人
指
導
者
を
は
じ
め
、
ア
ブ
ハ
ジ
ア
と
南
オ
セ
チ
ア
、

ナ
ゴ
ル
ノ
カ
ラ
バ
フ
な
ど
の
独
立
の
機
を
窺
う
各
地
の
非
承
認
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
民
族
指
導
者
に
再
び
希

望
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
四
年
―
―
ウ
ク
ラ
イ
ナ
併
合
の
論
理

　

ジ
ョ
ー
ジ
ア
戦
争
に
続
き
、
二
〇
一
四
年
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
で
武
力
紛
争
が
始
ま
る
。
同
年
二
月

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ユ
ー
ロ
・
マ
イ
ダ
ン
革
命
を
機
に
ク
リ
ミ
ア
自
治
共
和
国
と
セ
ブ
ァ
ス
ト
ポ
リ
特
別
市
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は
、
三
月
一
六
日
に
ロ
シ
ア
へ
の
併
合
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
三
月
一
七

日
に
ク
リ
ミ
ア
の
最
高
会
議
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
、
翌
一
八
日
、
ク
リ
ミ
ア
は
ロ
シ
ア

と
の
間
で
併
合
条
約
を
結
び
、
ク
リ
ミ
ア
は
ロ
シ
ア
へ
併
合
さ
れ
た
。

　

ク
リ
ミ
ア
で
の
住
民
投
票
を
受
け
て
、
三
月
一
八
日
、
ク
レ
ム
リ
ン
で
演
説
し
た
プ
ー
チ
ン
は
ク
リ
ミ

ア
併
合
の
正
当
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
口
の
八
二
％
を
ロ
シ
ア
人
が
占
め
て
い
る
ク

リ
ミ
ア
は
、
歴
史
的
に
も
民
族
的
に
も
ロ
シ
ア
の
一
部
で
あ
る
。
ク
リ
ミ
ア
の
独
立
は
国
連
憲
章
が
定
め

る
「
民
族
の
自
決
権
」
の
行
使
に
他
な
ら
な
い
」。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
ソ
連
か
ら
分
離
独
立
し
た
際
に
、
ク
リ

ミ
ア
自
治
共
和
国
も
住
民
投
票
を
行
い
、
独
立
を
宣
言
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
リ
ミ
ア
の
自

決
権
は
否
定
さ
れ
た
。
セ
ル
ビ
ア
か
ら
の
コ
ソ
ボ
の
独
立
は
、
ち
ょ
う
ど
ク
リ
ミ
ア
が
行
っ
た
よ
う
に
、

中
央
政
府
の
許
可
な
く
し
て
一
方
的
に
独
立
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。

　

ま
た
、
三
月
二
八
日
、
ク
リ
ミ
ア
の
住
民
投
票
の
正
当
性
を
審
議
し
た
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
席
上

で
ロ
シ
ア
の
チ
ュ
ル
キ
ン
国
連
大
使
は
、
人
民
の
自
決
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
自
決
権

は
、
国
連
憲
章
第
一
条
に
規
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
な
ど
で
確
認
さ
れ
て
い
る
人
民
の
権

利
で
あ
り
、
国
内
で
も
は
や
共
生
が
不
可
能
と
な
っ
た
際
に
人
民
が
分
離
独
立
を
求
め
て
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
特
別
措
置
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
事
例
が
示
す
通
り
、
自
決
権
と
は
中
央
政
府
の
同
意
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な
し
に
行
使
で
き
る
権
利
で
あ
る
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
前
日
の
二
〇
二
二
年
二
月
二
一
日
、
ロ
シ
ア
は
「
ド
ネ
ツ
ク
人
民
共
和
国
」
と
「
ル

ガ
ン
ス
ク
人
民
共
和
国
」
と
の
間
で
友
好
相
互
援
助
条
約
を
結
び
、
こ
れ
ら
の
国
を
ロ
シ
ア
の
支
配
下
に

置
く
こ
と
で
実
質
的
に
集
団
安
全
保
障
体
制
の
枠
組
み
を
整
え
た
。
そ
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
か
ら
半
年

後
の
二
二
年
九
月
二
三
～
二
七
日
、
ド
ネ
ツ
ク
人
民
共
和
国
、
ル
ガ
ン
ス
ク
人
民
共
和
国
、
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ

州
、
へ
ル
ソ
ン
州
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
四
州
は
、
ロ
シ
ア
へ
の
併
合
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
し
、
翌

九
月
三
〇
日
、
ロ
シ
ア
は
同
上
四
州
の
併
合
を
宣
言
し
た
。

　

人
道
的
干
渉
に
よ
っ
て
民
族
同
胞
を
救
済
し
、
救
済
さ
れ
た
人
々
は
住
民
投
票
を
通
し
て
人
民
の
自
決

権
を
行
使
し
て
独
立
を
宣
言
す
る
。
そ
し
て
民
族
同
胞
は
ロ
シ
ア
へ
併
合
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
コ
ソ
ボ
の

先
例
」
か
ら
学
ん
だ
、
ロ
シ
ア
の
領
土
拡
張
の
方
式
で
あ
る
。

　

ロ
シ
ア
は
な
ぜ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
と
対
決
し
、
孤
立
の
道
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
欧
州
安
全
保
障
体
制
の
要

に
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
ロ
シ
ア
の
期
待
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
が
旧
ソ
連
圏
諸
国
の
民
主
化
支
援

機
構
に
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
裏
切
ら
れ
た
。
自
由
化
も
民
主
化
も
後
退
さ
せ
て
い
た
ロ
シ
ア
に

は
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
安
全
保
障
活
動
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
プ
ー
チ
ン
体
制
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の
脅
威
と
な
っ
た
か
ら
だ
。

　

ロ
シ
ア
が
孤
立
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
二
重
戦
略
」
が
奏
功
し
た
結
果
で
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は

ソ
連
と
交
わ
し
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
東
方
不
拡
大
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
政
治
化
の
約
束
を
違
え
、
旧
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
属
し

た
東
欧
諸
国
す
べ
て
を
取
り
込
ん
だ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
と
同
じ
く
東
方
拡
大
す
る
こ
と
で
強
大
化
し
た
経
済
ブ
ロ
ッ

ク
Ｅ
Ｕ
が
、
と
も
に
ロ
シ
ア
の
国
境
に
迫
り
、
ロ
シ
ア
を
取
り
囲
ん
だ
。
プ
ー
チ
ン
体
制
は
国
家
安
全
保

障
上
の
み
な
ら
ず
、
国
家
体
制
安
全
保
障
上
も
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
だ
け
は
是
が
非
で
も
ロ
シ
ア
の
影
響
下
に
置
く
た
め
に
、「
特
別
軍
事
作
戦
」
が
決
行
さ
れ

た
。
と
こ
ろ
が
特
別
軍
事
作
戦
の
失
敗
で
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
目
的
は
ロ
シ
ア
人
の
集
中
す

る
領
土
併
合
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。
そ
の
戦
術
に
「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
武
力

行
使
に
よ
っ
て
人
道
的
危
機
の
下
に
あ
る
人
々
を
救
済
し
、
救
済
さ
れ
た
人
々
が
人
民
の
自
決
権
の
行
使

の
証
に
住
民
投
票
を
実
施
し
、
独
立
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
「
コ
ソ
ボ
の
先
例
」
で
あ
る
。
し
か
も
、

人
民
の
自
決
は
事
実
上
、
民
族
自
決
権
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
た
。
独
立
を
宣
言
す
る
と
、
そ
こ
で
民
族
同

胞
と
の
併
合
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
少
数
民
族
を
民
族
同
胞
が
併
合
す
る
と
い
う
領
土
拡
張
の

新
方
式
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
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第
６
章　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
戦
争
と
原
子
力
施
設
へ
の
攻
撃 

　
　
　
　
　

―
―
冷
戦
の
延
長
戦
、
あ
る
い
は
リ
タ
ー
ン
マ
ッ
チ
か
？

友
次　

晋
介

　

ロ
シ
ア
は
二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
軍
事
侵
攻
を
開
始
し
た
。
こ
の
侵
攻
の

中
で
ロ
シ
ア
軍
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
三
つ
の
民
生
用
核
施
設
を
攻
撃
し
た
。
ま
ず
、
軍
事
侵
攻
の
初
日
、
ロ

シ
ア
軍
は
ソ
連
時
代
に
大
事
故
を
起
こ
し
た
四
号
機
を
含
む
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
（
ロ
シ
ア
語
名
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ

リ
）
原
子
力
発
電
所
（
原
発
）
を
攻
撃
し
、
一
時
制
圧
し
た
。
続
い
て
ロ
シ
ア
軍
は
、
同
年
三
月
四
日
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
南
部
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
規
模
の
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
を
攻
撃
し
、
さ
ら
に
三
月
六
日
に

は
、
国
立
ハ
ル
キ
ウ
（
ロ
シ
ア
語
名
ハ
リ
コ
フ
）
物
理
技
術
研
究
所
を
攻
撃
し
、
こ
の
研
究
所
内
に
あ
る
実
験

用
の
加
速
器
駆
動
未
臨
界
炉
（
低
濃
縮
ウ
ラ
ン
を
用
い
る
）
を
完
全
に
破
壊
し
た
。
本
稿
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
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に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
原
子
力
利
用
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
中
で
ロ
シ

ア
の
こ
の
度
の
軍
事
侵
攻
に
お
け
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
核
施
設
に
対
す
る
攻
撃
が
い
か
に
国
際
法
に
反
し
た

も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
西
側
諸
国
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
事

業
に
い
か
に
深
く
関
与
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
今
回
の
ロ
シ
ア
の
軍

事
侵
攻
が
何
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
た
い
。

１　

チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
へ
の
攻
撃

　

二
〇
二
二
年
の
軍
事
侵
攻
開
始
初
日
に
ロ
シ
ア
軍
が
行
っ
た
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
へ
の
攻
撃
に
際
し
、

ロ
シ
ア
国
営
タ
ス
通
信
は
、
ロ
シ
ア
軍
が
こ
の
原
発
を
攻
撃
し
た
の
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
使
用
済
核
燃
料

か
ら
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
抽
出
し
、
核
爆
発
装
置
を
完
成
さ
せ
る
直
前
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
示
唆
す
る
報

道
を
し
た
。
し
か
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
抽
出
す
る
再
処
理
施
設
な
ど
は
最
初
か
ら
存

在
し
て
お
ら
ず
、
同
国
は
批
准
し
た
国
際
原
子
力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
追
加
議
定
書
（
核
兵
器
不
拡
散
の
た
め
民

生
原
子
力
施
設
の
保
障
措
置
を
強
化
し
た
も
の
）
に
基
づ
い
て
、
浸
透
力
の
あ
る
国
際
査
察
を
受
諾
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
タ
ス
通
信
の
報
道
は
言
い
が
か
り
以
上
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
単
に
ロ

シ
ア
の
国
内
向
け
宣
伝
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
か
つ
て
大
量
破
壊
兵
器
の
存
在
を
理
由
に
イ
ラ
ク
に
侵
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攻
し
た
米
国
へ
の
あ
て
つ
け
の
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ
も
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
《
核
武
装
へ

の
野
心
》
を
く
じ
く
こ
と
が
、
ロ
シ
ア
軍
の
施
設
へ
の
攻
撃
の
本
当
の
理
由
だ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ

な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
一
九
八
六
年
に
大
事
故
を
起
こ
し
、
高
濃
度
に
汚
染
さ
れ
た

チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
四
号
機
に
は
、「
石
棺
」
と
呼
ば
れ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
巨
大
な
覆
い
が
被
せ
ら

れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
石
棺
が
老
朽
化
し
、
崩
壊
の
危
機
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
撤
去
す
る
必
要

が
生
じ
、
ま
ず
石
棺
と
四
号
機
原
子
炉
を
丸
ご
と
す
っ
ぽ
り
覆
う
「
新
安
全
封
入
構
造
体
」（
Ｎ
Ｓ
Ｃ: N

ew
 

Safe Confinem
ent

）
が
構
想
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
Ｎ
Ｓ
Ｃ
は
二
〇
一
六
年
に
建
造
、
定
置
さ
れ
、
二
〇
一

八
年
に
竣
工
し
た
。
高
さ
一
〇
八
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
一
六
二
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
こ
の
巨
大
な
構
造
体
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
ブ
イ
グ
建
設
（Bouygues T

ravaux Publics

）
と
ヴ
ァ
ン
シ
建
設
（V

IN
CI Construction

）
を

中
心
と
す
る
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
「
ノ
ヴ
ァ
ル
カ
」（N

O
V

A
RK

A
 consortium

）
が
受
注
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。（
な
お
、
ノ
ヴ
ァ
ル
カ
に
は
そ
の
他
、
ド
イ
ツ
に
拠
点
を
置
く
ホ
ッ
ホ
テ
ィ
ー
フ
建
設
（H

ochtief A
G

）
と
大
手
電

力
・
ガ
ス
会
社
で
あ
る
Ｒ
Ｗ
Ｅ
社
も
参
画
し
た
）

　

チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
へ
の
ロ
シ
ア
軍
の
攻
撃
は
、
こ
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
に
損
傷
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
も
の
の
、
攻
撃
は
発
電
所
の
サ
イ
ト
全
体
に
向
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
発
電
所
を
安
全
に
管
理
す
る
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た
め
の
外
部
か
ら
の
電
力
供
給
が
一
時
的
に
失
わ
れ
た
。
問
題
は
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
一
号
機
―
三
号

機
（
四
号
機
の
よ
う
な
重
大
事
故
は
起
こ
し
て
い
な
い
が
、
同
じ
炉
型
の
原
子
炉
で
あ
る
の
で
廃
炉
作
業
中
）
の
使
用
済

核
燃
料
、
放
射
性
廃
棄
物
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
設
備
へ
の
電
力
供
給
も
失
わ
れ
、
プ
ー
ル
の
冷
却
が
で
き

な
く
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
の
三
基
の
原
子
炉
か
ら
の
使
用
済
燃
料
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
五
年
ま

で
に
乾
式
中
間
貯
蔵
施
設
（
Ｉ
Ｓ
Ｆ
―
２
）
に
移
送
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
二
二
年
の
時
点

で
は
そ
の
多
く
が
プ
ー
ル
式
の
中
間
貯
蔵
施
設
（
Ｉ
Ｓ
Ｆ
―
１
）
に
貯
蔵
中
で
あ
っ
た
。
な
お
、
新
鋭
の

Ｉ
Ｓ
Ｆ
―
２
は
、
欧
州
復
興
開
発
銀
行
（
Ｅ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
）
お
よ
び
日
本
を
含
む
ド
ナ
ー
各
国
の
協
力
で
建
設
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
四
億
ユ
ー
ロ
を
要
し
た
こ
の
乾
式
中
間
貯
蔵
施
設
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
、
デ
ン

マ
ー
ク
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ロ
シ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
英
国
、
米
国
が
資
金
を
拠
出
し
、

米
国
の
ホ
ル
テ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
社
が
受
注
し
た
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
か
つ
て
、
旧
ソ
連
を
横
断
す
る
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
事
業
の
一
部
分
（
本
章
四
節
で
後
述
）
を

担
っ
て
い
た
が
、「
新
安
全
封
入
構
造
体
」（
Ｎ
Ｓ
Ｃ
）
で
あ
れ
、
中
間
貯
蔵
施
設
で
あ
れ
、
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ

リ
原
発
の
言
わ
ば
《
後
始
末
》
に
お
い
て
西
側
諸
国
の
関
与
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
チ
ョ
ル
ノ
ー
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ビ
リ
原
発
の
攻
撃
後
、
ロ
シ
ア
側
は
、
隣
国
ベ
ラ
ル
ー
シ
か
ら
電
力
供
給
を
復
旧
し
た
と
発
表
し
た
。
意

図
は
不
明
で
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
軍
は
原
子
力
施
設
を
人
質
に
取
る
腹
積
も
り
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
同

時
に
、
ロ
シ
ア
軍
の
攻
撃
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
西
側
諸
国
と
の
関
係
の
深
化
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
も
の
で

も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
同
軍
は
し
か
し
、
二
〇
二
二
年
三
月
三
〇
日
に
な
っ
て
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発

か
ら
突
然
撤
退
し
た
。
そ
の
こ
と
と
の
関
係
性
は
不
明
だ
が
、
ロ
シ
ア
軍
の
兵
士
は
撤
退
直
前
、
適
切
な

防
護
を
せ
ず
、
汚
染
さ
れ
た
「
赤
い
森
」
で
作
戦
行
動
を
と
っ
た
た
め
、
放
射
線
被
ば
く
し
た
と
伝
え
ら

れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
原
発
の
管
理
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
も
と
に
戻
っ
た
。

２　

ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
へ
の
攻
撃

　

二
〇
二
二
年
三
月
四
日
、
ロ
シ
ア
軍
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
部
に
あ
る
欧
州
最
大
規
模
の
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原

発
を
攻
撃
し
、
こ
れ
を
制
圧
し
た
。
二
〇
二
四
年
四
月
現
在
、
な
お
も
管
理
下
に
置
い
た
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
原
発
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
順
次
運
転
を
開
始
し
た
ロ
シ
ア
製
の
軽
水
炉
六

基
（
旧
ソ
連
時
代
の
設
計
の
ロ
シ
ア
型
加
圧
水
型
軽
水
炉
＝
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
と
よ
ば
れ
る
形
式
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
減
速
材
に
黒
鉛
を
用
い
る
黒
鉛
減
速
沸
騰
軽
水
圧
力
管
型
原
子
炉
（
Ｒ
Ｂ
Ｍ
Ｋ
）
を
採
用
し
て
い

る
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
と
は
大
き
く
異
な
る
形
式
の
原
子
炉
で
あ
り
、
西
側
諸
国
で
も
広
く
普
及
し
て



132

い
る
も
の
で
あ
る
。
攻
撃
を
受
け
た
の
は
原
子
炉
建
屋
で
は
な
い
も
の
の
、
も
し
砲
撃
で
全
電
源
喪
失
と

い
う
事
態
に
な
れ
ば
、
原
発
が
深
刻
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

　

武
力
紛
争
時
に
や
っ
て
良
い
こ
と
と
、
や
っ
て
良
く
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
「
国
際
人
道
法
」
分
野
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書
（
一
九
七
八
年
発
効
）
で
は
、
次
の
通
り
規
定

さ
れ
て
い
る
。

危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
お
よ
び
施
設
、
す
な
わ
ち
、
ダ
ム
、
堤
防
お
よ
び
原
発
は
、
こ
れ
ら

の
物
が
軍
事
目
標
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
危
険
な
力
の
放
出
を
引

き
起
こ
し
、
そ
の
結
果
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
を
も
た
ら
す
と
き
は
、
攻
撃
の
対
象
と

し
て
は
な
ら
な
い
。

　

ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
へ
の
攻
撃
は
、
二
〇
二
三
年
六
月
の
同
軍
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

南
部
ヘ
ル
ソ
ン
州
の
カ
ホ
フ
カ
水
力
発
電
所
（
貯
水
量
一
八
二
億
立
方
メ
ー
ト
ル
、
琵
琶
湖
の
貯
水
量
二
七
五
立
方

メ
ー
ト
ル
の
六
七
％
に
あ
た
る
）
へ
の
攻
撃
と
同
様
に
し
て
、
国
際
法
違
反
の
疑
い
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
ろ
う
。

　

軍
事
侵
攻
を
受
け
た
側
の
原
発
が
、
攻
撃
を
し
た
側
の
管
理
下
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
被
攻
撃
国
に
と
っ
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て
《
人
質
》
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
こ
の
原
発
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
相
当
な
注
意
が

必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
に
ミ
サ
イ
ル
が
直
撃
し
、
様
々
な
条
件
が
重
な
り
全
電

源
喪
失
し
て
爆
発
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
福
島
第
一
原
発
の
事
故
と
同
様
の
こ
と
が
起
き
る
可
能

性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
米
国
の
非
営
利
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
」
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ア
ク

ト
ン
（Jam

es A
cton

）
は
二
〇
二
二
年
三
月
一
〇
日
の
論
考
で
、
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
へ
の
攻
撃
が
あ
っ

た
場
合
、
そ
の
被
害
は
、
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
の
か
つ
て
の
大
事
故
の
よ
う
な
、
欧
州
大
陸
全
般
に
影

響
が
及
ぶ
規
模
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
深
刻
な
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
し
た
福
島
の
事
故

の
レ
ベ
ル
の
こ
と
は
起
こ
り
得
る
と
述
べ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
反
転
攻
勢
を
阻

止
す
る
う
え
で
、
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
を
制
圧
す
こ
と
に
は
戦
術
的
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
加
え

て
ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
の
制
圧
は
、
西
側
諸
国
に
傾
倒
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
そ
し
て
西

側
諸
国
に
対
抗
す
る
と
い
う
象
徴
的
な
意
味
も
あ
っ
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
炉
、
運
転
可
能
な
軽
水
炉

は
、
旧
ソ
連
の
設
計
の
原
子
炉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
の
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
ハ
ウ
ス
（
Ｗ
Ｈ
）
社

の
核
燃
料
が
順
次
装
荷
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
西
側
諸
国
の
原
子
力
事
業
は
ロ
シ
ア

起
源
の
ウ
ラ
ン
燃
料
に
か
な
り
の
程
度
依
存
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
シ
ア
は
、
自
ら
の
勢
力
圏
と
見
な

し
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
事
業
を
西
側
諸
国
の
企
業
が
受
注
し
た
場
合
に
は
、
西
側
の
企
業
が
ロ
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シ
ア
の
原
子
力
ビ
ジ
ネ
ス
に
依
存
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
純
粋
な
商
業
行
為
と
は
見
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。

核
燃
料
を
め
ぐ
る
鍔
迫
り
合
い
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
四
節
に
お
い
て
後
述
す
る
。

３　

国
立
ハ
ル
キ
ウ
物
理
技
術
研
究
所
へ
の
ロ
シ
ア
軍
の
砲
撃

　

冷
戦
後
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
研
究
施
設
の
民
生
転
換
を
資
金
面
、
技
術
面
で
後
押
し
し
て
き
た
の
は
、
日

本
を
含
む
西
側
諸
国
で
あ
っ
た
。
国
立
ハ
ル
キ
ウ
物
理
技
術
研
究
所
の
事
業
も
、
そ
う
し
た
西
側
諸
国
の

支
援
に
依
っ
て
き
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
、
冷
戦
直
後
、
研
究
施
設
の
財
政
難
か
ら
、
協
定
核
兵
器
や
生

物
兵
器
、
化
学
兵
器
と
い
っ
た
大
量
破
壊
兵
器
と
そ
れ
ら
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
技
術
や

資
機
材
、
そ
し
て
専
門
知
識
を
有
す
る
多
く
の
人
間
が
、
第
三
国
へ
と
流
出
す
る
危
険
が
あ
っ
た
。
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
研
究
所
に
対
し
行
っ
て
き
た
西
側
諸
国
の
支
援
は
、
そ
も
そ
も
大
量
破
壊
兵
器
の
不
拡
散
努
力

の
一
環
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
思
い
起
こ
す
必
要
の
あ
る
歴
史
的
な
事
実
で
あ
る
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
カ
ナ
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
米
国
は
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
五
日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
科
学

技
術
セ
ン
タ
ー
（
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｕ
）
設
立
に
関
す
る
協
定
に
署
名
し
た
。
一
九
九
八
年
一
一
月
に
は
Ｅ
Ｕ
が
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
代
わ
っ
て
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｕ
に
正
式
に
参
加
し
た
ほ
か
、
日
本
も
資
金
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
重
要
な
の
は
、
ロ
シ
ア
軍
が
砲
撃
し
た
国
立
ハ
ル
キ
ウ
物
理
技
術
研
究
所
も
、
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｕ
か
ら
資
金
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援
助
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
同
研
究
所
の
敷
地
内
に
あ
る
実
験
用
加
速
器
駆
動
未

臨
界
炉
も
、
研
究
所
の
民
生
転
換
を
支
援
す
る
た
め
の
米
国
の
協
力
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

実
は
国
立
ハ
ル
キ
ウ
物
理
技
術
研
究
所
に
お
け
る
実
験
用
加
速
器
駆
動
未
臨
界
炉
建
設
へ
の
米
国
の
支

援
は
、
米
国
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
（Barack O

bam
a

）
大
統
領
（
当
時
）
が
二
〇
一
〇
年
四
月
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
で
親
露
派
と
目
さ
れ
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ヤ
ヌ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
（V

iktor Y
anukovych

）
大
統
領
（
当
時
）
と

共
同
声
明
を
出
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
声
明
に
基
づ
き
、
米
露
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
そ
し
て

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
は
、
二
三
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
（
Ｈ
Ｅ
Ｕ
：
核
テ
ロ
対
策
や
核
兵
器
不
拡
散
上
、
問
題
視

さ
れ
て
い
る
核
物
質
で
あ
る
）
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
か
ら
撤
去
し
て
い
く
こ
と
で
合
意
し
た
。
二
〇
一
〇
年
五

月
、
最
初
の
五
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
が
キ
ー
ウ
原
子
力
研
究
所
（
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
）
か
ら
搬
出
開
始
さ
れ
、
二
〇
一
〇

年
一
二
月
に
搬
出
完
了
し
た
。
次
に
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
は
、
さ
ら
に
一
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
ハ

ル
キ
ウ
物
理
技
術
研
究
所
か
ら
搬
出
さ
れ
た
。
ま
た
同
じ
こ
ろ
、
二
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
セ
バ
ス

ト
ポ
リ
大
学
か
ら
、
ま
た
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
キ
ー
ウ
原
子
力
研
究
所
か
ら
搬
出
完
了
し
た
。
そ

し
て
、
米
国
ア
ル
ゴ
ン
ヌ
国
立
研
究
所
は
そ
の
見
返
り
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
中
性
子
源
の
実

験
用
加
速
器
駆
動
未
臨
界
炉
を
国
立
ハ
ル
キ
ウ
物
理
技
術
研
究
所
に
提
供
し
た
の
だ
っ
た
。
な
お
、
日
本

も
旧
ソ
連
非
核
化
協
力
事
業
の
一
環
と
し
て
、
ハ
ル
キ
ウ
の
同
研
究
所
の
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化
を
目
的
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に
一
・
七
三
億
円
相
当
を
支
援
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
民
生
転
換
と
、
そ
の
た
め
の
周
辺
の
努
力
を
、

ロ
シ
ア
は
大
量
破
壊
兵
器
の
研
究
開
発
支
援
の
証
左
だ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
シ
ア
外
務
省

は
三
月
八
日
に
声
明
を
発
表
し
、
そ
も
そ
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
諜
報
機
関
と
過
激
派
が
原
子
炉
を
不
正
操
作

し
て
挑
発
し
て
き
た
の
だ
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
に
鑑
み
れ
ば
、
ロ
シ
ア

軍
の
主
張
が
単
な
る
言
い
訳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

４　

西
側
諸
国
に
傾
斜
し
つ
つ
あ
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
事
業

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
の
大
事
故
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
子
力
発
電
へ
の
依

存
度
が
非
常
に
高
い
国
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
事
業
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
影

響
力
は
、
二
〇
一
四
年
二
月
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
ユ
ー
ロ
・
マ
イ
ダ
ン
革
命
と
、
同
年
三
月
に
完
了

し
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ク
リ
ミ
ア
半
島
の
強
制
併
合
の
の
ち
に
急
速
に
姿
を
消
し
た
。
ロ
シ
ア
と
替
わ
っ
て

存
在
感
を
一
層
増
す
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
の
廃
炉
、
安
全
支
援
と
、
代
替
電
源

た
る
新
た
な
原
発
建
設
支
援
を
行
っ
て
き
た
西
側
諸
国
で
あ
っ
た
。
原
子
力
発
電
へ
の
依
存
が
な
け
れ
ば
、

そ
も
そ
も
憂
慮
す
べ
き
ロ
シ
ア
軍
の
関
連
施
設
へ
の
攻
撃
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、（
む
ろ
ん
、
一

義
的
な
責
任
は
ロ
シ
ア
に
あ
る
が
）、
西
側
の
原
発
建
設
支
援
の
事
実
に
つ
い
て
は
よ
く
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
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あ
ろ
う
。

黒
鉛
減
速
沸
騰
軽
水
圧
力
管
型
原
子
炉
（
Ｒ
Ｂ
Ｍ
Ｋ
）
か
ら
ロ
シ
ア
型
加
圧
水
型
軽
水
炉
（
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
へ

の
転
換
と
西
側
諸
国
の
支
援

　

二
〇
二
一
年
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
総
発
電
量
は
八
万
六
二
〇
六
ギ
ガ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
（
Ｇ
Ｗ
ｈ
）
で

あ
っ
た
が
、
原
子
力
発
電
は
そ
の
う
ち
五
五
％
を
占
め
て
い
た
。
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
の
大
事
故
の
後

に
も
こ
の
よ
う
な
高
い
原
子
力
依
存
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
国
の
原
子
力
発
電
利
用
に
対
す
る

意
外
な
ほ
ど
に
も
肯
定
的
な
世
論
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
全
国
エ
コ
ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー
、
独

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ー
ベ
ル
ト
財
団
、
キ
ー
ウ
国
際
社
会
学
研
究
所
に
よ
る
二
〇
一
五
年
の
世
論
調
査
で

は
、
脱
原
子
力
へ
の
支
持
は
二
四
％
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、
高
い
原
子
力
依
存
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
な
き

あ
と
の
代
替
電
源
に
や
は
り
原
子
力
が
選
ば
れ
、
こ
れ
を
西
側
諸
国
が
支
援
し
た
こ
と
が
、
ま
た
大
き
な

理
由
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
一
九
九
五
年
一
二
月
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
は
、
先
進
七
カ
国
（
Ｇ
７
）
と
の
間
に

「
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
型
の
原
発
の
閉
鎖
を
含
む
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
門
再
編
支
援
の
枠
組
み
に
関

す
る
覚
書
」
を
締
結
し
た
。
こ
の
覚
書
の
中
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
事
故
を
起
こ
し
た
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
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発
一
号
機
、
そ
し
て
事
故
を
起
こ
し
て
は
い
な
い
が
、
同
じ
炉
型
の
二
―
四
号
機
に
つ
い
て
全
て
二
〇
〇

〇
年
ま
で
に
廃
止
・
閉
鎖
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
西
側
諸
国
は
そ
の
見
返
り
と
し
て
代
替
電
源
の
確
保
の

た
め
の
資
金
の
援
助
を
行
う
こ
と
で
基
本
的
に
合
意
し
た
。
こ
の
代
替
電
源
の
確
保
の
た
め
の
資
金
援
助

は
、
欧
州
復
興
開
発
銀
行
（
Ｅ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
）
が
担
っ
た
。
そ
し
て
同
合
意
に
基
づ
い
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
代
替

電
源
と
し
て
旧
ソ
連
時
代
か
ら
建
設
中
だ
っ
た
フ
メ
リ
ニ
ツ
キ
ー
原
発
二
号
機
と
リ
ウ
ネ
原
発
の
四
号
機

の
完
成
を
目
標
に
設
定
し
た
の
だ
っ
た
。

　

両
原
子
炉
と
も
に
、
西
側
諸
国
の
資
金
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
型
加
圧
水
型
軽
水
炉
（
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
が
建
設
さ

れ
た
。
西
側
諸
国
と
し
て
は
、
安
全
に
問
題
の
あ
る
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
型
の
黒
鉛
減
速
沸
騰
軽
水
圧

力
管
型
原
子
炉
（
Ｒ
Ｂ
Ｍ
Ｋ
）
で
は
な
く
、
世
界
的
に
も
普
及
し
て
い
る
加
圧
水
型
軽
水
炉
の
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
の

ほ
う
が
、
ま
し
・
・

で
あ
る
と
の
判
断
が
あ
っ
た
。
前
者
、
す
な
わ
ち
フ
メ
リ
ニ
ツ
キ
ー
原
発
で
は
さ
ら
に
三

号
機
（
同
様
に
ロ
シ
ア
製
）
が
建
設
さ
れ
、
四
号
機
も
建
設
計
画
が
進
捗
し
て
い
る
が
、
四
号
機
に
つ
い
て

は
、
二
〇
二
一
年
八
月
に
契
約
変
更
が
行
わ
れ
、
ロ
シ
ア
製
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
―
１
０
０
０
（
一
〇
〇
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
級
の
比
較
的
新
し
い
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
で
は
な
く
、
米
国
Ｗ
Ｈ
社
の
Ａ
Ｐ
１
０
０
０
が
建
設
さ
れ
る
運
び
と
な
っ

て
い
た
。
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ロ
シ
ア
と
の
原
子
力
事
業
と
の
再
一
体
化
を
め
ぐ
る
国
内
対
立

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
事
業
は
、
西
側
諸
国
と
の
関
係
を
深
め
て
き
た
。
同
国
の
原
子
力
事
業
を
め
ぐ
っ

て
は
、
政
治
的
な
対
立
が
、
国
家
と
し
て
の
独
立
以
来
ず
っ
と
あ
っ
た
。
例
え
ば
二
〇
〇
七
年
、
親
露
派

の
政
治
家
ア
ン
ド
レ
イ
・
デ
ル
カ
ッ
チ
（A

ndrii D
erkach

）
が
原
子
力
産
業
複
合
体
ウ
ク
ラ
ト
ム
プ
ロ
ム

の
設
立
法
案
を
準
備
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
新
会
社
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
と
原
子
力
事
業
を
再
び
一
体

的
に
進
め
よ
う
と
す
る
デ
ル
カ
ッ
チ
の
目
論
見
が
あ
っ
た
。
彼
は
同
年
六
月
、
ロ
シ
ア
の
国
営
原
子
力
公

社
の
セ
ル
ゲ
イ
・
キ
リ
エ
ン
コ
（Sergei K

irienko

）
総
裁
と
、
独
断
的
に
協
定
を
締
結
し
た
。
こ
れ
は
国

家
を
代
表
し
て
の
協
定
で
は
な
く
、
個
人
の
資
格
で
結
ば
れ
た
不
自
然
な
合
意
で
あ
っ
た
と
の
批
判
が
あ
っ

た
。
デ
ル
カ
ッ
チ
の
動
き
を
阻
止
し
た
の
は
、
親
欧
米
的
な
人
物
と
目
さ
れ
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
シ
チ
ェ

ン
コ
（V

iktor Y
ushchenko

）
大
統
領
だ
っ
た
。
ユ
シ
チ
ェ
ン
コ
は
新
会
社
の
設
立
法
案
そ
の
も
の
を
葬
っ

た
。

　

ロ
シ
ア
の
安
全
保
障
政
策
に
詳
し
い
米
国
の
専
門
家
ギ
ャ
ビ
ン
・
ワ
イ
ル
ド
（Gavin W

ilde

）
と
サ
イ

バ
ー
安
全
保
障
に
明
る
い
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
シ
ャ
ー
マ
ン
（Justin Sherm

an

）
が
、
米
国
外
交
問
題
評
議

会
（
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）
の
二
〇
二
二
年
三
月
一
七
日
付
ブ
ロ
グ
に
発
表
し
た
論
考
に
よ
れ
ば
、
デ
ル
カ
ッ
チ
は
、
ク

レ
ム
リ
ン
か
ら
指
令
を
受
け
て
、
米
国
の
政
治
に
干
渉
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
当
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時
、
副
大
統
領
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
・
バ
イ
デ
ン
（Joe Biden

）
の
息
子
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
好
ま
し
く

な
い
活
動
を
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
バ
イ
デ
ン
が
こ
の
話
を
も
み
消
す
べ
く
何
か
し
ら
の
圧
力

を
か
け
た
、
と
い
う
噂
を
工
作
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
曰
く
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
国
会
議
員
、
ロ
シ
ア
諜
報
機
関
ア
カ
デ
ミ
ー
の
卒
業
生
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
か
つ
て
の

諜
報
部
長
の
息
子
で
あ
る
ア
ン
ド
レ
イ
・
デ
ル
カ
ッ
チ
な
ど
、
多
く
の
ク
レ
ム
リ
ン
工
作
員
が
ウ
ク

ラ
イ
ナ
、
或
い
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
過
去
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
干
渉
に
関
係
が
あ
っ
た
。
デ
ル
カ
ッ

チ
は
ク
レ
ム
リ
ン
か
ら
指
示
を
受
け
、
当
時
の
バ
イ
デ
ン
副
大
統
領
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ポ
ロ
シ
ェ
ン

コ
大
統
領
の
間
で
汚
職
の
操
作
さ
れ
た
「
証
拠
」
を
提
供
し
た
。

「
証
拠
」
拡
散
の
具
体
的
手
法
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
国
内
に
お
け
る
原
子
力
事
業
の
再

編
や
ロ
シ
ア
と
の
事
業
の
一
体
化
を
め
ぐ
る
情
報
戦
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
米
国
政
府

は
そ
の
中
心
人
物
を
、
デ
ル
カ
ッ
チ
と
目
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
米
財
務
省
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ

の
ロ
シ
ア
の
軍
事
侵
攻
が
始
ま
る
以
前
の
二
〇
二
〇
年
九
月
一
〇
日
、
米
国
の
選
挙
に
介
入
を
試
み
た
と

し
て
、
デ
ル
カ
ッ
チ
に
対
す
る
制
裁
を
科
し
た
こ
と
を
公
式
発
表
し
て
い
る
。
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核
燃
料
の
調
達
先
を
め
ぐ
る
対
立

　

原
子
力
事
業
を
め
ぐ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
の
角
逐
は
、
原
発
の
た
め
の
核
燃
料
の
調
達
を
め
ぐ
っ
て
も

見
ら
れ
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
核
燃
料
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
米
国
に
拠
点
を
置
く
Ｗ
Ｈ
社
製
の

も
の
が
次
第
に
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
二
〇
〇
五
年
、
南
ウ
ク
ラ
イ
ナ
原
発
に
Ｗ
Ｈ

社
の
核
燃
料
が
実
験
的
に
装
荷
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
都
市
ベ
ス
テ
ル
オ
ー
ス

（V
ästerås

）
に
あ
る
Ｗ
Ｈ
社
保
有
の
施
設
で
加
工
さ
れ
た
核
燃
料
が
、
よ
り
大
規
模
に
南
ウ
ク
ラ
イ
ナ
原

発
に
試
験
的
に
装
荷
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
原
子
力
安
全
規
制
を
司
っ
て
い
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
家
原
子
力
規
制
検
査
局
（
Ｓ
Ｎ
Ｒ
Ｉ
）
の

ミ
ハ
イ
ル
・
ガ
シ
ェ
フ
（M

ikhail Gashev

）
第
一
副
長
官
は
、
Ｗ
Ｈ
社
製
の
核
燃
料
を
ロ
シ
ア
製
の
Ｖ
Ｖ

Ｅ
Ｒ
形
式
の
原
発
に
装
荷
す
る
こ
と
に
は
極
め
て
批
判
的
で
あ
り
、
二
〇
一
二
年
に
は
同
社
製
の
使
用
を

禁
止
す
る
決
定
を
下
す
。

　

し
か
し
、
二
〇
一
四
年
二
月
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
ユ
ー
ロ
・
マ
イ
ダ
ン
革
命
が
起
こ
り
、
ロ
シ
ア
寄
り
の

ヤ
ヌ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
大
統
領
が
ロ
シ
ア
へ
の
事
実
上
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
オ
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ト
ゥ

ル
チ
ノ
フ
（O

leksandr T
urchynov

）
大
統
領
代
行
が
就
任
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
国
営
原

子
力
公
社
エ
ネ
ル
ゴ
ア
ト
ム
（EnergoA

tom

）
は
Ｗ
Ｈ
社
と
の
契
約
を
回
復
し
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
燃
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料
装
荷
す
る
こ
と
で
基
本
合
意
し
た
。
政
変
後
、
ト
ゥ
ル
チ
ノ
フ
大
統
領
代
行
の
も
と
挙
国
一
致
内
閣
の

首
班
と
な
っ
た
ア
ル
セ
ニ
ー
・
ヤ
ツ
ェ
ニ
ュ
ク
首
相
は
、
ロ
シ
ア
の
影
響
力
の
排
除
を
進
め
た
。
二
〇
一

四
年
一
〇
月
、
彼
は
Ｗ
Ｈ
社
製
の
核
燃
料
の
使
用
禁
止
を
決
定
し
た
ガ
シ
ェ
フ
を
含
む
、
三
九
人
の
親
露

派
高
官
の
解
任
を
発
表
し
た
。
そ
し
て
二
〇
二
〇
年
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
全
原
発
に
将
来
装
荷
す
る
核
燃
料

の
全
量
が
Ｗ
Ｈ
社
製
の
も
の
と
な
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
二
〇
二
二
年
一
〇
月
六
日
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー

チ
ン
大
統
領
は
制
圧
下
に
置
い
た
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
を
ロ
シ
ア
連
邦
の
資
産
と
し
、
ロ
シ
ア
の
国
有
と

す
る
と
い
う
大
統
領
令
に
署
名
し
た
。
ロ
シ
ア
イ
ン
タ
ー
フ
ァ
ッ
ク
ス
通
信
二
〇
二
二
年
一
〇
月
一
二
日

付
記
事
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
国
営
原
子
力
公
社
ロ
ス
ア
ト
ム
（Rosatom

）
の
ア
レ
ク
セ
イ
・
リ
ハ
チ
ョ
フ

（A
leksei Likhachev

）
総
裁
は
、「
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
に
は
今
後
は
全
て
ロ
シ
ア
製
の
燃
料
を
使
う
」
と

語
っ
た
。
米
国
に
対
す
る
意
趣
返
し
の
意
味
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ソ
連
全
体
の
《
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
帝
国
》
の
終
焉

　

か
つ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
発
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
の
使
用
済
核
燃
料
は
ロ
シ
ア
に
移
送
さ
れ
、
一
部
に
つ
い
て
は

再
処
理
さ
れ
て
い
た
。
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
の
中
で
も
比
較
的
に
出
力
が
小
さ
く
、
旧
型
の
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
―
４
４
０
（
リ

ウ
ネ
原
発
一
号
機
と
二
号
機
に
採
用
）
か
ら
生
じ
た
使
用
済
核
燃
料
は
、
ロ
シ
ア
の
チ
ェ
リ
ア
ビ
ン
ス
ク
に
あ
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る
再
処
理
施
設
Ｒ
Ｔ
１
に
送
ら
れ
て
再
処
理
さ
れ
、
ウ
ラ
ン
お
よ
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
回
収
し
て
い
た
。

回
収
さ
れ
た
ウ
ラ
ン
は
ロ
シ
ア
国
内
の
Ｒ
Ｂ
Ｍ
Ｋ
に
使
用
さ
れ
る
一
方
、
取
り
出
さ
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

は
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
に
か
つ
て
あ
っ
た
高
速
増
殖
炉
Ｂ
Ｎ
―
３
５
０
、
お
よ
び
ロ
シ
ア
国
内
の
現
役
の
高
速

増
殖
炉
Ｂ
Ｎ
―
６
０
０
に
装
荷
さ
れ
て
き
た
。
ロ
シ
ア
製
の
核
燃
料
を
利
用
し
て
い
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、

使
用
済
核
燃
料
を
ロ
シ
ア
に
移
送
し
て
お
り
、
原
子
力
事
業
の
《
上
流
》
部
分
た
る
フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ド
も
、

《
下
流
》
部
分
た
る
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
も
ロ
シ
ア
に
依
存
し
て
い
た
。
ロ
シ
ア
は
使
用
済
核
燃
料
を
再
利
用
す

る
と
い
う
《
閉
じ
た
燃
料
サ
イ
ク
ル
》
を
構
成
す
る
国
で
あ
る
。
伝
統
的
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
事
業

は
、
言
わ
ば
ソ
連
全
体
の
《
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
帝
国
》
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
そ

の
た
め
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
留
め
置
く
使
用
済
核
燃
料
の
中
間
貯
蔵
の
容
量
は
大
き
く
は
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
冷
戦
後
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
使
用
済
核
燃
料
は
ロ
シ
ア
に
《
返
還
》
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、

中
間
貯
蔵
の
能
力
を
増
や
す
必
要
が
生
じ
た
。
こ
う
し
た
中
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
集
中
中
間
貯
蔵
施
設
（
Ｃ

Ｓ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
）
の
設
計
と
建
設
を
受
注
し
た
の
は
、
上
述
の
米
国
企
業
ホ
ル
テ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

社
で
あ
っ
た
。
同
社
は
、
顧
客
で
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
公
社
エ
ネ
ル
ゴ
ア
ト
ム
と
共
同
で
、

Ｉ
Ｓ
Ｆ
―
２
の
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
全
く
別
に
、
同
国
の
Ｃ
Ｓ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
を
完
成
さ
せ
、
二
〇
二
三
年

一
二
月
一
九
日
に
運
転
を
開
始
し
た
。
同
施
設
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
稼
働
中
の
Ｖ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
型
原
子
炉
か
ら
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使
用
済
核
燃
料
を
受
け
入
れ
、
貯
蔵
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
二
〇
二
三
年
四
月
二
一
日
の
ホ
ル
テ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
社
の
発
表
に
よ
れ

ば
、
同
社
は
二
〇
二
九
年
三
月
ま
で
に
原
子
炉
出
力
を
最
小
限
に
制
御
し
、
系
統
に
接
続
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
た
最
初
の
小
型
モ
ジ
ュ
ー
ル
炉
Ｓ
Ｍ
Ｒ
―
１
６
０
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
お
い
て
実
現
さ
せ
る
た
め
の
協
力
協
定
を
、
エ
ネ
ル
ゴ
ア
ト
ム
と
の
間
に
署
名
し
た
と
い
う
。
ロ
シ
ア

が
苛
立
ち
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
圧
迫
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
抵
抗
し
、
そ
の
商
業
活
動
を
西
側

に
依
存
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
循
環
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

５　

対
立
の
縮
図
と
し
て
の
原
子
力
事
業

　

自
由
な
経
済
活
動
と
自
ら
の
価
値
観
の
ロ
シ
ア
勢
力
圏
へ
の
拡
大
を
画
策
す
る
米
国
の
態
度
が
、
冷
戦

の
一
端
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
左
派
外
交
史
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ａ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（W

illiam
 A

 

W
illam

s:

一
九
二
一
年
―
九
〇
年
）
が
、
今
の
時
代
に
生
き
て
い
れ
ば
、
二
〇
二
二
年
二
月
に
始
ま
っ
た
ロ
シ

ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
軍
事
侵
攻
を
ど
の
よ
う
に
見
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

無
論
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
経
済
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
今
日
の
ロ
シ
ア
と
、
冷
戦
前
夜
の
ソ
連
を
比
較
す

る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
世
界
の
原
子
力
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
ロ
シ
ア
は
積
極
的
に
商
談
を
進
め
て
い
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る
。
特
に
原
発
の
運
転
に
必
要
な
フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ド
、
ウ
ラ
ン
濃
縮
に
お
い
て
そ
の
存
在
感
は
圧
倒
的
で

あ
り
、
世
界
原
子
力
協
会
に
よ
れ
ば
二
〇
二
〇
年
の
世
界
の
ウ
ラ
ン
濃
縮
生
産
量
の
実
に
四
六
％
（
二
万
七

七
〇
〇
Ｓ
Ｗ
Ｕ
／
年
：
Ｓ
Ｗ
Ｕ
と
は
、
ウ
ラ
ン
を
濃
縮
す
る
際
に
必
要
と
な
る
仕
事
量
の
単
位
）
が
ロ
シ
ア
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
に
は
米
国
に
お
け
る
濃
縮
の
役
務
の
二
八
％
を
ロ
シ
ア
が
提
供
し
て
お
り
、
二
〇

二
〇
年
に
Ｅ
Ｕ
に
持
ち
込
ま
れ
た
天
然
ウ
ラ
ン
一
万
二
五
九
二
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
（
金
属
ウ
ラ
ン
重
量
を
示
す
単

位
）
の
う
ち
、
二
五
四
五
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
（
二
〇
・
二
一
％
）
が
ロ
シ
ア
原
産
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
ロ
シ

ア
が
西
側
諸
国
と
り
わ
け
米
国
に
抱
く
不
満
、
怒
り
と
い
う
も
の
は
―
―
仮
に
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
ま
で
に

不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
―
―
恐
ら
く
現
実
に
存
在
し
、
国
際
法
違
反
も
厭
わ
な
い
、
彼
ら
の
攻

撃
的
行
動
を
惹
起
さ
せ
て
い
る
有
力
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

現
に
米
国
は
ロ
シ
ア
が
勢
力
圏
と
見
な
す
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
事
業
を
、
結
果
と
し
て
突
き
崩
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
政
府
は
、
こ
の
流
れ
を
反
転
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
制
圧
下
に
お
い
た
ザ
ポ
リ
ー

ジ
ャ
原
発
へ
の
ロ
シ
ア
製
核
燃
料
の
装
荷
方
針
を
宣
言
し
た
。
も
と
も
と
米
国
や
日
本
を
含
む
西
側
諸
国

は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
の
後
始
末
や
、
こ
れ
に
代
わ
る
原
発
の
新
設
を
資
金
面
、
技
術
面

で
後
押
し
し
て
き
た
。
既
設
の
ロ
シ
ア
設
計
の
原
子
炉
に
さ
え
、
軍
事
侵
攻
直
前
に
は
米
系
企
業
の
Ｗ
Ｈ

社
が
核
燃
料
を
全
量
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
は
こ
れ
を
不
満
と
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
も
ロ
シ
ア
と
の
紐
帯
を
重
視
す
る
親
露
派
の
政
治
家
、
高
官
た
ち
が
お
り
、
原
子
力
事
業

の
西
側
諸
国
の
影
響
力
増
大
に
抵
抗
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
人
た
ち
の
影
響
力
は
ユ
ー
ロ
・
マ
イ
ダ
ン
革

命
を
契
機
に
低
下
し
た
。
二
〇
二
二
年
か
ら
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
全
面
的
な
軍
事
侵
攻
は
、

伝
統
的
紐
帯
を
断
ち
切
り
、
西
側
に
接
近
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
ロ
シ
ア
の
苛
立
ち
を
象
徴
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

追
記　

本
稿
は
以
下
の
拙
発
表
の
内
容
を
加
筆
、
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

広
島
市
立
大
学
・
広
島
平
和
研
究
所
主
催
二
〇
二
三
年
度
連
続
市
民
講
座
「
広
島
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を

考
え
る
」
第
四
回
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
戦
争
と
原
子
力
施
設
へ
の
攻
撃
」（
二
〇
二
三
年
一
一
月
一
〇
― 

一
六
日
配
信
）（
講
師 

友
次
晋
介
）

友
次
晋
介
「
ロ
シ
ア
―
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
核
施
設
へ
の
攻
撃
の
含
意
―
―「
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
帝
国
」
と

「
規
制
帝
国
」
の
衝
突
の
ゆ
く
え
」『
放
射
性
廃
棄
物
問
題
第
６
回
研
究
会
』（
二
〇
二
二
年
六
月
二
五
日
オ
ン
ラ

イ
ン
研
究
会
）（
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）21K

01304 

代
表
：
小
野
一
）（
招
待
）
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第
７
章　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

沖
村　

理
史

　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
受
け
、
世
界
が
揺
れ
て
は
や
二
年
が
経
過
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
注

目
さ
れ
る
分
野
の
一
つ
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
焦
点
を
当
て
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
自
給
率
の
低
い
日
本
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
考
察
す
る
。

　

主
要
国
の
二
〇
二
〇
年
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
を
見
る
と
、
日
本
は
一
一
・
三
％
、
韓
国
は
一
九
・

一
％
で
あ
り
、
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
諸
国
の
中
で
も
極
め
て
低
位
に
あ
る
。
主
要
欧
州
諸
国

で
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
七
六
・
〇
％
、
フ
ラ
ン
ス
が
五
四
・
九
％
、
ド
イ
ツ
が
三
四
・
七
％
で
あ
り
、
日
韓
よ
り

も
高
い
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
は
一
〇
六
％
、
ロ
シ
ア
は
一
八
九
％
で
あ
り
、
両
国
と
も
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

自
給
し
て
い
る
。
近
隣
の
ア
ジ
ア
の
大
国
で
は
、
中
国
が
七
九
・
九
％
、
イ
ン
ド
が
六
五
・
一
％
で
、
両
国
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と
も
に
日
韓
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
（
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研
究
所 

計
量
分
析
ユ
ニ
ッ
ト 2023: 224

）。
こ
の
数

字
か
ら
見
ら
れ
る
通
り
、
日
本
を
含
め
、
多
く
の
国
々
に
と
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
が
各
国
の
関

心
事
と
な
っ
て
い
る
。

　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
き
っ
か
け
と
し
て
生
じ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
量
的
な
遮
断
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
存
在
す
る
。
次
に
日
本
の
状
況
を

中
心
に
、
こ
の
二
つ
の
側
面
を
検
討
す
る
。

１　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
る
影
響

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
的
遮
断

　

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
日
本
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
が
低
い
が
、
欧
州
諸
国
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
は
達

成
し
て
い
な
い
。
特
に
ド
イ
ツ
は
、
ロ
シ
ア
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
依
存
度
が
高
く
、
石
油
は
三
四
％
、
天
然

ガ
ス
は
四
三
％
、
石
炭
は
四
八
％
を
ロ
シ
ア
に
依
存
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
も
同
様
で
、
石
油
は
一
一
％
、

天
然
ガ
ス
は
三
一
％
、
石
炭
は
五
六
％
を
ロ
シ
ア
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
ロ
シ
ア
へ

の
依
存
度
は
、
石
油
は
四
％
、
天
然
ガ
ス
は
九
％
、
石
炭
は
一
一
％
で
あ
り
、
欧
州
に
比
べ
て
ロ
シ
ア
依

存
度
は
低
い
（
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 2023: 26

）。
そ
の
た
め
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
る
エ
ネ
ル
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ギ
ー
の
遮
断
は
、
欧
州
で
は
よ
り
切
迫
し
た
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

ロ
シ
ア
か
ら
欧
州
へ
の
天
然
ガ
ス
の
輸
出
の
多
く
は
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
用
い
て
い
る
。
ロ
シ
ア
と
欧

州
を
結
ぶ
天
然
ガ
ス
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
複
数
ル
ー
ト
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
う
ち
ロ
シ
ア
と
ド
イ
ツ
を
バ

ル
ト
海
経
由
で
直
接
結
ぶ
ノ
ル
ド
ス
ト
リ
ー
ム
経
由
で
の
天
然
ガ
ス
が
、
二
〇
二
二
年
に
遮
断
し
た
。
そ

の
経
緯
で
あ
る
が
、
二
〇
二
二
年
六
月
に
、
カ
ナ
ダ
で
修
理
中
の
タ
ー
ビ
ン
の
返
却
が
遅
れ
て
い
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
天
然
ガ
ス
生
産
者
の
ガ
ス
プ
ロ
ム
は
ノ
ル
ド
ス
ト
リ
ー
ム
１
の
ガ
ス
供
給
量

を
四
〇
％
に
削
減
し
、
七
月
に
は
二
〇
％
に
削
減
し
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
二
二
年
八
月
末
に
は
、
ガ
ス
プ

ロ
ム
は
設
備
点
検
を
理
由
に
供
給
を
停
止
し
た
。
二
〇
二
二
年
九
月
に
は
原
因
不
明
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
損

傷
が
起
き
、
ノ
ル
ド
ス
ト
リ
ー
ム
経
由
の
天
然
ガ
ス
は
途
絶
し
た
。

　

で
は
欧
州
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。
欧
州
委
員
会
は
、
二
〇
二
二
年
五
月

に
ロ
シ
ア
依
存
を
低
下
さ
せ
る
「
リ
パ
ワ
ー
Ｅ
Ｕ
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
計
画
で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
調
達
の
多
様
化
、
ク
リ
ー
ン
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡
大
の
三
点
を
強
調
し
て
い
る
（
竹
内 2023: 

159-165

）。
ロ
シ
ア
か
ら
の
天
然
ガ
ス
輸
入
が
激
減
し
た
二
〇
二
二
―
二
三
年
の
冬
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）
の
輸
入
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
の
天
然
ガ
ス
輸
入
で
乗
り
切
っ
た
。
ロ
シ
ア
か
ら

の
輸
入
は
五
〇
〇
〇
万
ト
ン
以
上
減
少
し
た
が
、
約
四
五
〇
〇
万
ト
ン
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
実
施
し
、
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Ｌ
Ｎ
Ｇ
輸
入
を
約
四
〇
〇
〇
万
ト
ン
増
や
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
約
二
〇
〇
〇
万
ト
ン
調
達
を
増
や
し
た

（
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 2023: 34

）。
欧
州
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
経
由
で
の
天
然
ガ
ス
輸
入
を
代

替
す
る
Ｌ
Ｎ
Ｇ
の
輸
入
量
を
増
や
す
た
め
、
既
存
の
大
西
洋
岸
や
地
中
海
沿
い
の
Ｌ
Ｎ
Ｇ
受
け
入
れ
基
地

に
加
え
、
短
期
間
で
稼
働
可
能
な
浮
体
式
Ｌ
Ｎ
Ｇ
貯
蔵
再
ガ
ス
化
設
備
（
Ｆ
Ｓ
Ｒ
Ｕ
）
を
設
置
し
た
。
例
え

ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
二
三
―
二
四
年
の
冬
ま
で
に
ド
イ
ツ
政
府
が
Ｆ
Ｓ
Ｒ
Ｕ
五
隻
を
チ
ャ
ー
タ
ー
す

る
こ
と
を
発
表
し
た
（
日
本
貿
易
振
興
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 2022

）。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｌ
Ｎ
Ｇ
輸
入
量
を
増
加
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
二
〇
二
二
年
九
月
に
開
通
し
た
バ
ル
ト
海
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
向
け
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
欧
州
へ
の
天
然
ガ
ス
供
給
増
加
に
貢
献
し
た
（
原
田 2023: 

77

）。
二
〇
二
三
―
二
四
年
の
冬
の
需
要
期
に
向
け
て
、
欧
州
諸
国
は
あ
ら
か
じ
め
多
め
に
天
然
ガ
ス
を
輸

入
し
、
備
蓄
を
増
や
す
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
暖
冬
と
い
う
追
い
風
も
あ
り
、
本
稿
執
筆
時

（
二
〇
二
四
年
三
月
）
ま
で
は
、
天
然
ガ
ス
不
足
で
欧
州
各
国
が
苦
境
に
迫
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

次
に
ロ
シ
ア
か
ら
日
本
に
向
け
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
輸
出
の
変
化
を
整
理
す
る
。
ロ
シ
ア
連
邦
税
関
庁
デ
ー

タ
に
よ
る
と
、
日
本
向
け
の
原
油
、
天
然
ガ
ス
輸
出
量
（
二
〇
二
二
年
一
月
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
万
ト
ン

（
原
油
）、
七
六
万
ト
ン
（
天
然
ガ
ス
）
で
あ
る
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構 2022: 6

）。
日
本
で
は
、
原

油
も
石
炭
も
備
蓄
や
在
庫
が
あ
り
、
そ
の
上
他
国
か
ら
代
替
輸
入
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
が
Ｌ
Ｎ
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Ｇ
の
形
で
輸
入
し
て
い
る
天
然
ガ
ス
は
、
長
期
契
約
が
主
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
以
外
か
ら
の
輸
入
量
が
減
少

す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
で
は
欧
州
ほ
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
遮
断
状
況
は
切
迫
し
て
い
な
い
。

実
際
に
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
状
況
を
確
認
す
る
と
、
日
本
と
韓
国
の
Ｌ
Ｎ
Ｇ
輸
入
は
横
ば
い
で
、
中
国
は

低
下
し
て
い
る
（
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 2023: 34

）。
他
国
と
の
天
然
ガ
ス
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
接
続
し
て
い
な
い

日
本
と
韓
国
は
、
天
然
ガ
ス
輸
入
を
Ｌ
Ｎ
Ｇ
に
依
存
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
前
年
と
同
様
の
Ｌ
Ｎ
Ｇ
を
輸
入
し

た
。
中
国
は
、
国
内
の
景
気
低
迷
と
ロ
シ
ア
か
ら
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
経
由
で
の
輸
入
増
加
に
よ
り
、
Ｌ
Ｎ

Ｇ
輸
入
が
減
少
し
た
。

　

日
本
に
限
ら
ず
、
韓
国
や
中
国
も
Ｌ
Ｎ
Ｇ
を
長
期
契
約
し
て
い
る
。
長
期
契
約
に
よ
り
Ｌ
Ｎ
Ｇ
を
確
保

し
て
い
た
日
本
は
、
あ
ら
か
じ
め
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
関
わ
る
多
様
な
リ
ス
ク
の
分
散
化
を
行
っ
て
い
た
と

言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
二
〇
二
〇
年
頃
を
ピ
ー
ク
に
、
日
本
が
長
期
契
約
で
確
保
し
て
い
る
Ｌ
Ｎ
Ｇ
の
量

は
減
少
し
、
と
り
わ
け
電
力
会
社
が
契
約
量
を
減
ら
す
予
定
で
あ
る
。
電
力
会
社
は
、
脱
炭
素
達
成
に
向

け
て
火
力
発
電
の
新
設
を
抑
制
し
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
子
力
か
ら
の
電
力
調
達
の
拡
大
を
目
指

し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ガ
ス
会
社
は
代
替
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
乏
し

い
た
め
、
電
力
会
社
に
比
べ
Ｌ
Ｎ
Ｇ
輸
入
の
減
少
は
緩
や
か
で
あ
る
。
最
終
的
に
電
力
会
社
も
ガ
ス
会
社

も
二
〇
四
〇
年
頃
に
は
契
約
量
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
が
長
期
契
約
し
て
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い
る
Ｌ
Ｎ
Ｇ
の
契
約
量
は
、
二
〇
二
〇
年
代
末
が
ピ
ー
ク
で
、
二
〇
四
〇
年
代
に
も
、
契
約
量
は
二
〇
〇

〇
万
ト
ン
程
度
あ
る
（
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 2023: 36

）。
こ
の
よ
う
に
確
保
し
た
Ｌ
Ｎ
Ｇ
の
量
が
日
本
と
中
国

で
異
な
る
の
は
、
脱
炭
素
目
標
の
違
い
が
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
は
、
二
〇
三
〇
年
度
ま
で

に
温
室
効
果
ガ
ス
を
二
〇
一
三
年
度
比
で
四
六
％
削
減
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
菅
首
相

は
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
の
臨
時
国
会
の
所
信
表
明
演
説
で
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を

全
体
と
し
て
ゼ
ロ
に
す
る
、
す
な
わ
ち
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
を

目
指
す
こ
と
も
表
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
国
の
脱
炭
素
目
標
は
、
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
ピ
ー
ク
を

二
〇
三
〇
年
よ
り
前
に
す
る
こ
と
と
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
当
た
り
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
を
二
〇
〇
五
年
比
で
六
五
％

以
上
削
減
す
る
こ
と
で
あ
り
、
二
酸
化
炭
素
排
出
の
ネ
ッ
ト
ゼ
ロ
の
目
標
年
は
二
〇
六
〇
年
で
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
高
騰

　

次
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
高
騰
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
原
油
・
天
然
ガ
ス
の
輸
出
大
国
で
あ
る
ロ
シ
ア

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
り
、
天
然
ガ
ス
価
格
は
二
〇
二
二
年
に
高
騰
し
、
天
然
ガ
ス
の
平
均
価
格
は
二

年
前
の
倍
以
上
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ス
ポ
ッ
ト
価
格
は
か
つ
て
な
い
価
格
に
ま
で
上
昇
し
た
。
二
〇
二

二
年
三
月
に
は
、
欧
州
の
天
然
ガ
ス
取
引
の
価
格
指
標
で
あ
る
Ｔ
Ｔ
Ｆ
は
、
一
時
七
二
・
三
ド
ル
／
百
万
英
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国
熱
量
単
位
（
Ｍ
Ｍ
Ｂ
ｔ
ｕ
）、
ア
ジ
ア
の
天
然
ガ
ス
取
引
の
価
格
指
標
で
あ
る
Ｊ
Ｋ
Ｍ
は
、
八
四
・
八
ド

ル
／
Ｍ
Ｍ
Ｂ
ｔ
ｕ
と
い
う
高
値
を
つ
け
た
。
欧
州
で
は
、
ノ
ル
ド
ス
ト
リ
ー
ム
の
供
給
停
止
の
情
報
を
受

け
て
、
八
月
末
に
九
九
・
五
ド
ル
／
Ｍ
Ｍ
Ｂ
ｔ
ｕ
と
い
う
最
高
値
を
つ
け
た
。
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
以
外
の
地

域
か
ら
Ｌ
Ｎ
Ｇ
の
輸
入
が
進
み
、
価
格
は
低
下
し
た
も
の
の
、
二
〇
二
二
年
は
例
年
に
比
べ
高
い
水
準
に

あ
っ
た
。
二
〇
二
三
年
に
入
る
と
、
天
然
ガ
ス
需
要
期
の
冬
を
乗
り
切
っ
た
た
め
に
価
格
が
低
下
し
、
ロ

シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
前
の
水
準
以
下
に
な
っ
て
い
る
（
原
田 2023: 65-66

）。
日
本
の
Ｌ
Ｎ
Ｇ
の
月
次

価
格
は
欧
州
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
二
〇
二
二
年
九
月
に
か
け
て
上
昇
し
、
二
三
・
七
三
ド
ル
／
Ｍ
Ｍ
Ｂ
ｔ
ｕ

と
な
っ
た
が
、
二
〇
二
三
年
四
月
以
降
二
〇
二
四
年
二
月
ま
で
、
一
二
―
一
四
ド
ル
／
Ｍ
Ｍ
Ｂ
ｔ
ｕ
の
価

格
帯
に
収
ま
っ
て
い
る
（W

orld Bank 2024

）。
欧
州
と
比
べ
価
格
の
変
動
が
少
な
い
の
は
、
既
に
述
べ
た

と
お
り
、
Ｌ
Ｎ
Ｇ
輸
入
が
長
期
契
約
で
あ
り
、
か
つ
契
約
が
遵
守
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

　

天
然
ガ
ス
価
格
の
高
騰
の
結
果
、
ガ
ス
輸
入
価
格
も
二
〇
二
二
年
に
上
昇
し
た
。
も
と
も
と
、
コ
ロ
ナ

禍
後
の
経
済
活
動
の
拡
大
で
二
〇
二
一
年
か
ら
ガ
ス
輸
入
価
格
は
上
昇
し
て
い
た
が
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
影
響
を
受
け
、
二
〇
二
二
年
は
欧
州
で
急
騰
し
た
。
中
で
も
、
ド
イ
ツ
は
二
〇
二
〇
年

一
月
に
比
べ
、
二
〇
二
二
年
八
月
に
は
九
・
八
一
倍
に
価
格
が
上
昇
し
た
。
月
ご
と
の
変
動
は
あ
る
も
の

の
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
も
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
以
降
、
価
格
上
昇
が
起
き
て
い
る
。
し
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か
し
、
日
本
は
Ｌ
Ｎ
Ｇ
を
長
期
契
約
し
て
い
た
た
め
、
高
騰
し
た
Ｌ
Ｎ
Ｇ
を
ス
ポ
ッ
ト
価
格
で
調
達
す
る

必
要
が
あ
っ
た
欧
州
に
比
べ
て
、
ガ
ス
輸
入
価
格
は
比
較
的
低
位
で
安
定
し
て
い
る
（
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 

2023: 29

）。

　

Ｌ
Ｎ
Ｇ
価
格
の
高
騰
や
ガ
ス
輸
入
価
格
の
上
昇
の
度
合
い
に
比
べ
て
、
ガ
ス
料
金
の
消
費
者
物
価
指
数

は
そ
れ
ほ
ど
上
昇
し
て
い
な
い
。
最
も
ガ
ス
の
消
費
者
物
価
指
数
が
上
昇
し
た
の
は
イ
タ
リ
ア
で
、
二
〇

二
〇
年
一
月
比
で
、
二
〇
二
二
年
一
一
月
に
二
・
五
九
倍
に
上
昇
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
米

国
、
日
本
は
全
て
二
倍
以
内
に
収
ま
っ
て
お
り
、
中
で
も
日
本
は
、
二
〇
二
三
年
一
月
の
一
・
三
一
倍
が
最

高
で
あ
る
（
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 2023: 30

）。
そ
の
理
由
は
、
各
国
政
府
が
補
助
金
を
出
し
た
こ
と
で
、
消
費

者
が
支
払
う
ガ
ス
料
金
の
価
格
高
騰
に
一
定
の
歯
止
め
が
か
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
り
原
油
価
格
も
高
騰
し
た
。
欧
州
の
原
油
価
格
指
標
で
あ
る
北
海
ブ

レ
ン
ト
先
物
価
格
は
二
〇
二
二
年
三
月
に
一
時
一
三
〇
ド
ル
／
バ
レ
ル
台
へ
上
昇
し
た
。
月
次
価
格
で
は
、

二
〇
二
二
年
六
月
が
最
高
値
の
一
二
〇
・
八
／
バ
レ
ル
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
低
下
し
、
二
〇
二
二
年
九
月

以
降
は
侵
攻
前
の
価
格
を
下
回
っ
て
い
る
（W

orld Bank 2024

）。

　

石
炭
価
格
も
天
然
ガ
ス
や
原
油
と
同
様
に
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
直
後
に
上
昇
し
た
が
、
天
然

ガ
ス
価
格
の
高
騰
に
比
べ
る
と
や
や
緩
や
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
石
炭
は
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
経
済
回
復
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を
反
映
し
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
以
前
か
ら
価
格
が
上
昇
し
て
い
た
。
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
後
の
価
格
の
上
昇
は
、
特
に
需
要
増
に
対
応
可
能
な
豪
州
産
で
見
ら
れ
、
原
油
と
同
様
に
、
二
〇
二
二

年
六
月
に
最
高
値
を
付
け
た
。
し
か
し
、
二
〇
二
三
年
二
月
以
降
は
、
侵
攻
前
の
価
格
を
下
回
っ
て
い
る

（W
orld Bank 2024

）。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
直
後
か
ら
夏
に
か
け
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価

格
は
上
昇
し
た
が
、
そ
の
後
価
格
は
低
下
し
、
二
〇
二
三
年
に
入
る
と
侵
攻
前
の
価
格
を
下
回
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
日
米
欧
の
対
応
が
進
ん
だ
こ
と
や
、
中
国
の
経
済
活
動
の
低
下
な
ど
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。

原
子
力
発
電
所
の
リ
ス
ク
の
顕
在
化

　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
与
え
る
影
響
と
し
て
、
さ
ら
に
三
つ
の
リ
ス
ク
を

指
摘
し
た
い
。
ま
ず
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
子
力
発
電
所
が
砲
撃
さ
れ
た
と
い
う
衝

撃
的
な
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
り
、
原
子
力
発
電
所
が
直
接
攻
撃
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

原
子
力
発
電
所
は
国
際
法
上
保
護
さ
れ
る
施
設
で
あ
り
、
交
戦
中
も
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
子
力
発
電
所
で
は
施
設
内
の
建
物
に
直
接
砲
撃
が
あ
っ
た
た
め
、

原
子
力
発
電
所
が
直
接
攻
撃
対
象
に
な
る
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
た
。
さ
ら
に
、
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
子
力
発
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電
所
で
は
、
原
子
力
発
電
所
に
電
力
を
送
る
外
部
電
源
や
送
電
線
が
攻
撃
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
冷
温
停

止
状
態
を
維
持
す
る
た
め
の
電
力
が
安
定
的
に
確
保
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、

原
子
力
発
電
所
に
電
力
を
送
る
外
部
電
源
や
送
電
線
が
攻
撃
対
象
に
な
る
こ
と
も
リ
ス
ク
で
あ
る
。
外
部

電
源
に
接
続
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
原
子
力
発
電
所
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
器
の
運
用
に
必
要
な
電
力
を

緊
急
用
の
自
家
発
電
機
な
ど
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
の
発
電
機
の
燃
料
切
れ
に
よ
る
原
子
炉
や

使
用
済
み
核
燃
料
の
冷
却
不
足
の
リ
ス
ク
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
が
長
期
化
す
る
に
つ
れ
て
、
原
子
力
発
電
所
従
事
者
の
疲
弊
に
よ
る
操
作
ミ
ス
が
起
こ
る
リ
ス
ク
も
あ

る
。

　

こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
に
対
応
し
た
今
後
の
原
子
力
発
電
所
政
策
を
再
考
す
る
上
で
は
、
す
で
に
原
子
力
規

制
委
員
会
な
ど
で
検
討
さ
れ
て
き
た
原
子
力
発
電
所
事
故
に
加
え
、
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
の
武
力
攻
撃
に
よ

る
様
々
な
リ
ス
ク
を
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
が
顕
在
化
し
た
と
い
え
よ
う
。

２　

日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
状
況

　

本
節
で
は
、
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
状
況
を
確
認
し
た
い
。
二
一
世
紀
に
入
り
、
日
本
の
最
終
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
は
減
少
し
て
い
る
が
、
消
費
の
ピ
ー
ク
は
分
野
別
に
異
な
る
。
産
業
分
野
は
一
九
九
〇
年
に
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ピ
ー
ク
を
迎
え
た
の
に
対
し
、
運
輸
分
野
は
二
〇
〇
〇
年
に
、
民
生
、
電
力
分
野
で
は
二
〇
一
〇
年
に
ピ
ー

ク
を
迎
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
産
業
分
野
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
が
ま
ず
低
下
し
、
続
い
て
運
輸
分
野
で
、

さ
ら
に
民
生
や
電
力
分
野
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研

究
所 

計
量
分
析
ユ
ニ
ッ
ト 2023: 228-233

）。

　

続
い
て
、
日
本
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
と
燃
料
別
の
消
費
状
況
を
見
る
と
、
近
年
石
炭
は
横
ば
い
か

ら
減
少
傾
向
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
石
炭
火
力
発
電
所
か
ら
二
酸
化
炭
素
が
排
出
さ

れ
る
の
で
、
脱
炭
素
と
い
う
観
点
か
ら
石
炭
に
代
わ
り
天
然
ガ
ス
利
用
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
石
油
消
費
は
二
一
世
紀
に
入
る
と
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
運
輸
部
門
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
進
ん
だ
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
ま
た
、
原
子
力
は
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
以
降
、
激
減
し
て
い

る
（
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研
究
所 
計
量
分
析
ユ
ニ
ッ
ト 2023: 216-221

）。

　

さ
ら
に
、
電
力
に
焦
点
を
当
て
る
。
日
本
の
電
源
別
発
電
量
は
、
二
〇
一
九
年
時
点
で
、
化
石
燃
料
が

約
八
割
、
非
化
石
燃
料
が
約
二
割
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
、
石
油
・
天
然
ガ
ス
に
よ
る
発
電
が
石

炭
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
石
炭
に
比
べ
て
天
然
ガ
ス
の
方
が
二
酸
化
炭
素
の
排
出
が
少
な
い
こ

と
や
、
熱
効
率
が
高
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
火
力
発
電
を
新
設
す
る
際
に
天
然
ガ
ス
火
力
発
電
を
優
先
し
た

こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
実
際
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
二
〇
一
九
年
ま
で
に
、
四
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
出
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力
を
発
生
す
る
石
炭
火
力
発
電
所
は
、
大
手
電
力
で
は
一
七
機
稼
働
し
た
。
他
方
、
同
じ
時
期
に
四
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
出
力
を
発
生
す
る
天
然
ガ
ス
火
力
発
電
所
は
、
大
手
電
力
で
は
二
七
機
稼
働
し
て
い

る
。
な
お
、
一
九
九
八
年
九
月
に
運
転
を
開
始
し
た
、
北
海
道
電
力
の
知
内
二
号
機
以
降
、
大
手
電
力
は

石
油
火
力
発
電
所
を
新
設
し
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
大
手
電
力
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
、

石
油
・
石
炭
火
力
発
電
の
新
設
を
抑
え
て
お
り
、
日
本
の
火
力
発
電
は
天
然
ガ
ス
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。

天
然
ガ
ス
に
依
存
す
る
傾
向
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
後
に
は
よ
り
強
化
さ
れ
て
い
る
。
同
事

故
以
降
、
順
次
原
子
力
発
電
所
が
停
止
す
る
過
程
で
、
当
初
は
老
朽
化
し
た
石
油
火
力
発
電
所
を
再
開
し

て
当
面
の
需
要
を
満
た
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
は
天
然
ガ
ス
火
力
発
電
所
か
ら
の
発
電
量
で
補
っ
て
い
る
。

近
年
は
先
進
国
を
中
心
に
脱
炭
素
目
標
を
か
か
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
日
本
企
業
が
石
炭
火
力
発
電

事
業
か
ら
撤
退
を
表
明
す
る
こ
と
も
増
え
て
い
る
。
脱
炭
素
社
会
形
成
に
貢
献
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
よ
る
発
電
も
増
え
て
い
る
が
、
二
〇
二
〇
年
の
太
陽
光
・
風
力
他
が
全
発
電
量
に
占
め
る
割
合
は
、
一

〇
・
七
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研
究
所 

計
量
分
析
ユ
ニ
ッ
ト 2023: 226

）。

３　

短
期
的
・
中
期
的
対
策

　

日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
の
た
め
の
短
期
的
対
策
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
化
石
燃
料
輸
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入
の
量
的
確
保
で
あ
る
。
欧
州
で
は
、
天
然
ガ
ス
途
絶
と
い
う
状
況
に
直
面
し
た
た
め
、
化
石
燃
料
の
量

的
確
保
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
。
日
本
で
は
、
欧
州
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い
も
の
の
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
化

石
燃
料
輸
入
が
減
少
し
た
場
合
に
備
え
て
、
短
期
的
に
は
事
業
者
間
で
の
原
燃
料
融
通
、
中
期
的
に
は
化

石
燃
料
輸
入
の
脱
ロ
シ
ア
化
の
動
き
が
重
要
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
石
油
と
天
然
ガ
ス
に
つ
い
て
は
中

東
か
ら
、
石
炭
に
つ
い
て
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
輸
入
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
か
ら
の

輸
入
量
を
代
替
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
化
石
燃
料
の
輸
入
価
格
高
騰
へ
の
対
策
と
し
て
、
日
本
で

は
ガ
ソ
リ
ン
価
格
へ
の
補
助
金
を
支
出
し
、
市
民
生
活
や
社
会
経
済
へ
の
影
響
を
軽
減
し
よ
う
と
努
め
て

い
る
。

　

次
に
、
原
子
力
政
策
の
転
換
も
進
ん
で
い
る
。
日
本
で
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
以
降
、
原

子
力
規
制
制
度
と
規
制
基
準
が
変
更
さ
れ
た
。
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
ま
で
は
原
子
力
発
電
所
を

推
進
す
る
経
済
産
業
省
の
一
部
局
で
あ
っ
た
原
子
力
安
全
・
保
安
院
が
原
子
力
発
電
の
規
制
を
行
っ
て
い

た
が
、
事
故
後
は
、
国
家
行
政
組
織
法
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
規
制
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
独
立
性
の

高
い
原
子
力
規
制
体
制
の
確
立
を
目
指
し
た
。
規
制
基
準
の
強
化
と
し
て
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

事
故
に
よ
る
貴
重
な
教
訓
に
基
づ
く
地
震
に
付
随
す
る
様
々
な
リ
ス
ク
（
断
層
評
価
の
厳
格
化
、
断
層
上
の
重

要
施
設
設
置
禁
止
、
津
波
対
策
の
強
化
な
ど
）
に
加
え
、
重
大
事
故
対
策
と
し
て
、
様
々
な
放
射
性
物
質
の
拡
散
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抑
制
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
る
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
へ
の
対
応
な
ど
が
新
た
な
規
制
基
準
に
含
ま
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
強
化
さ
れ
た
新
規
制
基
準
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
改
正
に
基
づ
き
、
既
存

施
設
へ
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
上
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
最
新
規
制
に
適
合
し
な
い
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
停
止
、
改
造
、
修
理
ま
た
は
移
転
等
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
二
〇
一
一
年
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
時
に
運
転
し

て
い
た
日
本
各
地
の
原
子
力
発
電
所
は
、
定
期
点
検
の
時
期
を
迎
え
る
に
つ
れ
て
順
次
停
止
し
、
そ
の
後

は
新
規
制
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
外
部
電
源
の
強
化
や
防
潮
堤
な
ど
の
各
種
施
設
を
整
備
す
る
ま
で
原

則
停
止
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
〇
一
三
年
の
九
月
か
ら
二
〇
一
五
年
の
八
月
ま
で
の
二
年
弱
に
わ
た
り
、

日
本
国
内
の
原
子
力
発
電
所
は
稼
働
停
止
状
態
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
原
子
炉
等
規
制
法
改
正
で
は
、
発
電

用
原
子
炉
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
四
〇
年
と
明
記
さ
れ
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
に

よ
っ
て
、
一
回
に
限
り
延
長
（
上
限
二
〇
年
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
四
〇
年
ル
ー
ル

も
導
入
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
厳
格
な
ル
ー
ル
の
導
入
に
よ
り
、
日
本
の
原
子
力
発
電
は
転
換
期
を
迎
え
た
。
運
転
開
始
か

ら
長
期
間
を
経
た
原
子
炉
は
、
厳
し
い
規
制
を
守
る
た
め
に
必
要
な
投
資
に
対
し
、
利
用
可
能
な
年
数
に

限
り
が
あ
る
た
め
、
経
済
性
の
観
点
か
ら
廃
炉
す
る
原
子
炉
も
出
て
き
た
。
中
国
地
方
で
は
、
島
根
原
子
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力
発
電
所
一
号
機
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
新
規
の
原
子
炉
建
設
や
既
存
の
原
子
炉
の
更
新
も
、
原
子

力
依
存
度
の
低
下
と
い
う
政
策
目
的
か
ら
、
実
質
的
に
凍
結
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
確
保
の
観
点
か
ら
、
既
存
の
原
子
炉
の
有
効
活
用
が
議
論
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
審
査
を
通
っ
た
安
全
性
の
高
い
原
子
炉
に
つ
い
て
は
四
〇
年
ル
ー

ル
を
見
直
す
こ
と
や
、
原
子
炉
の
更
新
や
新
型
原
子
炉
の
研
究
開
発
と
い
っ
た
方
向
性
が
議
論
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
Ｇ
Ｘ
（
グ
リ
ー
ン
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
脱
炭
素
電
源
法
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　

さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
か
ら
得
た
教
訓
は
、
原
子
力
発
電
所
攻
撃
の
リ
ス
ク
回
避
策
を

考
慮
・
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
北
朝
鮮
は
、
ミ
サ
イ
ル
な
ど
に
よ
り
原
子

力
発
電
所
を
遠
隔
か
ら
攻
撃
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
武
力
攻
撃
に
限
ら
ず
、
ひ
と
た
び
原
子
力
発
電

所
が
事
故
を
起
こ
す
と
、
運
転
再
開
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
。
例
え
ば
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六
・
八
を
観

測
し
た
二
〇
〇
七
年
の
新
潟
県
中
越
沖
地
震
の
震
央
は
、
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
か
ら
一
六
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
近
さ
に
あ
っ
た
。
新
潟
県
中
越
沖
地
震
は
柏
崎
市
で
震
度
六
強
を
観
測
し
た
地
震
で
あ
り
、
柏
崎

刈
羽
原
子
力
発
電
所
も
大
き
な
揺
れ
を
観
測
し
た
。
運
転
中
の
三
機
と
起
動
中
の
一
機
は
自
動
停
止
し
冷

温
停
止
し
た
も
の
の
、
地
震
に
よ
り
設
備
の
損
傷
や
火
災
な
ど
が
発
生
し
た
。
こ
の
た
め
、
柏
崎
刈
羽
原
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子
力
発
電
所
は
、
地
震
後
営
業
運
転
を
再
開
す
る
ま
で
に
二
年
五
カ
月
も
の
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
（
東

京
電
力
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス 2009

）。
二
〇
二
四
年
の
元
日
に
起
こ
っ
た
能
登
半
島
地
震
で
も
、
志
賀
原
子
力
発

電
所
が
立
地
す
る
志
賀
町
で
は
震
度
七
を
観
測
し
た
。
志
賀
原
子
力
発
電
所
は
運
転
停
止
中
で
あ
っ
た
た

め
、
放
射
能
漏
れ
は
生
じ
な
か
っ
た
が
、
機
器
の
一
部
は
損
傷
し
、
使
用
済
み
燃
料
棒
の
冷
却
プ
ー
ル
の

水
が
地
震
に
よ
っ
て
こ
ぼ
れ
る
と
い
う
出
来
事
も
起
こ
っ
た
。
今
後
、
機
器
の
損
傷
を
修
理
し
、
他
の
機

器
に
問
題
が
無
い
か
点
検
を
行
う
た
め
に
、
多
く
の
時
間
が
か
か
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

　

原
子
力
発
電
所
は
原
因
が
何
で
あ
れ
、
一
度
事
故
が
起
き
る
と
再
開
ま
で
に
大
変
時
間
が
か
か
る
。
そ

の
間
に
代
替
電
源
を
探
す
必
要
が
あ
り
、
大
規
模
集
中
型
の
電
源
の
リ
ス
ク
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た
め
に
、
地
域
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
大

島 2021

）。４　

中
長
期
的
な
方
向
性

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進

　

中
長
期
的
な
方
向
性
と
し
て
は
、
ま
ず
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
を
あ
げ
た
い
。
原
料
別
に
み
る
と
、
石

炭
火
力
発
電
で
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
に
加
え
、
気
候
変
動
対
策
と
し
て
も
重
要
で
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あ
る
。
石
炭
火
力
発
電
所
の
熱
効
率
向
上
に
日
本
は
取
り
組
ん
で
お
り
、
先
進
的
な
取
り
組
み
も
多
く
な

さ
れ
て
い
る
が
、
効
率
を
劇
的
に
改
善
す
る
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
技
術
は
な
か
な
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

欧
米
諸
国
は
、
脱
炭
素
の
第
一
歩
と
し
て
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
係
数
が
高
い
石
炭
火
力
発
電
所
を
減
ら

し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
既
存
の
石
炭
火
力
発
電
所
を
改
修
し
、
石
炭
専
焼
か
ら
バ
イ
オ
マ
ス
燃

料
と
の
混
焼
を
進
め
、
石
炭
火
力
発
電
所
の
延
命
策
を
は
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
は

な
く
、
燃
料
転
換
を
通
じ
た
二
酸
化
炭
素
排
出
削
減
の
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
天
然
ガ
ス
火

力
発
電
所
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
が
、
コ
ン
バ
イ
ン
ド
サ
イ
ク
ル
な
ど
設
備
は
導
入
さ
れ
て
き
て
お
り
、

新
た
な
設
備
の
導
入
に
よ
る
劇
的
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
に
発
電
部
門
に
お
け
る
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
限
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
段
階
で
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
大
い
に
可
能
性
が
あ
る
。
産
業
部
門

で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
脱
炭
素
型
技
術
の
開
発
・
普
及
は
、
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
に
つ
な
が
る
た
め
、

企
業
も
積
極
的
で
あ
る
。
民
生
部
門
で
も
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器
の
導
入
や
断
熱
住
宅
の
普
及
な
ど
、
可

能
性
は
十
分
あ
る
。
運
輸
部
門
で
は
、
燃
費
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
エ
コ
カ
ー
（
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
、
プ
ラ
グ

イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
、
電
気
自
動
車
）
が
普
及
し
つ
つ
あ
り
、
こ
の
傾
向
が
乗
用
車
の
み
な
ら
ず
商
用
車
に

も
拡
大
す
る
こ
と
で
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
進
む
可
能
性
は
大
き
い
。
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再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進

　

も
う
一
つ
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
で
あ
る
。
太
陽
光
、
風
力
、
地
熱
と
い
っ
た
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
第
一
に
、
国
産
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全

保
障
に
貢
献
す
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
非
枯
渇
型
資
源
で
資
源
枯
渇
を
心
配
す
る
必
要
が
な
い
点
で
あ

る
。
第
三
に
、
従
来
型
電
源
よ
り
も
低
コ
ス
ト
で
経
済
的
な
発
電
技
術
が
確
立
し
つ
つ
あ
る
点
で
あ
る
。

近
年
日
本
で
議
論
さ
れ
て
い
る
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
非
化
石
燃
料
で
あ
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
よ
り
経
済
的
に
な
る
。
第
四
に
、
脱
炭
素
に
寄
与
し
、
気
候
変
動
対
策
に
も
貢
献

す
る
点
で
あ
る
。
最
後
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
は
、
環
境
、
社
会
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
配
慮
し

た
投
資
で
あ
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
に
敏
感
な
事
業
者
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
点
で
あ
る
。
近
年
、
事
業
者

に
温
室
効
果
ガ
ス
の
直
接
・
間
接
排
出
量
を
算
定
・
報
告
を
求
め
る
動
き
が
高
ま
っ
て
お
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投

資
を
受
け
入
れ
た
い
事
業
者
に
と
っ
て
、
化
石
燃
料
利
用
よ
り
も
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
方
が
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
量
が
減
る
た
め
、
有
利
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
は
、
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
す
る
政
策
を
と
っ
て

い
る
。
例
え
ば
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
全
般
を
推
進
す
る
固
定
価
格
買
取
制
度
を
、
日
本
で
は
二
〇
一

二
年
か
ら
導
入
し
た
。
こ
の
制
度
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
由
来
の
電
力
を
一
定
期
間
一
定
金
額
で
電
力
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会
社
が
買
い
取
る
仕
組
み
で
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
投
資
を
進
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
ま
た
、

洋
上
風
力
発
電
の
促
進
の
た
め
、
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る

海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
）
が
二
〇
一
九
年
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
が
洋
上
風
力
の
促

進
海
域
を
指
定
し
、
長
期
（
三
〇
年
）
に
わ
た
る
海
域
利
用
を
可
能
に
す
る
制
度
を
創
設
し
、
海
運
や
漁
業

な
ど
の
地
域
の
先
行
利
用
者
と
の
調
整
の
場
で
あ
る
協
議
会
を
設
置
し
て
風
力
発
電
事
業
者
の
負
担
を
軽

減
す
る
こ
と
で
、
洋
上
風
力
発
電
を
大
規
模
に
開
発
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み

を
通
じ
て
、
二
〇
二
一
年
三
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
第
六
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
で
は
、
二
〇
五
〇
年

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向
け
て
、
二
〇
三
〇
年
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
比
率
の
目
標

を
三
六
―
三
八
％
に
高
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
課
題

　

し
か
し
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
・
普
及
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
消
費
地
と
生
産
地
の
ず
れ
で
あ
る
。
日
照
時
間
が
長
く
太
陽
光
発
電
所
の
適
地
で
あ
る
九
州
や
、

風
況
が
よ
く
風
力
発
電
の
適
地
で
あ
る
日
本
海
側
は
、
電
力
消
費
地
で
あ
る
都
市
部
か
ら
離
れ
て
い
る
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産
地
の
余
剰
電
力
を
電
力
消
費
地
で
あ
る
都
市
部
に
送
電
で
き
れ
ば
良
い
が
、
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日
本
で
は
、
電
力
会
社
（
一
〇
社
）
ご
と
に
送
配
電
網
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
電
力
会
社
間
の
連
系
線
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
整
備
が
遅
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
九
州

電
力
か
ら
中
国
電
力
管
内
へ
送
電
す
る
連
系
線
の
容
量
に
は
限
界
が
あ
り
、
晴
れ
た
九
州
の
太
陽
光
発
電

所
で
発
電
さ
れ
た
電
力
を
中
国
電
力
や
関
西
電
力
に
送
電
で
き
る
量
に
限
界
が
あ
る
。
さ
ら
に
歴
史
的
経

緯
か
ら
東
日
本
と
西
日
本
で
は
使
用
す
る
電
気
の
周
波
数
が
異
な
る
。
全
国
系
統
の
運
用
容
量
を
確
保
す

る
た
め
に
、
五
〇
ヘ
ル
ツ
の
東
日
本
と
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
西
日
本
の
間
で
は
、
周
波
数
変
換
所
を
介
し
て
連

系
し
て
い
る
が
、
最
も
大
き
い
東
京
電
力
と
隣
の
中
部
電
力
と
の
連
系
能
力
に
は
上
限
が
あ
る
た
め
、
電

力
の
融
通
に
は
限
界
が
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
電
力
消
費
地
と
生
産
地
の
ず
れ
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
、

電
力
会
社
間
で
電
力
を
融
通
す
る
た
め
の
広
域
送
電
網
の
整
備
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
沖
縄

電
力
を
除
く
九
電
力
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
が
必
要
で
あ
り
、
政
府
も
広
域
送
電
網
の
整
備
の
必
要

性
を
認
識
し
て
い
る
。
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の
資
料
に
よ
る
と
、
風
力
発
電
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
高
く
、
洋

上
風
力
の
促
進
地
域
と
な
っ
て
い
る
東
北
地
方
の
日
本
海
側
か
ら
の
基
幹
送
電
線
の
新
設
や
、
北
海
道
電

力
と
東
北
電
力
間
の
連
系
線
強
化
な
ど
が
既
に
対
応
済
み
で
、
今
後
の
対
応
が
期
待
さ
れ
る
取
り
組
み
例

と
し
て
、
九
州
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
出
力
制
御
緩
和
に
向
け
た
連
系
線
の
強
化
な
ど
が
あ
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げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
送
電
網
の
強
化
は
、
地
震
を
含
む
多
様
な
事
故
や
リ
ス
ク
に
対
す
る

強
靭
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関
で
は
、
二
〇
二
三
年
三
月
に
広

域
系
統
長
期
方
針
を
策
定
し
、
洋
上
風
力
の
今
後
の
導
入
が
見
込
ま
れ
る
北
海
道
、
東
北
お
よ
び
九
州
と

い
っ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
適
地
か
ら
大
消
費
地
へ
の
送
電
（
北
海
道
→
東
京
、
九
州
→
関
西
・
中
部
）
を
念

頭
に
お
い
て
広
域
連
携
系
統
の
増
強
を
検
討
し
て
い
る
（
電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関 2023: 13

）。
こ
れ
に
基

づ
き
、
電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関
の
広
域
系
統
整
備
委
員
会
で
は
、
北
海
道
と
東
北
、
新
潟
を
結
ぶ
北

海
道
本
州
間
連
系
設
備
（
日
本
海
ル
ー
ト
）
の
検
討
や
、
九
州
と
中
国
を
結
ぶ
中
国
九
州
間
連
系
設
備
の
検

討
が
進
ん
で
い
る
。

　

次
の
課
題
が
、
不
安
定
な
運
転
で
あ
る
。
太
陽
光
発
電
は
夜
間
に
発
電
が
不
可
能
で
あ
り
、
昼
間
で
あ
っ

て
も
天
候
次
第
で
発
電
量
が
低
下
す
る
。
風
力
発
電
の
発
電
量
は
風
次
第
で
あ
り
、
風
が
弱
け
れ
ば
発
電

で
き
な
い
。
ま
た
、
風
が
強
す
ぎ
る
場
合
に
も
風
力
発
電
の
設
備
の
安
全
性
の
関
係
か
ら
、
風
車
を
回
さ

ず
に
運
転
を
止
め
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
太
陽
光
発
電
も
風
力
発
電
も
、
と
も
に
天
候
に
左
右

さ
れ
や
す
い
と
い
う
課
題
が
あ
り
、
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
た
め
の
工
夫
が
必
要
に
な
る
。

　

太
陽
光
発
電
に
つ
い
て
は
、
昼
の
余
剰
電
力
を
多
様
な
形
で
活
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
春
や
秋
な
ど

の
晴
れ
た
日
中
は
冷
暖
房
需
要
が
少
な
い
が
、
太
陽
光
発
電
の
発
電
量
が
多
い
た
め
、
発
電
量
が
需
要
を
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上
回
る
。
こ
の
場
合
、
連
系
線
で
他
電
力
に
電
力
を
融
通
し
た
り
、
揚
水
発
電
所
で
上
流
の
ダ
ム
に
水
を

く
み
上
げ
る
た
め
に
電
力
を
用
い
た
り
す
る
こ
と
で
、
太
陽
光
発
電
の
余
剰
発
電
量
を
活
用
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
発
電
量
が
需
要
を
上
回
る
場
合
は
、
太
陽
光
発
電
所
に
出
力
制
御
を
求
め
て
い
る
。
太

陽
光
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
九
州
電
力
で
は
、
二
〇
二
一
年
度
の
出
力
制
御
が
年
間
九
二
回
に
も
及
ん
で

お
り
、
二
〇
二
二
年
度
か
ら
は
九
州
以
外
の
電
力
会
社
で
も
出
力
制
御
が
行
わ
れ
て
い
る
（
日
本
総
合
研
究

所
、
井
熊
、
木
通 2023: 152

）。
今
後
連
系
線
が
拡
大
し
、
蓄
電
が
普
及
す
れ
ば
、
太
陽
光
を
昼
間
に
抑
制
す

る
必
要
が
な
く
な
り
、
さ
ら
に
太
陽
光
発
電
所
を
拡
大
す
る
余
地
が
出
て
く
る
。

　

風
力
発
電
に
つ
い
て
は
、
広
域
で
風
力
発
電
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
一
部
地
域
で
風
が
弱
く
て
も
、
他

地
域
で
補
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
風
力
発
電
の
出
力
変
動
の
緩
和
が
可
能
に
な
る
。
風
力
発
電
に
つ
い

て
は
、
日
本
で
は
山
間
地
の
風
況
が
良
い
た
め
、
内
陸
部
の
立
地
が
多
い
。
し
か
し
、
低
周
波
騒
音
な
ど

の
悪
影
響
を
訴
え
る
人
も
多
く
、
山
林
を
伐
採
し
て
作
る
風
力
発
電
施
設
を
環
境
破
壊
だ
と
捉
え
る
人
も

い
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
緩
和
す
る
た
め
に
も
、
比
較
的
安
定
的
な
風
が
吹
く
環
境
に
あ
る
洋
上
風
力
発

電
の
活
用
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
三
の
課
題
と
し
て
、
風
力
・
太
陽
光
発
電
設
備
や
蓄
電
池
原
料
な
ど
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
技

術
資
源
の
偏
在
が
あ
る
。
太
陽
光
発
電
の
パ
ネ
ル
に
必
要
な
多
結
晶
シ
リ
コ
ン
を
製
造
す
る
世
界
の
大
手
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シ
リ
コ
ン
メ
ー
カ
ー
五
社
の
う
ち
四
社
が
中
国
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
あ
り
、
製
造
量
の
シ
ェ
ア
は

約
五
〇
％
を
占
め
て
い
る
（
日
本
総
合
研
究
所
、
井
熊
、
木
通 2023: 161

）。
ま
た
、
シ
リ
コ
ン
ウ
エ
ハ
ー
の
九

三
％
、
太
陽
電
池
セ
ル
の
七
五
％
、
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
七
三
％
の
生
産
を
中
国
企
業
が
担
っ
て
い

る
（
平
田 2023
：177

）。
電
気
自
動
車
や
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
の
生
産
に
必
要
な
リ
チ
ウ
ム
や
グ
ラ
フ
ァ

イ
ト
の
生
産
は
中
国
が
主
で
あ
る
（
山
下 2022: 112-122

）。
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
人
権
問
題
、
米
中
対

立
の
激
化
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
余
波
な
ど
に
よ
っ
て
、
米
中
で
経
済
安
全
保
障
を
重
視
す
る

傾
向
が
高
ま
っ
て
お
り
、
供
給
網
が
分
断
さ
れ
、
原
料
の
輸
入
が
困
難
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

太
陽
光
発
電
を
普
及
す
る
上
で
不
安
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
資
源

を
確
保
す
る
た
め
の
外
交
が
重
要
に
な
る
。

次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
と
普
及

　

最
後
に
、
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
水
素
の
開
発
と
普
及
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

水
素
の
生
産
に
当
た
っ
て
は
、
化
石
燃
料
を
原
料
に
用
い
る
場
合
と
、
水
を
電
気
分
解
し
て
生
産
す
る
場

合
の
二
種
類
が
あ
る
。
化
石
燃
料
由
来
の
水
素
は
、
生
産
過
程
で
二
酸
化
炭
素
が
発
生
す
る
の
で
、
こ
の

二
酸
化
炭
素
を
処
理
せ
ず
に
生
産
さ
れ
る
水
素
を
グ
レ
ー
水
素
、
地
中
に
埋
め
る
な
ど
の
処
理
を
し
て
生
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産
さ
れ
る
水
素
を
ブ
ル
ー
水
素
と
呼
ぶ
。
環
境
負
荷
が
少
な
い
水
素
の
生
産
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

由
来
の
電
気
で
水
を
電
気
分
解
し
て
作
る
グ
リ
ー
ン
水
素
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
石
油
や
天
然
ガ
ス
生
産

を
通
じ
て
、
地
中
に
二
酸
化
炭
素
を
埋
め
る
潜
在
力
が
あ
り
、
か
つ
豊
富
な
太
陽
光
発
電
の
潜
在
力
が
あ

る
中
東
諸
国
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
途
上
国
へ
の
水
素
技
術
の
移
転
は
、
水
素
外
交
に
よ
る
途
上
国
の
取

り
込
み
に
つ
な
が
る
。
水
素
の
貯
蔵
、
運
搬
、
供
給
技
術
に
つ
い
て
は
、
日
本
企
業
に
よ
る
技
術
開
発
が

進
ん
で
お
り
、
今
後
こ
れ
ら
の
技
術
協
力
を
通
じ
て
、
新
た
な
形
で
の
国
際
技
術
協
力
と
水
素
外
交
の
可

能
性
が
出
て
く
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
の
ま
と
め
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
っ
て
生
じ
た
リ
ス
ク
を
三
つ

あ
げ
た
い
。
第
一
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
的
遮
断
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
日
本
で
は
対
応
が
進

展
し
て
い
る
。
次
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰
の
問
題
で
あ
る
。
化
石
燃
料
の
価
格
高
騰
は
、
現
在
は

価
格
の
ピ
ー
ク
を
越
え
て
お
り
、
各
国
政
府
の
補
助
金
を
通
じ
て
、
消
費
者
に
対
す
る
価
格
高
騰
の
悪
影

響
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
三
に
、
原
子
力
発
電
所
攻
撃
の
リ
ス
ク
が
あ
げ
ら
れ
る
。
原
子
力
発

電
所
を
沿
岸
部
に
多
く
抱
え
る
日
本
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
適
切
な
対
応
へ
向
け
た
準
備
が
必
要
で
あ

る
。
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ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
確
保
に
対
し
て
、
日
本
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
政
策
を
通
じ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機

へ
の
対
応
と
同
時
に
、
脱
炭
素
へ
の
貢
献
も
目
指
し
て
お
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
加
え
脱
炭
素
を
目
指

す
Ｇ
Ｘ
政
策
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
長
期
的
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
視
点
か
ら
見
た
外
交

政
策
も
重
要
で
あ
る
。

追
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経
Ｂ
Ｐ

W
orld Bank

（2024

）, Com
m

odity M
arkets, “Pink Sheet ” D

ata, M
onthly prices , https://w

w
w

.w
orldbank.org/

en/research/com
m

odity-m
arkets 

（last visited, M
arch 18, 2024

）

《
よ
り
深
く
知
る
た
め
に
》

大
島
堅
一
（
二
〇
二
一
）『
炭
素
排
出
ゼ
ロ
時
代
の
地
域
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
』
日
本
評
論
社
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太
田
宏
（
二
〇
一
六
）『
主
要
国
の
環
境
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
比
較
政
治
―
―
持
続
可
能
社
会
へ
の
選
択
』
東
信
堂

髙
橋
洋
（
二
〇
一
七
）『
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
論
』
岩
波
書
店

原
田
大
輔
（
二
〇
二
三
）『
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
の
真
相
―
―
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
石
油
ガ
ス
資
源
の
未
来
』
筑
摩
書
房

平
田
竹
男
（
二
〇
二
三
）『
世
界
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
入
門
―
―
主
要
国
の
基
本
戦
略
と
未
来
地
図
』
東
洋
経
済
新
報
社





第
Ⅲ
部

　

続
・
平
和
文
化
を
育
む
た
め
に
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第
８
章　

知
ら
れ
ざ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
残
留
日
本
兵 

　
　
　
　
　

―
―
一
九
五
五
年
一
一
月
・
ル
ソ
ン
島
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の
悲
劇永

井　
　

均

戦
争
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ず
、
一
〇
年
も
の
間
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
よ
う
な
生
活

を
送
っ
て
い
た
一
人
の
残
留
日
本
兵
が
、
昨
夜
、
本
〔
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
〕
州
バ
コ
ン
の
バ〔

マ

マ

〕

ト
ホ
ン
地
区

で
市
民
に
捕
ら
え
ら
れ
た
（T

he M
anila Chronicle, 4 N

ovem
ber 1955

）。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
現
地
紙
の
『
マ
ニ
ラ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
は
、
一
九
五
五
年
一
一
月
二
日
の
水
曜
日
の
夜
に

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ル
ソ
ン
島
南
部
の
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
州
バ
コ
ン
町
で
、
一
人
の
元
日
本
兵
の
身
柄
が
現
地
の
住

民
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
驚
き
を
も
っ
て
伝
え
た
。
こ
の
元
日
本
兵
は
名
前
を
木
下
登
と
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い
い
、
当
時
三
三
歳
の
元
海
軍
水
兵
長
で
あ
っ
た
。
木
下
は
村
で
コ
メ
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

住
民
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
捕
捉
さ
れ
た
の
で
あ
る（

1
）。

日
本
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
占
領
の
時
代
（
一
九
四

一
―
四
五
年
）
を
経
て
、
四
五
年
の
夏
に
日
本
が
敗
戦
し
て
か
ら
一
〇
年
余
り
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
残
留
日
本
兵
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
一
九
五
四
年
に
ル
バ
ン
グ
島
で
そ
の
存
在
が
確
認

さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
年
の
五
月
七
日
に
ル
バ
ン
グ
島
の
ゴ
ン
テ
ィ
ン
で
元
日
本
陸
軍
の
兵
士
、

小
野
田
寛
郎
元
少
尉
と
島
田
庄
一
元
伍
長
、
そ
し
て
小
塚
金
七
元
一
等
兵
の
三
名
が
、
現
地
で
演
習
中
の

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
軍
と
遭
遇
し
、
交
戦
の
末
に
島
田
が
射
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
小
野
田
と
小
塚
は
応
戦
し

な
が
ら
、
か
ろ
う
じ
て
ジ
ャ
ン
グ
ル
へ
と
逃
れ
た
（
永
井 2020: 63

）。
島
田
元
伍
長
が
殺
害
さ
れ
、
そ
し
て

小
野
田
元
少
尉
と
小
塚
元
一
等
兵
が
逃
亡
し
た
ニ
ュ
ー
ス
は
日
本
社
会
に
衝
撃
を
も
っ
て
報
じ
ら
れ
た
（『
朝

日
新
聞
』
一
九
五
四
年
五
月
九
日
付
夕
刊
、
一
二
日
付
、
一
三
日
付
）。
ま
さ
に
、
そ
の
翌
年
に
今
度
は
ル
ソ
ン
島
の

ソ
ル
ソ
ゴ
ン
で
残
留
日
本
兵
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

今
日
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の
残
留
日
本
兵
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
た
か
も

忘
却
の
淵
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
。
そ
も
そ
も
、
木
下
登
と
は
い
か
な
る
人
物
で
、
な
ぜ
戦
後

も
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
と
い
う
異
郷
の
地
に
留
ま
っ
て
い
た
の
か
。
彼
は
終
戦
後
、
現
地
で
ど
の
よ
う
な
生
活
を

送
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
住
民
に
捕
ま
っ
た
時
、
い
か
な
る
状
況
に
あ
り
、
そ
の
後
の
処
遇
は
ど
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の
よ
う
に
推
移
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
か
か
る
問
題
関
心
の
も
と
、
こ
の
元
海
軍
兵
が
直
面
し

た
戦
争
と
戦
後
、
そ
し
て
彼
の
処
遇
を
め
ぐ
る
外
交
交
渉
に
つ
い
て
、
日
本
の
外
交
文
書
と
日
比
両
国
の

新
聞
報
道
を
手
が
か
り
に
読
み
解
い
て
み
た
い
。

１　

木
下
元
水
兵
長

　

木
下
登
元
水
兵
長
は
一
九
二
一
年
一
二
月
に
和
歌
山
県
日
高
郡
で
生
ま
れ
た
。
一
九
四
四
年
、
二
二
歳

の
時
に
海
軍
に
入
団
し
、
同
年
八
月
に
大
天
丸
で
呉
（
広
島
）
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
向
か
っ
た
。
九
月
半

ば
、
木
下
を
乗
せ
た
大
天
丸
は
マ
ニ
ラ
港
に
到
着
し
た
が
、
不
運
な
こ
と
に
、
そ
の
頃
の
戦
局
は
日
本
に

と
っ
て
守
勢
に
転
じ
る
分
岐
点
に
あ
っ
た
。
米
軍
は
反
攻
作
戦
を
本
格
化
さ
せ
て
お
り
、
九
月
二
一
日
に

マ
ニ
ラ
を
初
空
襲
し
、
翌
一
〇
月
二
〇
日
に
は
日
米
海
軍
の
間
で
レ
イ
テ
沖
海
戦
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ

れ
た
。

　

急
迫
す
る
事
態
に
あ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
到
着
し
た
ば
か
り
の
木
下
登
（
第
三
五
警
備
隊
所
属
）
は
ソ
ル

ソ
ゴ
ン
方
面
へ
の
派
遣
を
命
じ
ら
れ
る
。
不
運
は
重
な
り
、
彼
が
乗
っ
て
い
た
船
は
航
海
途
上
で
米
軍
機

か
ら
攻
撃
を
受
け
て
沈
没
し
た
。
彼
は
海
に
投
げ
出
さ
れ
た
も
の
の
、
泳
い
で
岸
辺
に
た
ど
り
着
い
た
。

そ
の
時
、
約
二
〇
名
の
戦
友
が
生
き
残
っ
た
が
、
や
が
て
分
散
し
、
木
下
は
他
の
四
名
と
行
動
を
共
に
す
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
イ
ロ
シ
ン
を
経
て
、
ブ
ル
サ
ン
方
面
へ
と
移
動
し
た
。

　

こ
れ
よ
り
先
、
日
本
軍
は
一
九
四
一
年
一
二
月
に
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
に
侵
攻
し
、
そ
の
後
、
こ
の
地
域
を
占

領
支
配
し
て
い
た
。
現
地
住
民
の
目
に
は
日
本
軍
は
抑
圧
者
と
し
て
映
っ
た
。
道
端
で
日
本
兵
に
会
っ
た

時
、
人
々
は
お
辞
儀
を
し
な
け
れ
ば
ビ
ン
タ
な
ど
の
暴
力
を
振
る
わ
れ
、
ま
た
抗
日
ゲ
リ
ラ
の
容
疑
や
ゲ

リ
ラ
支
援
の
廉か

ど

で
拷
問
を
受
け
、
殺
害
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
一
九
四
二
年
六
月
一
三
日
に
殺
さ
れ

た
蘇
天
賜
―
―
地
元
で
の
通
称
名
は
レ
オ
カ
デ
ィ
オ
・
コ
ロ
―
―
な
ど
一
〇
名
の
中
華
系
住
民
や
、
四
三

年
一
〇
月
六
日
に
処
刑
さ
れ
た
医
師
の
エ
ミ
リ
オ
・
シ
エ
ラ
た
ち
が
犠
牲
者
と
し
て
知
ら
れ
る
（Gilana 

n.d.: 8-9, 25-26

）。
そ
の
一
方
で
、
他
の
地
域
と
同
様
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
に
も
抗
日
ゲ
リ
ラ
が
組
織
さ
れ
た
が
、

州
知
事
代
理
サ
ル
バ
ト
ー
ル
・
エ
ス
ク
デ
ロ
が
率
い
る
ゲ
リ
ラ
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
家
警
察
軍
（Philippine 

Constabulary 

以
下
、
Ｐ
Ｃ
）
の
現
地
司
令
官
リ
セ
リ
オ
・
ラ
プ
ス
少
佐
の
ゲ
リ
ラ
の
二
大
勢
力
に
分
裂
し
て

し
ま
い
、
こ
の
武
力
衝
突
に
地
元
住
民
も
巻
き
込
ま
れ
、
負
傷
し
、
あ
る
い
は
命
を
落
と
し
た
（Gilana 

n.d.: 22-24; Jam
oralin 2007: 81-82

）。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
占
領
下
の
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
に
あ
っ
て
、
人
々
は
日

本
軍
の
暴
力
だ
け
で
な
く
、
ゲ
リ
ラ
の
闘
争
の
巻
き
添
え
で
死
傷
す
る
な
ど
、
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
日
々

を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（Jose 1971: 42

）。

　

さ
て
、
レ
イ
テ
沖
海
戦
や
マ
ニ
ラ
市
街
戦
を
制
し
た
米
軍
は
、
一
九
四
五
年
四
月
一
日
に
ル
ソ
ン
島
南
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部
の
レ
ガ
ス
ピ
に
上
陸
し
、
四
月
六
日
に
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の
バ
コ
ン
に
入
り
、
ほ
ど
な
く
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
地
域

を
解
放
し
た
（Gilana n.d.: 33-35

）。
戦
争
は
一
九
四
五
年
八
月
に
終
わ
る
が
（
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
日
本
軍
の
最
高

指
揮
官
・
山
下
奉
文
大
将
が
降
伏
文
書
に
署
名
し
た
の
は
九
月
三
日
）、
木
下
ら
は
そ
の
後
も
山
中
に
潜
伏
し
続
け

た
。
し
か
し
、
戦
後
、
カ
モ
テ
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
を
盗
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
現
地
の
住
民
に
見
つ
か
り
、
木

下
以
外
の
四
名
が
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
木
下
は
尋
問
（
後
述
）
の
中
で
、
こ
れ
が
一
九
五
四
年
三
月
の
こ

と
と
述
べ
て
い
る
。
独
り
に
な
っ
た
木
下
は
バ
コ
ン
町
付
近
の
緑
豊
か
な
山
の
中
に
身
を
隠
し
、
カ
モ
テ

や
バ
ナ
ナ
、
野
生
動
物
を
食
べ
て
命
を
つ
な
い
だ
（M

anila B
ulletin, 4 N

ovem
ber 1955

）。
戦
友
が
殺
さ

れ
た
場
面
を
目
撃
し
た
か
ら
だ
ろ
う
、
彼
は
住
民
と
の
遭
遇
を
極
度
に
恐
れ
、
山
を
下
り
て
村
に
行
く
こ

と
は
な
か
っ
た
し
、
住
民
の
姿
を
見
か
け
た
時
は
怖
く
な
っ
て
身
を
隠
し
た
。
山
中
は
寒
さ
が
厳
し
く
、

食
糧
も
欠
乏
し
、
病
気
に
か
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た（

2
）。

こ
の
よ
う
に
、
木
下
は
長
く
投
降
す
る
こ
と
を
得

ず
、
ま
た
食
糧
の
確
保
が
困
難
な
生
活
を
続
け
る
中
で
、
一
九
五
五
年
一
一
月
二
日
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

２　

身
柄
の
拘
束
、
遅
れ
た
引
き
渡
し

　

木
下
登
は
一
九
五
五
年
一
一
月
二
日
の
夜
（
正
確
な
時
間
は
記
録
に
残
さ
れ
て
い
な
い
）、
バ
コ
ン
で
コ
メ
を

盗
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
住
民
に
見
つ
か
っ
た
。
四
日
付
の
『
マ
ニ
ラ
・
ブ
レ
テ
ィ
ン
』
な
ど
現
地
の
新
聞
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に
よ
れ
ば
、
木
下
は
住
民
に
棍
棒
で
殴
ら
れ
て
意
識
を
失
い
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
州
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
家
警
察
軍

（
Ｐ
Ｃ
）
の
本
部
に
突
き
出
さ
れ
た
。
木
下
が
裸
に
近
い
姿
だ
っ
た
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
軍
は
彼
に
衣
類
を

提
供
し
た
と
い
う
（T

he Philippines H
erald, 4 N

ovem
ber 1955; T

he M
anila Chronicle, 4, 16 N

ovem
ber 

1955
）。
現
地
紙
は
ま
た
、
Ｐ
Ｃ
本
部
に
到
着
し
た
木
下
が
、
帝
国
海
軍
の
兵
士
と
し
て
「
負
け
て
祖
国
に

帰
る
こ
と
は
恥
な
の
で
」、
こ
こ
で
自
分
を
殺
し
て
く
れ
、
と
Ｐ
Ｃ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
兵
に
訴
え
た
、
と
も
伝

え
て
い
る（

3
）。

　

当
時
一
三
歳
で
、
バ
コ
ン
町
に
住
ん
で
い
た
ミ
ン
ダ
・
ド
ゥ
ア
ソ
は
、
こ
の
元
日
本
兵
が
捕
ま
っ
た
事

件
に
つ
い
て
耳
に
し
て
い
た
。
彼
女
が
当
時
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
兵
が
山
か
ら
下
り
て
き
て
、
バ

コ
ン
の
バ
レ
テ
地
区
の
水
田
に
あ
っ
た
農
民
の
休
憩
場
所
―
―「
ク
ボ
（K

ubo

）」
と
呼
ば
れ
た
―
―
に
隠

れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
農
民
に
見
つ
か
り
、
捕
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
コ
メ
な
ど
の
食
糧
を
得
よ
う
と
し
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
捕
ま
っ
た
日
本
兵
は
バ
コ
ン
の
町
役
場
に
連
行
さ
れ
、
そ
の
後
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の

Ｐ
Ｃ
本
部
に
移
送
さ
れ
た
と
聞
い
た
。
こ
の
報
に
接
し
た
彼
女
は
、
そ
の
日
本
兵
は
き
っ
と
現
地
の
言
葉

や
英
語
を
話
せ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
「
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
た（

4
）」。

　

そ
れ
か
ら
二
日
後
、
一
一
月
四
日
付
の
『
マ
ニ
ラ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
や
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
』、

『
マ
ニ
ラ
・
ブ
レ
テ
ィ
ン
』
な
ど
現
地
紙
は
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
で
捕
ま
っ
た
元
日
本
兵
の
ニ
ュ
ー
ス
を
一
斉
に
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報
じ
た
。
こ
れ
ら
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
木
下
は
通
訳
を
務
め
た
ホ
セ
・
ヤ
マ
か
ら
日
本
が
戦
争
に
敗
れ

た
こ
と
を
聞
い
て
驚
き
、
に
わ
か
に
こ
れ
を
信
じ
な
か
っ
た
が
、
最
後
は
あ
き
ら
め
た
と
い
う
。
木
下
逮

捕
の
ニ
ュ
ー
ス
は
日
本
で
も
報
じ
ら
れ
、
例
え
ば
彼
の
地
元
紙
『
和
歌
山
新
聞
』（
一
一
月
五
日
付
）
は
、
厚

生
省
未
帰
還
調
査
部
の
情
報
と
し
て
、
木
下
が
海
軍
第
三
五
警
備
隊
の
水
兵
長
だ
と
伝
え
て
い
る
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
現
地
の
報
道
に
い
ち
早
く
反
応
し
た
の
が
在
マ
ニ
ラ
日
本
政
府
在
外
事
務
所
（
以
下
、
在
外

事
務
所
と
略
記
）
で
あ
っ
た
。
当
時
、
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
間
に
は
国
交
が
な
く
、
両
国
に
大
使
館
は
置

か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
五
一
年
九
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
で
調
印
さ
れ
た
平
和
条
約
が

五
二
年
四
月
に
発
効
し
、
日
本
は
独
立
を
回
復
し
た
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
条
約
に
署
名
す
る
一
方
で
、
賠

償
条
項
に
不
満
を
抱
い
て
長
く
批
准
し
な
か
っ
た
。
国
交
正
常
化
に
至
っ
て
い
な
い
た
め
、
マ
ニ
ラ
に
は

大
使
館
で
は
な
く
在
外
事
務
所
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
永

井 2013: 185, 190-191

）。
在
外
事
務
所
は
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
事
件
に
関
す
る
報
道
を
受
け
、「
比
島
地
区
未
帰
還

者
連
名
簿
」（
厚
生
省
未
帰
還
調
査
部
、
一
九
五
五
年
七
月
）
を
調
べ
て
、
こ
の
元
日
本
兵
が
「
木
下
登
」
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
前
述
の
新
聞
報
道
が
あ
っ
た
一
一
月
四
日
中
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
務
省
に

対
し
て
木
下
の
身
柄
の
引
き
渡
し
を
公
文
で
要
請
し
た（

5
）。

　

木
下
の
身
柄
は
し
か
し
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の
Ｐ
Ｃ
本
部
に
留
め
置
か
れ
た
ま
ま
、
い
た
ず
ら
に
時
間
だ
け
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が
経
過
す
る
。
前
述
し
た
一
一
月
四
日
の
在
外
事
務
所
に
よ
る
身
柄
引
き
渡
し
要
請
に
対
し
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
外
務
省
か
ら
は
九
日
に
関
係
当
局
に
「
右
公
文
を
移
牒
し
た
」
と
知
ら
せ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
日

本
側
の
動
き
も
鈍
か
っ
た
。
在
外
事
務
所
は
、
身
柄
の
引
き
渡
し
を
求
め
て
か
ら
一
週
間
後
の
一
一
月
一

一
日
の
金
曜
日
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
係
官
を
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
に
派
遣
し
た
い
旨
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
務
省
の

情
報
部
長
ア
ル
ベ
ル
ト
・
カ
テ
ィ
グ
バ
ッ
グ
に
打
診
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
テ
ィ
グ
バ
ッ
グ
部
長
は
、

本
件
に
つ
い
て
は
す
で
に
国
軍
の
「
第
二
軍
団
司
令
部
に
調
査
の
た
め
護
送
方
訓
令
ず
み
」
で
あ
る
た
め
、

「
行
違
い
に
な
る
惧
れ
」
も
あ
る
か
ら
木
下
と
の
面
会
は
マ
ニ
ラ
で
行
わ
れ
た
い
、
と
告
げ
た
。
だ
が
、
そ

の
後
も
事
態
は
動
か
ず
、
在
外
事
務
所
は
週
明
け
の
月
曜
日
、
一
一
月
一
四
日
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
務
省
に

改
め
て
催
促
し
た（

6
）。

す
で
に
初
動
か
ら
一
〇
日
余
り
が
経
っ
て
い
た
が
、
木
下
は
そ
の
間
、
日
本
政
府
に

よ
る
庇
護
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
拘
束
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

翌
一
一
月
一
五
日
に
な
っ
て
、
カ
テ
ィ
グ
バ
ッ
グ
部
長
か
ら
在
外
事
務
所
に
対
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国

軍
の
総
司
令
部
―
―
マ
ニ
ラ
北
東
の
ケ
ソ
ン
市
に
あ
る
マ
ー
フ
ィ
ー
基
地
（Cam

p M
urphy

）―
―
の
渉
外

部
長
Ｃ
・
モ
ン
タ
ー
ノ
大
尉
と
接
触
す
る
よ
う
に
、
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
在
外
事
務
所
は
翌
一
六
日

の
早
朝
に
係
官
を
モ
ン
タ
ー
ノ
大
尉
の
も
と
に
派
遣
す
る
手
は
ず
を
整
え
た（

7
）。

　

一
一
月
一
五
日
、
木
下
元
水
兵
長
の
身
柄
が
よ
う
や
く
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
か
ら
マ
ニ
ラ
方
面
に
送
ら
れ
る
。
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移
送
先
は
ラ
グ
ナ
州
カ
ン
ル
ー
バ
ン
に
あ
る
国
軍
の
第
二
軍
管
区
司
令
部
（Second M

ilitary A
rea, A

rm
ed 

Forces of the Philippines

）
の
ビ
セ
ン
テ
・
リ
ム
基
地
（Cam

p V
icente Lim

）
で
あ
っ
た
。
ソ
ル
ソ
ゴ
ン

Ｐ
Ｃ
本
部
の
司
令
官
イ
サ
ガ
ニ
・
ア
ベ
リ
ャ
少
佐
は
上
司
の
指
示
を
受
け
て
、
木
下
を
カ
ン
ル
ー
バ
ン
に

移
送
す
る
手
続
き
を
講
じ
た
。
木
下
は
ビ
コ
ー
ル
急
行
列
車
で
移
送
さ
れ
た
が
、
日
本
占
領
時
代
に
日
本

軍
に
家
族
や
友
人
を
殺
さ
れ
た
市
民
が
、
移
動
途
中
に
木
下
に
危
害
を
加
え
な
い
よ
う
に
Ｐ
Ｃ
第
四
三
中

隊
の
ア
ブ
ン
デ
ィ
オ
・
ヒ
カ
ナ
ル
軍
曹
が
護
衛
と
し
て
付
き
添
っ
た
（E

vening N
ew

s, 16 N
ovem

ber 1955; 

T
he M

anila Chronicle, 16, 17 N
ovem

ber 1955

）。
戦
後
一
〇
年
経
っ
て
も
、
日
本
軍
に
よ
る
圧
政
の
記
憶
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
の
間
に
な
お
残
る
厳
し
い
対
日
感
情
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

３　

家
族
宛
の
手
紙
と
尋
問

　

木
下
登
は
ビ
セ
ン
テ
・
リ
ム
基
地
に
移
送
さ
れ
る
前
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の
Ｐ
Ｃ
本
部
に
い
る
時
期
に
、
両

親
に
宛
て
て
次
の
よ
う
な
手
紙
（
日
付
は
不
明
）
を
書
い
て
い
る
。

拝
啓

お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
弟
秀
夫
元
気
で
す
か
、
毎
日
お
暮
し
あ
そ
ば
さ
れ
て
い
ま
す
か
御
伺
が
い
申
し
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上
げ
ま
す
。
私
永
ら
く
ソ
ロ
ソ
ゴ
ン
ブ
ル
サ
ン
と
い
う
山
で
一
人
〔
に
〕
な
り
、
食
糧
が
な
い
の
で

ヒ
リ
ツ
ピ
ン
人
の
作
つ
た
さ
つ
ま
い
も
を
掘
つ
て
毎
日
た
べ
て
お
り
ま
し
た
。
あ
ま
り
作
物
を
あ
ら

す
の
で
ヒ
リ
ツ
ピ
ン
人
に
な
ぐ
ら
れ
て
ソ
ロ
ソ
ゴ
ン
と
い
う
兵
隊
の
お
る
と
こ
ろ
に
連
れ
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
で
仕
方
が
な
い
の
で
私
兵
隊
さ
ん
殺
し
て
下
さ
い
と
何
度
と
な
く
あ
た
〔
ま
〕
を

〔
下
〕
げ
ま
し
た
が
、
あ
な
た
日
本
え
送
つ
て
あ
げ
ま
す
と
い
つ
て
非
常
に
御
親
切
に
取
り
扱
つ
て
く

れ
写
真
ま
で
と
つ
て
く
れ
ま
し
た
か
ら
そ
の
姿
を
み
て
下
さ
い
。
い
ろ
い
ろ
く
は
し
い
話
は
帰
つ
て

か
ら
は
な
し
し
ま
す
。

登
よ
り（

8
）

　

こ
の
手
紙
を
収
め
た
日
本
外
交
文
書
に
は
、「
入
手
経
由
」
が
「
比
赤
よ
り
日
赤
に
送
付
、
日
赤
よ
り
電

話
連
絡
に
よ
る
」
と
の
「
註
」
が
あ
り
、
ま
た
一
一
月
九
日
付
の
『
マ
ニ
ラ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
記
事
か

ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
赤
十
字
社
が
仲
介
し
て
木
下
に
手
紙
を
書
か
せ
た
こ
と
が
分
か
る
。
も
っ
と
も
文
章
に

つ
い
て
は
、
日
本
赤
十
字
社
か
ら
電
話
で
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
文
字
に
起
こ
し
た
た
め
、「
文
意

の
通
じ
な
い
と
こ
ろ
」
が
あ
っ
た
（
固
有
名
詞
等
に
も
誤
記
が
あ
り
得
る
）。
こ
の
手
紙
で
注
意
を
払
う
べ
き
点

は
、
木
下
が
飢
え
を
満
た
す
た
め
に
住
民
の
畑
か
ら
食
糧
を
盗
ん
で
い
た
こ
と
、
捕
ま
っ
た
時
、
彼
が
殴
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打
さ
れ
る
な
ど
住
民
か
ら
手
荒
い
扱
い
を
受
け
た
こ
と
、「
兵
隊
の
お
る
と
こ
ろ
」（
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の
Ｐ
Ｃ
本
部

を
意
味
し
て
い
よ
う
）
で
自
分
を
殺
す
よ
う
に
懇
請
し
た
こ
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
軍
は
木
下
を
厚
遇
し
、
日
本

へ
の
送
還
を
約
束
し
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
自
分
を
殺
し
て
く
れ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
軍
に
求
め
た
現
地
紙

の
報
道
（
前
述
）
が
、
本
人
の
言
葉
で
裏
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
他
方
で
、
手
紙
の
末
尾

の
「
い
ろ
い
ろ
く
は
し
い
話
は
帰
つ
て
か
ら
は
な
し
し
ま
す
」
の
記
載
か
ら
は
、
手
紙
を
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
で

書
い
た
時
点
で
は
、
木
下
は
日
本
へ
の
帰
国
を
考
え
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
。
そ
れ
ま
で
の
彼
の
言
動
に

鑑
み
る
時
、
木
下
の
心
の
揺
れ
―
―
死
を
望
む
一
方
で
、
祖
国
へ
の
帰
国
の
希
望
も
捨
て
き
れ
な
い
―
―

が
透
け
て
見
え
る
よ
う
だ
。

　

一
九
五
五
年
一
一
月
一
五
日
の
午
前
八
時
、
木
下
登
の
身
柄
が
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
か
ら
ビ
セ
ン
テ
・
リ
ム
基

地
に
到
着
し
た（

9
）。

第
二
軍
管
区
の
副
司
令
官
（
Ｐ
Ｃ
関
係
担
当
）
の
事
務
所
で
身
柄
の
移
管
手
続
き
が
な
さ

れ
て
い
た
時
、
木
下
は
周
囲
の
将
校
た
ち
に
、
自
分
は
い
つ
斬
首
さ
れ
る
の
か
、
と
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
交

え
て
尋
ね
た
と
い
う
。
地
域
広
報
官
の
ヘ
ク
タ
ー
・
サ
キ
ン
大
尉
は
木
下
に
対
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
は

旧
敵
に
そ
の
よ
う
な
復
讐
は
し
な
い
し
、
身
の
安
全
は
保
証
さ
れ
、
誰
か
ら
も
危
害
を
加
え
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
と
説
明
し
て
、
木
下
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
（E

vening N
ew

s, 16 N
ovem

ber 1955; T
he M

anila 

Chronicle, 17 N
ovem

ber 1955

）。
け
れ
ど
も
、
木
下
に
し
て
み
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
戦
後
に
戦
友
を



192

射
殺
し
た
場
面
を
目
撃
し
、
自
身
も
捕
ま
る
際
に
現
地
住
民
か
ら
殴
打
を
受
け
た
経
験
か
ら
、
サ
キ
ン
大

尉
の
言
葉
を
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
の
不
安
を
解
き
、
絶
望

感
を
和
ら
げ
る
に
は
、
同
胞
―
―
当
時
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
在
外
事
務
所
関
係
者
―
―
が
い
ち
早
く
接

触
す
る
こ
と
が
有
効
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
日
も
日
本
人
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
庇
護
が

必
要
な
時
に
、
そ
れ
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
木
下
に
と
っ
て
不
運
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
周
り
に
同

胞
が
誰
一
人
い
な
い
孤
独
な
環
境
の
中
で
、
木
下
が
発
し
た
シ
グ
ナ
ル
は
結
果
的
に
見
過
ご
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

　

さ
て
、
一
一
月
一
五
日
、
第
二
軍
管
区
司
令
官
ア
ル
フ
レ
ド
・
サ
ン
ト
ス
准
将
が
木
下
と
面
会
し
、
そ

の
様
子
は
『
マ
ニ
ラ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
や
『
マ
ニ
ラ
・
ブ
レ
テ
ィ
ン
』
な
ど
翌
日
の
現
地
紙
に
写
真
付
き

で
報
じ
ら
れ
た
。
木
下
は
、
当
日
夜
に
は
フ
ァ
ビ
ア
ン
・
ベ
ー
ル
大
尉
か
ら
尋
問
を
受
け
て
い
る
。
通
訳

は
フ
ァ
ウ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
ア
グ
エ
ド
が
務
め
た
。
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
で
の
恐
怖
の
逮
捕
劇
に
始
ま
り
、
二
週
間

に
及
ぶ
異
国
で
の
「
捕
虜
」
生
活
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
か
ら
マ
ニ
ラ
方
面
へ
の
列
車
で
の
長
距
離
移
動
、
さ
ら

に
は
国
軍
へ
の
身
柄
の
移
管
な
ど
、
木
下
が
直
面
し
た
日
々
は
、
彼
の
心
身
を
疲
弊
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ

た
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
尋
問
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
冒
頭
、
ベ
ー
ル
大
尉
は
木
下
に
次
の
よ
う

に
語
り
か
け
た（

10
）。
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捕
虜
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
よ
り
、
あ
な
た
は
自
分
の
名
前
、
軍
の
階
級
と
認

識
票
番
号
（serial num

ber

）
以
外
に
つ
い
て
、
発
言
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

我
々
の
国
の
間
の
戦
争
は
す
で
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
尋
問
に
協
力
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
理
解
し
ま
し
た
か
。

　

ベ
ー
ル
大
尉
は
、
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
に
締
結
さ
れ
た
捕
虜
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

条
約
（
い
わ
ゆ
る
第
三
条
約
）
の
第
一
七
条
を
念
頭
に
話
を
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
木
下
は

「
理
解
し
ま
し
た
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
尋
問
が
進
ん
で
い
く
。
焦
点
は
木
下
の
経
歴
や
フ
ィ
リ
ピ

ン
で
の
戦
争
体
験
、
終
戦
後
の
状
況
な
ど
で
あ
っ
た
。
尋
問
調
書
に
よ
れ
ば
、
木
下
は
米
軍
に
よ
る
マ
ニ

ラ
空
襲
（
一
九
四
四
年
九
月
）
を
受
け
て
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の
ブ
ル
サ
ン
近
く
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
地
区
に

向
っ
た
が
、
乗
船
し
た
船
が
米
軍
に
撃
沈
さ
れ
、
そ
の
後
、
何
と
か
海
岸
ま
で
泳
ぎ
着
き
、
イ
ロ
シ
ン
か

ら
ブ
ル
サ
ン
に
移
動
し
た
。
尋
問
に
よ
れ
ば
、
木
下
は
終
戦
後
、
ブ
ル
サ
ン
で
戦
友
四
名
と
潜
伏
生
活
を

送
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
五
四
年
三
月
に
カ
モ
テ
を
掘
り
出
し
て
い
た
時
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
か
ら
攻
撃

を
受
け
、
戦
友
四
名
が
射
殺
さ
れ
た
。
木
下
だ
け
が
逃
げ
延
び
た
。

　
「
こ
れ
ま
で
、
ど
う
や
っ
て
生
き
延
び
た
の
で
す
か
」
と
の
ベ
ー
ル
大
尉
の
質
問
に
対
し
、
木
下
は
「
ブ
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ル
サ
ン
山
に
隠
れ
て
い
ま
し
た
。
カ
モ
テ
や
パ
パ
イ
ヤ
、
バ
ナ
ナ
を
植
え
た
り
し
ま
し
た
」
と
答
え
て
い

る
。
彼
は
、
山
中
は
と
て
も
寒
く
、
三
日
間
、
何
も
食
べ
な
か
っ
た
た
め
、
二
度
病
気
に
な
っ
た
と
も
語
っ

た
。「
洞
窟
で
暮
ら
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
は
本
当
に
寒
か
っ
た
で
す
。
多
く
の
野
生
動
物
を
目
に
し
ま
し
た

し
、
住
民
を
見
た
時
は
怖
く
な
っ
て
身
を
隠
し
ま
し
た
」。
武
装
し
た
人
々
を
二
度
見
た
が
、
彼
は
す
ぐ
に

逃
げ
出
し
た
と
語
っ
て
い
る
。

　

ベ
ー
ル
大
尉
が
「
な
ぜ
今
、
こ
こ
に
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
質
問
す
る
と
、
木
下
は
「
コ
メ

（palay

）
を
盗
も
う
と
バ
コ
ン
ま
で
下
っ
て
き
た
時
、
住
民
に
捕
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
私
は
捕
縛
さ

れ
、
そ
の
後
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の
Ｐ
Ｃ
の
拘
束
下
に
置
か
れ
ま
し
た
」
と
答
え
た
。

　

そ
し
て
尋
問
の
最
後
は
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
で
終
わ
っ
て
い
る
。

Ｑ　

現
在
、
病
気
に
か
か
っ
て
い
ま
す
か
。

Ａ　

は
い
、
胃
の
調
子
が
悪
い
で
す
。

Ｑ　

今
の
気
持
ち
は
い
か
が
で
す
か
、
幸
せ
で
す
か
。

ＡＱ　

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
軍
の
兵
士
や
部
隊
に
対
し
て
不
満
は
あ
り
ま
す
か
。
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Ａ　

な
い
で
す
。

Ｑ　

捕
ま
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
な
い
の
で
す
か
。

Ａ　

感
謝
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
私
は
日
本
に
帰
り
た
い
で
す
。

　
「
今
の
気
持
ち
は
い
か
が
で
す
か
、
幸
せ
で
す
か
」
と
の
問
い
に
、
木
下
が
返
事
を
し
た
形
跡
は
な
く
、

そ
の
部
分
だ
け
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
沈
黙
し
た
事
実
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、

素
直
に
「
幸
せ
」
と
は
言
え
な
い
、
彼
の
心
の
内
の
不
安
や
絶
望
感
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
後
、「
捕
ま
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
な
い
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た
木
下
は
、「
感
謝
し
て
い
ま
す
。
実

際
、
私
は
日
本
に
帰
り
た
い
で
す
」
と
答
え
た
。
尋
問
は
一
五
日
の
午
後
九
時
頃
か
ら
午
前
〇
時
ま
で
約

三
時
間
行
わ
れ
た
。
木
下
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
よ
う
と
、
国
軍
は
コ
ー
ヒ
ー
や
パ
ン
、
タ
バ
コ
な
ど
を
提

供
し
た（

11
）。

　
「
実
際
、
私
は
日
本
に
帰
り
た
い
で
す
（In fact I w

ant to go back to Japan

）」―
―
尋
問
調
書
の
末
尾

の
こ
の
言
葉
が
、
木
下
の
生
前
の
「
肉
声
」
を
記
録
し
た
最
後
の
も
の
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ほ
ど

な
く
彼
は
ビ
セ
ン
テ
・
リ
ム
基
地
の
構
内
で
縊
死
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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４　

急
逝
の
波
紋
と
葬
送

　

夜
中
に
三
時
間
か
け
て
行
わ
れ
た
尋
問
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
わ
ず
か
数
時
間
の
後
、
一
九
五
五
年
一
一

月
一
六
日
の
未
明
に
木
下
登
元
水
兵
長
は
自
ら
命
を
絶
っ
た
。
一
一
月
二
日
の
夜
に
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
で
捕
ま
っ

て
以
来
、
一
五
日
間
の
長
き
時
間
を
、
木
下
は
在
外
事
務
所
の
職
員
な
ど
日
本
人
と
面
会
で
き
な
い
ま
ま
、

い
わ
ば
孤
独
の
う
ち
に
自
死
し
た
の
で
あ
る
。
一
一
月
一
六
日
付
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
軍
の
報
告
書
に
よ
れ

ば
、
木
下
は
尋
問
を
終
え
た
一
六
日
午
前
〇
時
過
ぎ
に
営え

い

倉そ
う

担
当
下
士
官
（Stockade Sergeant

）
に
引
き

渡
さ
れ
た
。
報
告
書
や
外
交
文
書
の
記
載
か
ら
、
木
下
が
営
倉
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
彼
は

軍
法
違
反
を
犯
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
兵
と
同
じ
懲
罰
房
に
収
容
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

一
六
日
の
午
前
五
時
三
〇
分
、
同
じ
営
倉
に
収
容
さ
れ
て
い
た
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
）
受
刑
者
の
一
人
が
営
倉

の
ト
イ
レ
に
行
っ
た
際
、
首
を
吊
っ
た
状
態
の
木
下
を
発
見
し
た
。
報
告
書
は
ま
た
、
木
下
が
、
ズ
ボ
ン

の
ベ
ル
ト
と
し
て
使
っ
て
い
た
赤
色
の
綿
製
の
ヒ
モ
を
首
に
巻
い
て
自
殺
を
図
っ
た
と
し
て
い
る
。
国
軍

当
局
は
、「
落
胆
し
た
日
本
人
が
よ
く
陥
る
よ
う
に
」
木
下
も
自
殺
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
推
測
し
た（

12
）。

　

在
外
事
務
所
は
一
一
月
一
五
日
に
カ
テ
ィ
グ
バ
ッ
グ
情
報
部
長
か
ら
の
連
絡
を
受
け
（
前
述
）、
翌
一
六
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日
の
早
朝
に
係
官
（
中
川
豊
吉
一
等
書
記
官
）
を
国
軍
総
司
令
部
の
モ
ン
タ
ー
ノ
大
尉
の
も
と
に
派
遣
し
た

が
、
そ
こ
で
木
下
が
一
六
日
の
午
前
二
時
頃
に
ビ
セ
ン
テ
・
リ
ム
基
地
の
「
営
倉
に
お
い
て
縊
死
を
遂
げ

た
」
と
の
連
絡
が
大
尉
に
入
っ
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た（

13
）。

こ
の
日
、『
イ
ヴ
ニ
ン
グ
・
ニ
ュ
ー
ス
』
な
ど
現

地
紙
は
「
捕
ら
わ
れ
の
残
留
日
本
兵
、
首
を
吊
っ
て
自
殺
」
な
ど
と
報
じ
た
。
木
下
が
住
民
に
捕
ま
っ
て

か
ら
、
二
週
間
も
の
時
日
が
経
過
し
て
い
た
。

　

こ
の
悲
報
に
接
し
た
在
外
事
務
所
の
卜う

ら

部べ

敏
男
参
事
官
―
―
後
年
、
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
日
本
大
使
と
な
り
、

小
野
田
元
陸
軍
少
尉
の
「
救
出
」
に
尽
力
す
る
―
―
は
、
一
一
月
一
六
日
当
日
の
午
前
一
〇
時
半
に
ラ
ウ

ル
・
マ
ン
グ
ラ
プ
ス
外
務
次
官
を
往
訪
し
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
照
会
し
た
。
こ
の
時
、
マ
ン
グ
ラ
プ
ス

は
何
ら
通
報
を
受
け
て
い
な
い
と
語
っ
た
。
卜
部
は
、「
当
方
が
数
次
に
亘
り
直
接
面
会
を
要
望
し
た
経
緯

を
述
べ
て
右
要
望
が
許
可
さ
れ
ず
然
も
か
か
る
結
果
と
な
り
た
る
は
誠
に
遺
憾
で
あ
り
、
右
が
日
比
関
係

に
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
す
る
と
き
心
痛
に
耐
え
ざ
る
も
の
が
あ
る
」
と
不
満
を
述
べ
た
。
マ
ン
グ
ラ
プ
ス

は
事
実
確
認
を
し
た
う
え
で
、
明
日
に
で
も
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
た
い
と
応
じ
た（

14
）。

　

そ
の
直
後
か
ら
、
木
下
元
水
兵
長
の
自
殺
の
件
を
め
ぐ
っ
て
日
比
間
で
応
酬
が
な
さ
れ
る
。
き
っ
か
け

は
同
じ
一
六
日
の
午
前
一
一
時
三
〇
分
、
カ
テ
ィ
グ
バ
ッ
グ
情
報
部
長
か
ら
在
外
事
務
所
に
入
っ
た
一
本

の
電
話
で
あ
っ
た
。
カ
テ
ィ
グ
バ
ッ
グ
は
電
話
の
中
で
、
木
下
が
縊
死
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
旨
を
伝
え
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る
と
と
も
に
、
在
外
事
務
所
に
木
下
の
遺
体
の
引
き
取
り
と
葬
儀
費
用
の
負
担
を
要
望
し
た
。
遺
体
の
引

き
取
り
要
請
は
と
も
か
く
、
葬
儀
費
用
の
日
本
側
負
担
を
求
め
た
カ
テ
ィ
グ
バ
ッ
グ
の
一
方
的
な
提
案
に
、

卜
部
参
事
官
は
強
い
不
快
感
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
。
卜
部
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
対
日
賠
償
交
渉
首
席
代
表

の
フ
ェ
リ
ノ
・
ネ
リ
大
使
に
不
満
を
漏
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
ネ
リ
は
卜
部
に
対
し
、
カ
テ
ィ
グ
バ
ッ
グ
の

発
言
は
「
誠
に
遺
憾
な
も
の
」
で
、「
こ
こ
に
正
式
に
撤
回
す
る
」
と
述
べ
た
。
卜
部
は
ま
た
、「
日
本
兵

木
下
の
自
殺
は
日
本
国
民
の
対
比
感
情
に
微
妙
な
影
響
あ
る
べ
く
、
こ
の
際
日
本
の
国
連
加
盟
問
題
が
賠

償
問
題
と
の
取
引
に
利
用
さ
れ
る
と
の
印
象
を
与
う
る
こ
と
は
如
何
か
と
存
ぜ
ら
れ
る
」
と
、
マ
ン
グ
ラ

プ
ス
次
官
に
指
摘
し
た
の
と
同
様
、
木
下
の
自
殺
事
件
が
日
比
関
係
に
与
え
る
悪
影
響
に
つ
い
て
言
及
し
、

木
下
の
自
殺
の
一
因
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
責
任
（
身
柄
移
管
の
遅
れ
な
ど
）
に
あ
る
こ
と
を
暗
に
示
唆
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ネ
リ
は
、「
木
下
と
直
接
面
会
の
機
会
を
与
え
な
か
つ
た
」
理
由
に
つ
い
て
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン

が
交
通
の
便
が
悪
く
、
マ
ニ
ラ
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
、
当
時
、
国
内
は
中
間
選
挙
の
最
中
で
、
政
府
機

関
の
間
で
の
連
絡
が
遅
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
卜
部
に
理
解
を
求
め
た（

15
）。

　

ネ
リ
大
使
は
さ
ら
に
、「
木
下
は
戦
争
終
了
を
知
ら
ず
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
自
殺
せ
る
も
の
な

る
に
つ
き
」、
木
下
の
遺
体
を
「
相
当
の
敬
礼
」
を
も
っ
て
在
外
事
務
所
に
引
き
渡
し
た
い
と
卜
部
に
約
束

し
た
。
そ
し
て
す
ぐ
に
国
軍
の
参
謀
総
長
ヘ
ス
ー
ス
・
バ
ル
ガ
ス
中
将
に
電
話
を
か
け
て
事
情
を
説
明
し
、
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同
参
謀
総
長
が
ネ
リ
の
見
解
に
「
全
く
同
意
見
」
で
あ
り
、
遺
体
を
引
き
渡
す
際
に
は
「
木
下
の
死
を
悼

み
、
且
つ
そ
の
愛
国
心
を
賞
讃
す
る
書
簡
を
発
出
す
る
」
旨
を
述
べ
た
、
と
の
参
謀
総
長
の
言
葉
を
卜
部

に
伝
え
た
。
こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
っ
て
初
め
て
、
卜
部
の
溜
飲
も
下
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。
卜
部
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
「
相
当
の
敬
礼
を
も
つ
て
」
木
下
の
遺
体
を
引
き
渡
す
の
で
あ
れ
ば
、
火
葬
費
用
は
日

本
側
で
負
担
し
て
も
よ
い
、
と
ネ
リ
に
譲
歩
を
示
し
た（

16
）。

　

事
態
が
落
ち
着
く
か
に
見
え
た
刹
那
、
新
た
な
問
題
が
持
ち
上
が
る
。
翌
一
一
月
一
七
日
、『
フ
ィ
リ
ピ

ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
』
紙
が
第
二
軍
管
区
筋
か
ら
の
情
報
と
し
て
、
木
下
は
住
民
に
捕
え
ら
れ
た
際
、
殴
打
さ

れ
て
前
歯
を
二
本
折
り
、
身
体
の
一
部
を
骨
折
し
、
ま
た
左
上
膊
不
随
と
な
っ
た
た
め
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
の

Ｐ
Ｃ
に
身
柄
を
引
き
渡
さ
れ
て
も
、
結
局
は
処
刑
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
恐
れ
て
自
殺
し
た
の
で
は

な
い
か
、
と
の
見
方
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
報
道
に
接
し
た
卜
部
参
事
官
は
直
ち
に
ネ
リ
大
使
を
往

訪
し
、
か
か
る
報
道
に
鑑
み
て
、
日
本
人
医
師
に
検
死
さ
せ
た
い
と
申
し
入
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
検
死
を
担
当
し
た
の
は
、
当
時
実
施
中
の
旧
日
本
軍
の
艦
船
引
揚
げ
作
業
に
同
行
し
て
い

た
重し

げ

信の
ぶ

求も
と

馬め

医
師
で
あ
る
。
重
信
医
師
は
約
二
〇
分
間
の
検
死
を
行
い
、「
前
歯
の
脱
落
は
数
年
前
の
も
の

に
て
、
又
骨
折
も
傷
痕
も
全
く
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
」
と
判
定
し
た
。
在
外
事
務
所
は
検
死
結
果
を
踏
ま

え
、
第
二
軍
管
区
筋
の
情
報
は
「
自
殺
を
阻
止
し
得
な
か
つ
た
言
訳
乃
至
責
任
転
嫁
に
過
ぎ
ず
、
結
局
木



200

下
の
捕
虜
た
る
こ
と
を
恥
じ
た
心
理
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
軍
の
理
解
し
得
な
か
つ
た
」
と
し
、
自
殺
を
防
げ

な
か
っ
た
背
景
に
は
、「
捕
虜
」
の
捉
え
方
を
め
ぐ
る
木
下
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
と
の
「
心
理
的
ギ
ャ
ッ
プ
」

が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た（

17
）。

そ
の
一
方
で
、
二
週
間
余
り
も
木
下
と
接
触
で
き
な
か
っ
た
在
外
事
務
所
自

身
の
対
応
の
遅
さ
を
問
題
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
一
一
月
一
七
日
の
夕
方
四
時
、
マ
ニ
ラ
の
ア
ス
カ
ラ
ガ
通
り
沿
い
に
あ
る
キ
オ
ゲ
葬
儀
所

（Funeraria Q
uiogue

）
に
お
い
て
遺
体
の
返
還
式
が
行
わ
れ
る
。
室
内
に
安
置
さ
れ
た
棺
の
側
に
は
儀
仗

兵
が
立
ち
、
軍
楽
吹
奏
が
流
れ
る
中
、
ま
た
多
く
の
在
留
邦
人
が
参
列
す
る
中
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
軍
の

モ
ン
タ
ー
ノ
渉
外
部
長
と
外
務
省
の
カ
テ
ィ
グ
バ
ッ
グ
情
報
部
長
か
ら
卜
部
参
事
官
に
木
下
の
遺
体
が
引

き
渡
さ
れ
た（

18
）。

返
還
式
の
中
で
国
軍
参
謀
総
長
バ
ル
ガ
ス
中
将
の
弔
意
を
表
す
る
書
簡
（
一
一
月
一
七
日
付
）

が
卜
部
参
事
官
に
手
渡
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

貴
国
の
同
胞
の
一
人
で
あ
る
木
下
登
伍
長
（Corporal

）
の
早
す
ぎ
る
死
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
、
深

い
遺
憾
の
意
を
表
し
ま
す
。
彼
の
遺
体
は
現
在
、
マ
ニ
ラ
の
キ
オ
ゲ
葬
儀
所
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

遺
体
は
最
終
的
な
処
理
の
た
め
に
貴
官
に
引
き
渡
さ
れ
る
予
定
で
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
軍
を
代
表
し
て
、
心
よ
り
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す（

19
）。
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な
お
、
卜
部
参
事
官
も
遺
体
の
返
還
式
に
合
わ
せ
て
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
発
表
し
て
い
る
。
卜
部
は
そ

の
声
明
の
中
で
特
に
木
下
の
死
因
に
言
及
し
、
木
下
が
市
民
に
捕
え
ら
れ
た
時
に
殴
ら
れ
、
将
来
の
処
刑

を
恐
れ
て
自
殺
し
た
と
い
う
話
も
あ
る
が
、
重
信
医
師
に
よ
れ
ば
遺
体
に
は
虐
待
を
受
け
た
形
跡
は
な
く
、

木
下
は
「〔
捕
虜
を
恥
と
捉
え
る
〕
旧
日
本
軍
の
伝
統
に
従
っ
て
」
死
亡
し
た
と
推
測
さ
れ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

軍
が
軍
人
の
名
誉
を
も
っ
て
彼
の
遺
体
を
遇
し
た
の
も
そ
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
、
と
指
摘
し
た（

20
）。

エ
ル

ネ
ス
ト
・
ビ
ト
ン
記
者
が
一
一
月
一
八
日
付
の
『
イ
ヴ
ニ
ン
グ
・
ニ
ュ
ー
ス
』
紙
上
で
提
起
し
た
、
日
比

両
当
局
の
「
不
手
際
」―
―
例
え
ば
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
木
下
の
移
送
の
遅
れ
や
第
二
軍
管
区
の
不

十
分
な
自
殺
予
防
措
置
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
へ
の
係
官
の
急
派
を
強
く
求
め
な
か
っ
た
在
外
事
務
所
の
淡
泊
な

対
応
な
ど
―
―
が
な
け
れ
ば
自
殺
は
免
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
問
い
が
、
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
関

係
者
の
間
で
省
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

遺
体
の
返
還
式
の
翌
日
、
一
一
月
一
八
日
に
木
下
登
の
遺
体
は
火
葬
に
付
さ
れ
、
そ
の
遺
骨
は
二
六
日

の
夜
、
羽
田
空
港
に
到
着
し
た
運
輸
省
航
空
局
の
泉
靖
二
―
―
前
日
ま
で
マ
ニ
ラ
で
の
国
際
民
間
航
空
機

関
太
平
洋
地
区
航
空
会
議
に
出
席
―
―
の
胸
に
抱
か
れ
て
「
無
言
の
帰
国
」
を
し
た
（『
毎
日
新
聞
』
一
九
五

五
年
一
一
月
一
八
日
付
夕
刊
、
二
七
日
付
）。
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５　

残
さ
れ
た
教
訓

　

一
九
五
五
年
一
一
月
の
初
旬
、
木
下
登
の
生
存
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
母
ヨ
ネ
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー

ス
に
喜
び
、
息
子
が
「
一
日
も
早
く
内
地
送
還
に
な
る
よ
う
」
切
に
願
っ
た
。
終
戦
直
後
、
戦
死
公
報
が

届
き
、
い
っ
た
ん
葬
儀
ま
で
執
り
行
っ
た
ヨ
ネ
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
七
年
八
月
に
戦
友
か
ら
息
子
の
生

存
可
能
性
を
聞
き
、
戦
死
公
報
を
村
役
場
に
返
却
し
て
息
子
の
帰
り
を
ひ
た
す
ら
待
ち
続
け
た
（『
和
歌
山

新
聞
』
一
九
五
五
年
一
一
月
五
日
付
）。
そ
れ
だ
け
に
、
息
子
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
時
の
喜
び
は
ひ
と

し
お
で
あ
り
、
そ
の
訃
報
は
彼
女
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。
涙
を
押
さ
え
な
が
ら
語
っ
た
次
の
言

葉
に
も
、
彼
女
の
深
い
悲
し
み
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

何
と
い
う
こ
と
を
し
て
く
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
登
は
昭
和
十
九
年
の
八
月
か
ら
音
信
不
通
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
あ
の
子
は
小
さ
い
時
か
ら
ま
じ
め
一
方
で
し
た
が
、
い
ま
だ
に
昔
の
兵
隊
さ
ん
の
精
神

が
頭
に
こ
び
り
つ
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
帰
っ
て
く
る
と
い
う
の
で
、
部
落
総
出
で
出
迎
え
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
（
秋
岡 1955: 65
）。
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戦
争
が
終
わ
っ
て
も
投
降
せ
ず
、
約
一
〇
年
間
を
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
で
生
き
延
び
た
末
、
帰
国
を
目
前
に
自

殺
し
た
元
海
軍
兵
の
痛
ま
し
い
悲
劇
。
一
九
五
五
年
一
一
月
の
こ
の
事
件
は
、
日
本
の
外
交
担
当
者
に
（
そ

し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
も
）
様
々
な
教
訓
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
残
留
日
本
兵
の
扱
い
に
当
た
っ

て
は
、
日
比
両
国
の
当
局
が
緊
密
に
連
携
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
何
よ
り
も
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
、
元
日
本
兵
は
終
戦
後
も
虜
囚
の
身
と
な
る
こ
と
に
抵
抗
感
が
あ
り
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
心
中
へ
の

配
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
潜
伏
先
の
住
民
と
残
留
日
本
兵
と
の
関
係
、
わ
け
て
も
現
地
住
民

の
感
情
や
反
応
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ソ
ル
ソ
ゴ
ン
で
の
事
件
が
起
き
た
一
九
五
五
年
当
時
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
各
地
に
は
残
留
日
本
兵
が
潜
ん
で

お
り
、
以
上
の
よ
う
な
諸
要
素
は
彼
ら
の
「
救
出
」
を
成
功
に
導
く
鍵
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た（

21
）。

も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
他
の
ケ
ー
ス
に
単
純
に
当
て
は
め
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

現
実
に
は
、
残
留
日
本
兵
た
ち
の
個
性
や
彼
ら
の
個
人
的
な
戦
場
体
験
、
所
属
し
た
部
隊
・
グ
ル
ー
プ
内

の
文
化
、
潜
伏
先
で
の
行
動
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
住
民
感
情
、
さ
ら
に
は
両
国
の
外
交
当
局
者
の
判
断

と
対
応
な
ど
、
予
断
を
許
さ
な
い
、
い
く
つ
も
の
媒
介
変
数
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
［
付
記
］
本
論
文
は
科
学
研
究
費
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
『
残
留
日
本
兵
』
問
題
史
―
―
地
域
、
外
交
、
記
憶
の
視
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角
か
ら
」（
基
盤
研
究
Ｃ
、
研
究
課
題
番
号23K

11560

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
） 
『
マ
ニ
ラ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』（
一
九
五
五
年
一
一
月
四
日
付
）
の
同
記
事
は
マ
テ
オ
・
カ
ピ
ン
ピ
ン
記
者

が
前
日
の
三
日
に
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
か
ら
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
記
事
中
の“Batohon ”

は
バ
コ
ン
町
に
見
当

た
ら
ず
、“Batohan ”

（
バ
ト
ハ
ン
）
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、〔　

〕
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ

る
（
以
下
、
同
様
）。
木
下
登
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、Interrogation of K

oroshita N
ogora 

［sic

］ 

（hereafter Interrogation of N
oboru K

inoshita

）, 15 N
ovem

ber 1955

（『
南
方
地
区
残
留
旧
日

本
軍
人
の
捜
索
、
救
出
及
び
送
還
関
係　

フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係
』
第
一
六
回
公
開
外
交
記
録K

’.7.1.0.17-1

、

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）、『
和
歌
山
新
聞
』
一
九
五
五
年
一
一
月
五
日
付
、
秋
岡
家
栄
「
生
き
て
い
た

〝
戦
陣
訓
〟
―
―
ジ
ャ
ン
グ
ル
11
年
、
比
島
元
日
本
兵
の
死
」（『
週
刊
朝
日
』
一
九
五
五
年
一
二
月
四
日

号
）
六
四
―
六
五
頁
、
な
ど
を
参
照
し
た
。
本
稿
執
筆
の
時
点
で
履
歴
書
の
原
本
を
確
認
で
き
な
い
た
め
、

以
下
、
木
下
の
経
歴
等
に
つ
い
て
の
事
実
関
係
に
は
誤
記
や
不
確
か
な
点
が
あ
り
得
る
。
予
め
諒
と
さ
れ

た
い
。
敬
称
は
こ
れ
を
略
し
た
。

（
２
） Interrogation of N

oboru K
inoshita, 15 N

ovem
ber 1955, ibid.

（
３
） D

aily M
irror, 8 N

ovem
ber 1955. 

敵
の
捕
虜
に
な
る
こ
と
を
恥
辱
と
し
、
虜
囚
よ
り
自
死
を
選
ぶ
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こ
と
を
肯
定
す
る
考
え
方
は
、
東
條
英
機
陸
相
が
天
皇
の
裁
可
を
得
て
一
九
四
一
年
一
月
八
日
に
示
達
し

た
「
戦
陣
訓
」（
本
訓
其
の
二
、
第
八
「
名
を
惜
し
む
」）
に
よ
っ
て
国
民
に
流
布
さ
れ
た
（『
朝
日
新
聞
』

一
九
四
一
年
一
月
八
日
付
）。「
戦
陣
訓
」
は
形
式
上
、
陸
軍
の
指
針
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
観

念
は
海
軍
兵
士
に
も
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
（
ウ
ル
リ
ッ
ク
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
（
吹
浦
忠
正
監
訳
）

『
戦
陣
訓
の
呪
縛
―
―
捕
虜
た
ち
の
太
平
洋
戦
争
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
年
六
六
―
六
七
、
九
九
、

一
一
一
頁
）。

（
４
） 

筆
者
に
よ
る
ミ
ン
ダ
・
ド
ゥ
ア
ソ
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
二
四
年
三
月
七
日
、
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
州

バ
コ
ン
の
自
宅
に
て
）。

（
５
） 

中
川
融
外
務
省
ア
ジ
ア
局
長
よ
り
田
辺
繁
雄
引
揚
援
護
局
長
宛
電
報
「
比
島
に
お
け
る
元
日
本
兵
木
下

登
の
逮
捕
及
び
自
殺
に
関
す
る
件
」
一
九
五
五
年
一
一
月
二
六
日
（
前
掲
『
南
方
地
区
残
留
旧
日
本
軍
人

の
捜
索
、
救
出
及
び
送
還
関
係　

フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係
』
所
収
）。

（
６
） 

卜
部
敏
男
在
外
事
務
所
長
代
理
よ
り
重
光
葵
外
務
大
臣
宛
電
報
「
元
日
本
兵
木
下
登
の
逮
捕
に
関
す
る

件
」
一
九
五
五
年
一
一
月
一
六
日
（
同
前
所
収
）。

（
７
） 

同
前
。

（
８
） 

「
木
下
登
が
親
族
あ〔

マ
マ
〕て

書
い
た
手
紙
」
日
付
な
し
（
前
掲
『
南
方
地
区
残
留
旧
日
本
軍
人
の
捜
索
、
救
出

及
び
送
還
関
係　

フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係
』
所
収
）。
な
お
、
父
は
一
九
四
七
年
に
死
去
し
て
い
た
が
、
当
時
、

母
と
弟
は
健
在
だ
っ
た
（『
和
歌
山
新
聞
』
一
九
五
五
年
一
一
月
五
日
付
）。
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（
９
） Pablo T

. M
endoza to A

CofS, G2 IIM
A

, “D
eath of K

inosita N
oboro

［sic

］, ” 16 N
ovem

ber 
1955

（
同
前
『
南
方
地
区
残
留
旧
日
本
軍
人
の
捜
索
、
救
出
及
び
送
還
関
係　

フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係
』
所
収
）.

（
10
） Interrogation of N

oboru K
inoshita, 15 N

ovem
ber 1955, op. cit.

（
11
） M

endoza to A
CofS, G2 IIM

A
, 16 N

ovem
ber 1955, op. cit.

（
12
） Ibid.

（
13
） 
前
掲
、
卜
部
在
外
事
務
所
長
代
理
よ
り
重
光
外
務
大
臣
宛
電
報
「
元
日
本
兵
木
下
登
の
逮
捕
に
関
す
る

件
」
一
九
五
五
年
一
一
月
一
六
日
。

（
14
） 

同
前
。

（
15
） 

同
前
。
卜
部
在
外
事
務
所
長
代
理
よ
り
重
光
外
務
大
臣
宛
電
報
「
元
日
本
兵
木
下
の
逮
捕
に
関
す
る
件
」

一
九
五
五
年
一
一
月
一
六
日
（
前
掲
『
南
方
地
区
残
留
旧
日
本
軍
人
の
捜
索
、
救
出
及
び
送
還
関
係　

フ
ィ

リ
ピ
ン
関
係
』
所
収
）。

（
16
） 

同
前
、
卜
部
在
外
事
務
所
長
代
理
よ
り
重
光
外
務
大
臣
宛
電
報
「
元
日
本
兵
木
下
の
逮
捕
に
関
す
る
件
」

一
九
五
五
年
一
一
月
一
六
日
。

（
17
） 

卜
部
在
外
事
務
所
長
代
理
よ
り
重
光
外
務
大
臣
宛
電
報
「
元
日
本
兵
木
下
の
自
殺
に
関
す
る
件
」
一
九

五
五
年
一
一
月
一
七
日
（
前
掲
『
南
方
地
区
残
留
旧
日
本
軍
人
の
捜
索
、
救
出
及
び
送
還
関
係　

フ
ィ
リ

ピ
ン
関
係
』
所
収
）。

（
18
） 

前
掲
、
中
川
ア
ジ
ア
局
長
よ
り
田
辺
引
揚
援
護
局
長
宛
電
報
「
比
島
に
お
け
る
元
日
本
兵
木
下
登
の
逮
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捕
及
び
自
殺
に
関
す
る
件
」
一
九
五
五
年
一
一
月
二
六
日
。『
和
歌
山
新
聞
』
一
九
五
五
年
一
二
月
二
日

付
。

（
19
） Jesus V

argas to T
oshio U

rabe, 17 N
ovem

ber 1955

（
前
掲
『
南
方
地
区
残
留
旧
日
本
軍
人
の

捜
索
、
救
出
及
び
送
還
関
係　

フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係
』
所
収
）. 

原
文
は
英
語
で
、
日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

（
20
） T

oshio U
rabe, “Statem

ent, ” 17 N
ovem

ber 1955

（
同
前
『
南
方
地
区
残
留
旧
日
本
軍
人
の
捜

索
、
救
出
及
び
送
還
関
係　

フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係
』
所
収
）.

（
21
） 

例
え
ば
、
一
九
五
六
年
一
〇
月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ミ
ン
ド
ロ
島
で
残
留
日
本
兵
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た

時
、
重
光
葵
外
相
は
朝
海
浩
一
郎
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
日
本
大
使
に
対
し
、
五
四
年
五
月
の
ル
バ
ン
グ
島
で
の

島
田
射
殺
事
件
と
ソ
ル
ソ
ゴ
ン
で
の
木
下
の
自
殺
事
件
を
念
頭
に
、
次
の
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。「〔
フ
ィ

リ
ピ
ン
〕
軍
と
の
交
渉
、
係
官
の
派
遣
に
際
し
て
は
ル
バ
ン
グ
島
及
び
木
下
登
の
例
に
も
か
ん
が
み
、
旧

日
本
兵
の
生
命
の
安
全
に
つ
き
、
な
お
こ
の
上
と
も
万
全
の
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
」（
重
光
外
務
大
臣
よ

り
朝
海
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
宛
電
報
「
ミ
ン
ド
ロ
島
旧
日
本
兵
の
帰
順
勧
告
に
関
す
る
件
」
一
九
五
六
年

一
〇
月
一
八
日
、『
南
方
地
区
残
留
旧
日
本
軍
人
の
捜
索
、
救
出
及
び
送
還
関
係　

フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係　

ミ

ン
ド
ロ
島
関
係
』
第
一
六
回
公
開
外
交
記
録K

’.7.1.0.17-1-2

、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）。
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